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ては，本件原発の敷地周辺の地質・地質構造調査結果等を踏まえ，推

本レシピ等の最新の研究成果に則って，震源特性に関する様々なパラ

メータ(震源断層パラメータ)を設定した。その際，債務者は，震源

断層の長さ，断層の上端深さ，アスペリティの位置，破壊開始点の位

置といったパラメータについて，より保守的な条件設定を行って基本

ケースを設定し，さらに，数多くの震源断層パラメータについて，不

確かさを考慮し，本件原発の敷地における地震動が基本ケースより大

きくなり得る震源断層モデルを用いた複数のケースを設定した。

b 震源を特定せず策定する地震動

いう長い活断層が存在するため，本件原発に到来し得る地震動の想定

においては，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動が支配的な地

位を占めており，震源を特定せず策定する地震動が寄与する度合いは

ィ、さい。

しかし，債務者は，震源と活断層を関連付けることが困難な過去の

内陸地殻内地震の震源近傍における観測記録に基づいて策定された応

答スペクトルである加藤ほか (2004) (加藤研ーほか「震源を事

前に特定できない内陸地殻内地震による地震動レベル一地質学的調査

による地震の分類と強震観測記録に基づく上限レベルの検討ーJ (甲

2 04) )において示されている応答スペクトル(以下「加藤ほかの

応答スペクトル」という。)を検討し，本件原発の地下構造調査にお

いて本件原発の敷地地下に S波速度 2. 2 k m/  s以上(地震波には

縦波(波の進行方向と振動方向が同じ波)である P波と横波(波の進

行方向と振動方向が直角になる波)である S波の 2種類があり，その

速度は，一般に，地盤が固いほど速くなる。)の硬質な岩盤が広がっ

ていることから，加藤ほかの応答スペクトルのうち，このような岩盤
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に適用される「地震基盤Jの応答スペクトルを採用した。

また，審査ガイドにおいて，観測記録の収集対象となる内陸地殻内

地震(震源と活断層を関連付けることが困難な内陸地殻内地震)の例

として示されている 16地震につき，観測記録収集の要否や考慮の要

否を検討し，平成 12年に発生した鳥取県西部地震(以下「鳥取県西

部地震Jという。)と留萌支庁南部地震の地震動を採用した上で，観

測点の地殻構造の不確かさを考慮し，地震動の評価結果をより大きく

して震源を特定せず策定する地震動を評価し，応答スペクトルを設定

した。なお，債務者は，留萌支庁南部地震の評価に当たり，佐藤ほか

(2013) (佐藤浩明ほか「物理探査・室内試験に基づく 2004

年留萌支庁南部の地震によるK-NET港町観測点 (HKD020)

の基盤地震動とサイト特性評価J)において，震源近傍の観測点にお

ける地下構造や地震動の推定について十分検討されていたことに鑑み，

佐藤ほか (2013)により推定された地震動を採用したが，地下構

造の不確かさを考慮して基盤面の地震動を評価し，その上で，原子力

規制委員会における議論を踏まえ，地震動の評価結果をより大きくし

て応答スベクトルを設定した。

c 基準地震動の策定

債務者は，まず，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の評価

のうち，応答スペクトルに基づく地震動評価の結果を踏まえて基準地

震動Ss-lの応答スペクトルを策定した。なお，基準地震動Ss-

1の応答スペクトルは， FO-A~FO-B~熊川断層による地震及

び上林川断層による地震の耐専式による地震動評価結果を水平方向・

鉛直方向ともに，全ての周期帯で上回っている。

次に，同じく敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の評価のう

ち，断層モデ、/レを用いた手法による地震動評価の結果を踏まえて，基
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準地震動 S8-1の応答スペクトルを上回る四つのケースをそれぞれ

基準地震動S8-2ないし S8ー 5として策定した。

さらに，震源を特定せず策定する地震動として設定した応答スペク

トノレのうち，加藤ほかの応答スペクトルは，全周期帯で基準地震動s

8 - 1の応答スペクトルを下回ったが，鳥取県西部地震及び留萌支庁

南部地震の観測記録を考慮した応答スベクトルは，いずれも基準地震

動S8-1をある周期で上回るため，これらをそれぞれS8 -6， S 

sー 7として策定した。

そして，以上の基準地震動S8-1ないし S8ー 7の応答スペクト

ルにおける最大加速度は，水平方向が基準地震動S8-1の700ガ

ル，鉛直方向が基準地震動 S8-6の485ガルとなった。

このように，債務者は，本件原発周辺の地震発生状況や活断層の分

布状況等の地質・地質構造について詳細な調査・評価を実施した上で

検討用地震を選定し，保守的な条件で，かっ，不確かさも適切に考慮

した上で，平成7年の兵庫県南部地震を契機に発展してきた最新の地

震動評価手法を用いて検討用地震の地震動評価を行い，さらに，震源

を特定せず策定する地震動も評価した上で，本件原発の基準地震動s

8 - 1ないし S8ー 7を策定しているのであるから，本件原発に基準

地震動を超える地震動が到来することはまず考えられない。

なお，本件原発に係る基準地震動の年超過確率は 1万ないし 10万

年に 1回程度であり，本件原発に基準地震動を超過する地震動が到来

する可能性は極めて低いものとなっている。

(3) 耐震安全性の相当性

(債権者らの主張)

ア 耐震安全性の確保の考え方(安全余裕の存在)

開 債務者は，評価値(基準地震動による地震力が作用した場合に本件原
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発の設備等に生じる応力値等)が評価基準値(許容値)を超えないこと

をもって，基準地震動に対する各建屋の耐震安全性が確保されているこ

とを確認したと主張するが，評価値及び評価基準値(許容値)は，いず

れも不確かさが内包されており，設計上は評価値が評価基準値(許容

値)を下回れば許容されるとしても，その差が安全余裕といえるもので

はない。

また，一般的に設備の設計に当たっては，様々な構造物の材質のばら

つき，溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むのであり，設計者は

それらの不確定要素を想定し，設計時にできる限りの計算を行うが，全

てを計算し尽くせるわけではないため，求められるべき基準をぎりぎり

に満たすのではなく，その不確定要素に応じて基準値の何倍かの余裕を

持たせた設計がされる必要がある。すなわち，安全余裕とは，構造物に

存在している純粋な余裕(安全性の高さを示す概念)ではなく，構造物

の安全性を脅かす不確定要素の程度を意味する。

したがって，基準地震動に対して余裕を有しているということは，構

造物が基準地震動に対しては確実に耐えられるということを意味するに

とどまり，基準地震動を超えても確実に構造物の安全性が確保されると

いうことまでを意味するものではない。そうすると，本件ストレステス

トの結果によれば耐震裕度があるからといって，新規制基準下で策定さ

れた基準地震動に対する耐震安全性が確保されているとはいえないので

あり，過去において原子力発電所の施設が基準地震動を超える地震に耐

えられたという事実があったとしても，そのことから，今後，基準地震

動を超える地震が到来しでも本件原発の安全性は確保されるということ

はできない。

(イ) 債務者の設定した評価基準値(許容値)は，塑性変形を許す数値が採

用されており，過酷事故の発生領域に踏み込んだ設定がされているとい
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うべきであるから，債務者の設定した評価基準値(許容値)と評価値と

の差をもって安全余裕があるということはできない。

イ 各設備等の安全性

例主給水ポンプと外部電源の耐震性

主給水ポンプと外部電源は，原子炉の安全確保の上で不可欠な役割を

第 1次的に担う設備であるから，安全上重要な設備として耐震性を求め

るのが健全な社会通念というべきである。

ところが，主給水ポンプと外部電源は，安全上重要な設備とされてお

らず，耐震重要度分類でSクラスの強度を有していなし、から，基準地震

動を下回る地震であっても，これらが同時に破損し，実際には困難な限

られた手段が功を奏さない限り大事故へとつながることになる。すなわ

ち，緊急停止後に非常用ディーゼノレ発電機が正常に機能し，補助給水設

備による蒸気発生器への給水が行われたとしても，①主蒸気逃し弁によ

る熱放出，②充てん系によるほう酸の添加，③余熱除去系による冷却の

うち，いずれかに失敗しただけで，補助給水設備による蒸気発生器への

給水ができないのと同様の事態に進展するのであり，補助給水設備の実

効性は不安定なものにすぎない。

現実に福島原発事故では，全交流電源喪失という事態に陥って炉心溶

融に至ったものであるが，このことは，安全上重要な設備のみでは原子

力発電所を守ることが困難であることを示している。

したがって，従来の原子力発電所の設計思想が通用しないことは明ら

かであり，主給水ポンプや外部電源の脆弱さは安全上重大な欠陥という

べきであるから，基準地震動を下回る地震動であっても重大な事故に直

結する危険性があるといえる。

付) 制御棒破損の危険性

原子炉の運転中に地震が発生し，センサー，制御棒駆動装置，制御棒，
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制御棒を受け入れる原子炉の構成部分が破損すれば，原子炉を停止でき

なくなり，その後，原子炉が冷却できないような事態が併発すれば，炉

心溶融に至る危険が生じる。

(功配管破損の危険性

本件原発は加圧水型原子炉であり，蒸気発生器には多数の微細な伝熱

管が設置されており，地震動による影響を受けて物理的に破損する危険

がある。そして，原子炉の運転中に 1次冷却材管が破損すれば，炉心の

水位低下により炉心が高温になり，炉心溶融に至る危険があるし，そこ

まで至らなくても，周辺環境への放射性物質の漏出につながる。また，

原子炉の運転中に 2次冷却材管が破損すれば，高温高圧の 2次冷却材が

水蒸気となって建屋内に吹き出すとともに， 2次冷却材の漏出により，

1次冷却設備の一つである蒸気発生器内の水位が低下し，蒸気発生器の

水位低下による圧力変動等に誘発されて蒸気発生器の細管が破損するな

ど， 1次冷却材管の破損が誘発されて炉心溶融や周辺環境への放射性物

、質漏出の危険が生じる。

ウ イベントツリーの実効性

ケ) 基準地震動ssの策定が耐震安全性確保の基礎であるから，基準地震

動ssを上回る地震動に対しては，耐震設計上安全ということはできな

い。他方，本件ストレステストでは，本件原発のクリフエッジが 973. 

5ガルと特定されたが，ストレステストは机上のシミュレーションにす

ぎず，シナリオや入力値次第で窓意的に導くことも可能なものであって，

適切な安全評価をできるものではない。しかも，本件ストレステストで

は，経年変化が適切に考慮されていなかったり，支持構造物が対象から，

合理的理由なく除外されたりするなど，不十分なものとなっている。

したがって，基準地震動を超えるがクリフエッジには達しない地震動

が本件原発を襲った場合，イベントツリーに記載された手段によって炉
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心の損傷を回避することを期待することはできない。

付) イベントツリーが真に有効というためには，地震や津波のもたらす事

故原因につながる起因事象を余すことなく取り上げることが必要である

が，ストレステストにおいて起因事象を余すことなく取り上げることは

困難である。

また，イベントツリーでは，過酷事故の過程における人的ミス，見え

ない欠陥，不運を想定して評価することはできないし，実際の事故対策

においては，同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処すべき事象が極め

て多くなること，必要な防御手段に係るシステム自体が地震によって破

損すること，実際に放射性物質が一部でも漏れれば近寄ることすらでき

なくなることなどが想定され，イベントツリーを前提とした事故対策の

実効性には不確実性が伴うというべきであるから，この点でも，イベン

トツリーの有効性には限界がある。

(債務者の主張)

ア 耐震安全性の確保の考え方(安全余裕の存在)

fア) 原子力発電所の設計においては，発電に必要な設備とは別に安全上重

要な設備を設置し，この安全上重要な設備について，発電に必要な設備

に比べて格段に高い信頼性を持たせるようになっており，安全上重要な

設備は基準地震動に対して機能を喪失しないことが求められている。

そして，安全上重要な設備が基準地震動に対して機能を喪失しないかf

どうかの確認は，耐震安全性評価によって行われており，建物・構築物

については，地震応答解析モデ、ルを用いて各層の鉄筋コンクリート造耐

震壁のせん断ひずみ(せん断応力によって変形する際の変形の割合)の

最大値を評価することで評価値を算定し，評価値が評価基準値(許容

値)を超えないことをもって，基準地震動に対する各建屋の耐震安全性

が確保されていることを確認し，また，機器・配管系については，上記
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の地震応答解析モデ、ルに基準地震動を入力した際における，それぞれの

建屋の各階床の揺れ(床応答波)を基に，当該階床に設置している機器

・配管系(機器・配管の本体や床に固定するための支持構造物)に生じ

る応力値等(評価値)を求め，これを評価基準値(許容値)である材料

ごとに規格等で定められた許容応力等と比較し，応力値等(評価値)が

評価基準値(許容値)を下回っていることをもって，基準地震動に対す

る各機器・配管系の耐震安全性が確保されていることを確認している。

さらに，評価基準値(許容値)自体が実際に機器等が機能喪失する限

界値に対して余裕を持った値に設定されており，他方，評価値を計算す

る過程においても計算条件の設定等に余裕を持たせている。

このように，債務者は，安全上重要な設備について，新たな基準地震

動に対する耐震安全性評価を実施し，その評価結果を踏まえ，必要に応

じて耐震補強工事等を行って耐震性を確保し，基準地震動に対して耐震

安全性を有することを確認している。そして，安全上重要な設備のみで

原子炉を「止めるJ， I冷やすJ，放射性物質を「閉じ込めるJという

安全確保機能を十分に果たせるから，本件原発の原子炉が危険な状態に

なることはない。

なお，耐震安全性評価で、確認する評価値と評価基準値(許容値)との

聞の余裕に不確定要素は存在しないのであり，基準地震動の見直しによ

って評価値と評価基準値(許容値)との聞の余裕が減少しでも，そのこ

とで不確定要素に起因する危険性が高まることはない。

付) 本件原発の耐震安全性評価において設定された評価基準値(許容値)

は，一部の例外を除き，弾性限界を超えた塑性変形領域に設定されてい

るが，設備の機能を維持するのに十分な水準で、定められている。したが

って，本件原発における安全上重要な設備の評価値が評価基準値(許容

値)を下回っていれば，評価値が弾性限界を超えて塑性変形領域に入っ

-46 -



(' 

fへ

ていても当該設備の機能を維持でき，本件原発の耐震安全性は確保され

る。

イ 各設備等の安全性

ケ) 主給水ポンプと外部電源の耐震性

主給水ポンプは安全上重要な設備ではなく，原子炉を停止した後の崩

壊熱の除去(冷却)は，主給水とは別の水源から蒸気発生器に水を送る

補助給水設備がその役割を担うこととし，この補助給水設備に格段の信

頼性を持たせている。

また，外部電源も安全上重要な設備ではなく，原子炉の安全性確保の

ために必要な電力の供給は，外部電源とは別の非常用ディーゼル発電機

がその役割を担うこととし，この非常用ディーゼル発電機に格段の信頼

性を持たせている。

このように，主給水ポノンプや外部電源は，安全上重要な設備ではなく，

原子炉の安全性を確保するために必要な冷却水や電源の供給を担うこと

は期待されていないから，これらは必ずしも基準地震動に対する耐震安

全性を備える必要はない。

これに対し，債権者らは，補助給水設備による蒸気発生器への給水に

よる炉心の冷却について， r主給水喪失J， r外部電源喪失Jに対する

イベントツリーを参照し，①主蒸気逃し弁による熱放出，②充てん系に

よるほう酸の添加，③余熱除去系による冷却のうち，いずれか一つに失

敗しただけで，補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと

同様の事態に進展するとし，補助給水設備の実効性は不安定で‘あると主

張する。しかし， r主給水喪失J， r外部電源喪失」に対するイベント

ツリーの当該フローの実施に係る機器は，新規制基準下での基準地震動

に対する耐震安全性を有することが確認されており，基準地震動以下の

地震動によって当該フローが実現できなくなることはない。また，万が
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一，上記①ないし③のいずれかに失敗したとしても，イベントツリーの

別のフローに移行して事態の収拾を図ることは可能である。なお，債務

者は，福島原発事故を踏まえ，役割分担や要員配置等の態勢を整備し，

手順を確立するとともに，給電・給水の訓練を夜間，休日を含めて実施

しており，この点でも，イベントツリーの各手順に失敗することを前提

にすることはできない。

(イ) 制御棒破損の危険性

地震計が地震による一定規模の揺れ(建屋基礎版上で水平 160ガル

又は鉛直80ガル)を検知すると，原子炉トリップ信号が発信され，そ

の信号により原子炉トリップ遮断機が自動的に解放され，制御棒を保持

している制御棒駆動装置への電源が遮断され，制御棒を自重で炉心の燃

料集合体内に落下させ，原子炉を自動停止(トリップ)させる設計とな

っている。これらの地震計，電気配線，原子炉トリップ遮断機，制御棒

及び制御棒駆動装置等の地震時に原子炉を自動停止させるために必要な

一連の機器は，いずれも安全上重要な設備であり，基準地震動に対する

安全性が確保されている。

したがって，地震による機器の脱落・破損により制御棒が挿入できな

くなることはない。なお，仮に電気配線が破損しでも，制御棒を保持し

ている制御棒駆動装置への電源が遮断され，原子炉トリップ遮断機が解

放された場合と同様に制御棒が自重で落下し，原子炉が自動停止する。

(ウ) 配管破損の危険性

債権者らは， 1次冷却材管が破損すれば炉心溶融に至る危険があり，

また， 2次冷却材管が破損しでも， 2，次冷却設備の圧力変動に誘発され

て蒸気発生器の細管が破損し，結局，炉心溶融に至る危険があると主張

する。

しかし， 1次冷却材管，蒸気発生器及び2次冷却材管の一部について
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は，安全上重要な設備として耐震重要度分類がSクラスとされているか

ら，基準地震動に対する安全性が確認されている。なお，この安全性の

確認には，耐震重要度分類がSクラスではない2次冷却材管で破損が生

じた場合に発生する圧力変動も考慮、しており， 2次冷却設備での圧力変

動に誘発されて蒸気発生器の細管が破損することはない。

ウ イベントツリーの実効性

(アj 本件ストレステストは，基準地震動Ssに対する原子力発電所の耐震

裕度を定量的に評価するため，そのような大きさの地震動が実際に本件

原発に到来し得るか否かという蓋然性の問題は一切捨象し，仮想的に基

準地震動を超過させて評価を行ったものであるが，そもそも債務者は，

最新の科学的知見等を踏まえ，詳細な調査に基づき，本件原発の基準地

震動を策定したのであり，本件原発が基準地震動を超える地震動に襲わ

れることは考えられない。

(イ) 本件ストレステストにおける起因事象の選定は，日本原子力学会によ

り定められた「原子力発電所の地震を起因とした確率論的安全評価実施

基準 :2007J (乙 91，141。以下「地震PSA学会標準Jとい

う。)の考え方に基づいて行ったものであり，また，原子力安全・保安

院により，起因事象の選定も含めて，本件ストレステストの評価内容が

妥当である旨の確認がされている。なお，債務者が本件ストレステスト

の検討対象から支持構造物を除外したのは，支持構造物が大きな地震荷

重を受ける際には，自らの変形によるエネルギー吸収が生じることや，

他の支持構造物との荷重分担が生じることから，その損傷が本体の安全

機能喪失に至るまでには大きな余裕があることを主な根拠としている。

また，原子力安全・保安院による本件ストレステストの評価において

も，収束シナリオに必要な設備，設備の設置場所等の地震に対する耐性，

災害時の要員確保の体制等が，現地調査も経て確認され，収束シナリオ
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の実現に支障はない旨の評価がされている。

さらに，債務者は，イベントツリーにおける収束シナリオの実施のた

めに必要となる監視機器類の機能が問題なく維持されることを本件スト

レステストの中で確認し，全交流電源、喪失のような事象が生じたとして

も，外部からの支援なしに約 19日聞は炉心を冷却できることを確認す

るとともに，構内道路の早期復旧のためブルドーザや油圧ショベルを配

備し，これらの操作のための要員を常時確保している。

したがって，イベントツリーの実効性に不確実性が伴うという債権者

らの主張は根拠がない。

(4) 使用済燃料の危険性

(債権者らの主張)

ア 本件使用済燃料ピットの危険性

(ア) 債務者の策定する基準地震動ssは極めて過小であり，これに対する

安全性が確認されても，本件原発の安全性を確保したことにはならない

が，本件使用済燃料ピットの冷却設備の耐震重要度分類はBクラスであ

り，過小な基準地震動を下回る地震動によってすらも破損する危険性が

ある。債務者は，本件ストレステストによって上記冷却設備が基準地震

動ssに対する耐震安全性を有していることを確認していると主張する

が，本件ストレステストによっても安全性を確認したことにはならない

のであり，基準地震動を超えない地震であっても，上記冷却設備が損壊

する具体的可能性がある。

また，本件使用済燃料ピットは，給水が行われなければ，全交流電源

喪失から 3日を経ずして危機的状況に陥るところ，地震によって全交流

電源喪失という危機的状況に陥る場合には，隣接する原子炉も危機的状

態に陥っていることが多いことを念頭に置かなければならず，このよう

な状況下では使用済燃料ピットに確実に給水ができるとはいえない。し
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かも，福島原発事故では，電源喪失による計装設備の機能喪失が大きな

問題であったにもかかわらず，本件使用済燃料ピットの計装設備の耐震

重要度分類はCクラスのままであり，過酷事故時に計装設備が故障し，

事態が加速度的に悪化する危険がある。

さらに，使用済燃料ピットにおいては，地震時にクレーン本体その他

の重量物が落下し，使用済燃料ピット又は使用済燃料が破損する危険性

があり，原子炉容器から使用済燃料ピットに使用済燃料を移送させる際

の作業工程も複雑で，事故の危険性が高い。

(イ) アメリカ合衆国(以下「アメリカJという。)の原子力規制委員会

(以下 rNRCJ という。)は，平成 13年に発生したいわゆる 9. 1 

1テロ事件を機に，使用済燃料プールについて，①崩壊熱の高い新しい

使用済燃料と古い使用済燃料を市松模様状に配置する，②使用済燃料プ

ールへの電源を必要としない外部注水及びスプレイラインを敷設すると

いう具体的な対策を求めている。

しかし，本件原発では，容易に実施可能な①を実施せず，②に関して

も消防車による注水を可能にするといった可搬設備の配備にとどめる弥

縫策を講じたにすぎない。

(切 本件使用済燃料ピットのAエリアは，平成 16年に欄密化のための変

更措置がとられ，燃料ラックのピッチ間隔(相互の中心聞の距離)が約

365mmから約 280mmに狭められ，貯蔵能力が約 663体から約

1 240体へと引き上げられ，これによって実効増倍率(核分裂反応で

発生した中性子の個数に対する，次の核分裂反応で発生する中性子の個

数の割合であり， 1のときが中性子数に増減がなく核分裂連鎖反応が持

続する状態(臨界)を意味し， 1を超えると核分裂反応が持続する状態

(超臨界)を意味する。)が増加した。ところが，債務者は， O. 9 5 

とされていた実効増倍率の評価基準値(許容値)を O. 9 8とし， O. 
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977という評価値を算出して審査をすり抜けたのであり，本件使用済

燃料ピットは，通常の使用状況においてさえ臨界事故等が発生する危険

性がある。そして，これにMOX燃料が追加されれば，その危険性は更

に高まることとなる。

(ヱ) 本件使用済燃料ピットは，壁面及び底部が厚さ約 2ないし 3mの鉄筋

コンクリート造で，その内面にステンレス鋼板を内張りした構造物であ

るが，地震力や水圧等の外力に加え，コンクリートとステンレス鋼板の

熱膨張率の差から生じる温度変化によるひずみが集中すると，局部的に

ライニングがコンクリート躯体から外れるか損傷し，ピット水が漏えい

する。なお，ライニングの溶接部は，グラインダー(研削盤)仕上げの

際に表面に小さな傷等の欠陥を生じやすく，小さな欠陥であっても，重

大事故時に降伏ひずみ以上の変形を受ければ，ライニングの破断につな

がる。

そして，ライニングからのピット水の漏えいが生じれば，漏出箇所を

特定して補修することは困難であり，ピット水を抜いて補修作業を実施

するまで漏えいを止める手立てはない。

(オ) さらに，本件原発が再稼働すれば，使用済燃料が増加し，地震発生時

に使用済燃料の集中が起こり，再臨界や使用済燃料の溶融等が生じて放

射性物質が漏出する危険がある。

イ 堅固な施設によって防御を固める必要性

(河 原子炉格納容器と同様の防御の必要性

使用済燃料は，崩壊熱を発し続けているので，冷却を継続しなければ

ならないが，炉心の燃料集合体よりも核分裂生成物(いわゆる死の灰)

を多く含んでおり，その危険性はより高いともいえる。

そして，欧州では，航空機衝突等の対策として，内側格納容器と外側

格納容器の二重格納容器を設置するなどの対策が行われているように，
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原子炉格納容器の機能として，外部からの不測の事態に対して炉心の燃

料集合体を守るという機能を軽視することはできないのであり，使用済

燃料も，原子炉格納容器内の炉心と同様，外部からの不測の事態に対し

て堅固な施設によって防御を固められる必要がある。

なお，福島原発事故では，使用済燃料プールが原子炉格納容器のよう

な堅固な施設に囲まれていなかったにもかかわらず，建屋内の水素爆発

に耐えて冷却水の喪失には至らず，がれきがなだれ込むなどして使用済

燃料に大きな損傷が生じることもなかったが，これは幸運にすぎない。

(イ) 竜巻及びテロ等の危険性

本件使用済燃料ピットは，原子炉格納容器のような堅固な施設に固ま

れておらず，また，本件原発にはトルネード・リリーフ・ベントも設置

されていない。そのため，竜巻による飛来物の衝突を原因とする使用済

燃料や本件使用済燃料ピットの破損，竜巻による水の吸い上げによる使

用済燃料の冷却の失敗等により，放射性物質が周辺環境に放出される危

険性がある。しかも，本件使用済燃料ピットは容器に固まれていないた

め，放射性物質が漏えいすると，周辺環境にそのまま放出されることと

なる。

また，使用済燃料ピットに対するテロ等は具体的危険性があると評価

すべきであるが，燃料取扱建屋にしか守られていない本件使用済燃料ピ

ットが航空機の衝突， ミサイルによる攻撃といったテロ等の標的となれ

ば，本件使用済燃料ピットの損傷や大規模火災の発生等によって冷却機

能が失われ，又は使用済燃料自体が損傷し，放射性物質が周辺環境に放

出される危険性がある。そのほか，いわゆる拡大自殺(自殺するに際し

て他者を巻き込むこと)に伴う破壊行為，核物質の奪取等を目的とする

組織的なテロ行為，いわゆるサイバーテロ等によって過酷事故に至る危

険性がある。
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(債務者の主張)

ア 本件使用済燃料ピットの安全性

ケ) 本件使用済燃料ピットは強固な構造物であり，基準地震動に対する耐

震安全性を有し，本件使用済燃料ピットを覆っている燃料取扱建屋や使

用済燃料ピットの冷却設備及び補助設備は基準地震動ssに対する耐震

安全性を有している。また，債務者は，本件使用済燃料ピットの水位等

を常時監視し，万が一ピット水の冷却・補給機能を喪失するなどして水

位が低下しても，構内の各種タンクや海水から本件使用済燃料ピットへ

注水して必要な水量を補えるよう，電源を必要としない可搬式の消防ポ

ンプを高台に配備するなどしており，かつ，これらの対策について厳し

い条件を想定した訓練を繰り返し行って有効性を確認している。さらに，

本件使用済燃料ピットは，福島第一原発とは異なり，構内道路に近接し

た場所に配置され，建屋出入口扉を通じて構内道路から直接アクセスす

ることができるなしど，車両や要員のアクセス性が非常に高く，外部から

の注水も非常に容易である。

なお，債権者らは，本件使用済燃料ピットでは全交流電源喪失から 3

日を経ずして冠水状態が維持できなくなることを問題視するが，消防ポ

ンプによる給水に必要な作業時間は約 19. 5時間であり， 3日という

のは十分に対応可能な余裕のある時間といえる。

また，使用済燃料を移送する際には，燃料移送装置を用いた安定した

状態で行われるので，事故発生の危険がある状態になることはない。

付) 債権者らは，新しい使用済燃料と古い使用済燃料を市松模様状に配置

していないことが危険であるかのように主張するが，市松模様状の配置

を含めた分散配置は，臨界防止ではなく冷却効果の向上を目的として行

われるものであるから，これを臨界の危険性と結び付けることはできな

い。また，債権者らは，本件使用済燃料ピットの安全対策を弥縫策であ
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ると主張するが，債務者は，前記ケ)のとおり，ピット水を補給するため

の対策を講じており，その有効性も確認している。

(ウ) 債務者は，本件使用済燃料ピットにおいて稲密化を実施するに当たり，

貯蔵される使用済燃料について臨界防止対策を行うことで，本件使用済

燃料ピットの全貯蔵容量まで使用済燃料を貯蔵しでも安全性が確保され

ることを確認している。

また，債務者は， NRCが是認している規格も踏まえ，かつ，解析上

の不確定性も考慮して，実効増倍率の評価基準値(許容値)及び評価値

を算出しており，評価値が評価基準値(許容値)を下回っている以上，

使用済燃料が臨界に至ることはない。

(エ) 債務者は，本件使用済燃料ピットのライニングの溶接に当たり，確実

性の高い溶接方法を採用した上で，欠陥や漏えいがないことを各種試験

によって確認している。また，ライニングのグラインダー仕上げにおい

て過剰な削り込みが生じない施工方法を採用している。

なお，債権者らは，コンクリートとステンレス鋼板の熱膨張率の差か

ら生じる温度変化の危険性を主張するが，本件使用済燃料ピットにおい

て冷却機能及び注水機能が失われでも，ライニングが破損するような急

激な温度上昇は生じない。

附本件使用済燃料ピットは，使用済燃料を収納保管する燃料ラックも含

め，耐震重要度分類がSクラスに分類され，基準地震動に対する安全性

が確認されており，本件使用済燃料ピットの貯蔵容量まで使用済燃料を

貯蔵しでも安全性が確保されることも確認されている。

したがって，本件原発を再稼働しでも，使用済燃料の集中による再臨

界や使用済燃料の溶融に至ることはない。

イ 堅固な施設によって防御を固める必要性

使用済燃料は，本件使用済燃料ピットにおいて，大気圧(1気圧)の下，
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約 40
0
C以下に保たれたピット水により冠水状態で貯蔵されており，冠水

状態が維持されていれば崩壊熱が十分除去され，その健全性が維持される

から，耐圧性能を有する原子炉格納容器のような堅固な施設によって使用

済燃料ピットを閉じ込める必要はない。なお，原子炉格納容器は，外部か

らの事象に対して防御機能を果たし得るものではあるが，外部からの不測

の事態に備えて炉心を防護するためのものではなく， LOCA等が発生し

た場合に，内部から放射性物質を含む高温高圧の水蒸気ないし水が万がー

にも放出されることを防止するためのものであるから，原子炉格納容器が

外部からの事象に対して防御機能を果たす役割を負っていることを前提に，

本件使用済燃料ピットにも原子炉格納容器のような堅固な施設が必要であ

るということはできない。

また，本件使用済燃料ピットについては，地震以外の津波や竜巻に対し

でも安全機能が維持できることを確認している。

(5) 地震以外の外部事象の危険性

ア 津波の危険性

(債権者らの主張)

ケ) 基準津波の策定

a 原子力発電は我が国が壊滅的な打撃を受けかねないほどの危険な事

業であるから，綿密な活断層調査，津波に関する過去の文献調査及び

その裏付け調査などを実施し，あり得る最大の津波を想定した津波対

策が講じられるべきである。

そして，本件原発における津波の危険性を評価するに当たっては伝

承を重視すべきであるところ，若狭湾には，天正地震を始め，過去に

大津波が押し寄せた事実が伝えられている。ところが，債務者は，天

正地震の伝承を考慮に値しないと決め付けているのであり，伝承を軽

視する債務者の姿勢からすれば，津波のリスク評価における盲点や意
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図的過小評価が存在するものと考えられる。また， {j責務者は，大津波

の発生を裏付ける可能性がある地点での調査を行っておらず，ボーリ

ング地点を~意的に選定した疑いがある。

b 本件原発の沖合の海底に相当数の活断層があり，隠岐トラフ南東縁

にある全長80kmの逆断層群は本件原発に大規模な津波をもたらす可

能性があり，海域活断層が活動することによって本件原発付近の地盤

が動き，従来の想定を超える津波が発生する可能性もある。

ところが，債務者は，経済合理性を追求し，断層の長さを過小評価

し，地震と地すべりが重畳して発生する津波の評価過程においても，

単体組合せ(各波源の数値シミュレーション結果を活用して，評価点

において津波波形を重ねて水位を算出する手法)と一体計算(各波源

からの津波伝播を同じ解析モデルで同時に数値シミュレーションによ

り計算する手法)の二つの手法を用いながら，基準津波を策定する段

階で，水位変動量が小さくなる一体計算の数値を採用するなど，安全

側に配慮しない不合理な計算をしており，津波の予測において不可避

的な「倍半分J程度の不確実性も考慮していない。

c また，若狭地方の地盤はブロック化し，ブロック運動を続けている

のであるから，地盤ブロックの上昇や陥没を想定する必要があるし，

一本件原発の敷地自体が相当程度沈降・陥没する可能性も考慮する必要

があるが，債務者は，こうしたことは考慮しておらず，地盤の隆起に

ついても，極めて楽観的な想定しかしていない。

d 若狭湾のようなリアス式海岸で大地震が発生した場合には土砂崩落

による津波の発生も想定しなければならないところ，本件原発の南西

に位置する青葉山は過去に大規模な山体崩壊を起こしたことで知られ

ており，地震によって周辺の山が崩落すれば，湾の奥に押し寄せる大

波の高さが債務者の想定に収まる根拠はない。
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e 以上によると，現在分かつている情報だけで津波の規模や性格を想

定することはできないのであり，本件原発を再稼働する条件は存在し

ていないというべきであるし，少なくとも既往最大の津波として，東

北地方太平洋沖地震の際に岩手県，宮城県及び福島県沿岸を襲った高

さ15mの津波と同程度の津波を想定すべきである。

仔) 津波に対する安全性

本件原発では，防潮堤の基礎として杭基礎(主に軟弱な地盤における

構造物の建設において，浅い基礎では構造物を支えることができない地

盤の場合に，深く杭を打ち込み，構造物を支える基礎)が採用され，そ

の支持方法として摩擦杭(杭の先端を地下の支持層まで到達させず，主

として杭の側面と地盤との聞に働く周面摩擦カによって荷重を支える方

法)が採用されているが，摩擦杭は，杭の先端を地下の支持層に到達さ

せる支持杭の方法ができない場合の次善の策というべきもので，原子力

発電所のような万が一にも事故が発生することがあってはならない施設

において採用されるべきものではないし，摩擦杭の方法によるのであれ

ば，その支持力が十分で、あるかの確認には万全を期すべきところ，その

確認方法の根拠は薄弱である。

また，本件原発の防潮堤は基礎部分に液状化を生じる可能性があるこ

とが明らかとなっているが，債務者の採用した地盤改良手法である浸透

固化工法では，地盤改良を行わない隣接地盤が液状化した状態で津波が

押し寄せ，基礎部分ごと押し流される可能性があり，浸透固化工法の液

状化耐性を確認するには繰返し三軸圧縮試験を実施すべきところ，これ

も実施されておらず，液状化耐性を確認する換算式にも科学的根拠がな

し、。

(債務者の主張)

fア) 基準津波の策定
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a 債務者は，本件原発の供用中に設計基準対象施設に大きな影響を及

ぼすおそれがある津波(以下「基準津波Jという。)を策定するため，

まず，文献調査や完新世(約 1万年前)から現在までを調査対象とす

る津波堆積物調査を実施し，本件原発の安全性に影響を及ぼすような

規模の津波が認められないことを確認した。

b その上で，債務者は，地震，海底及び陸上の地すべり，火山現象と

いった津波の波源ごとに津波の検討を行い，日本海の海底及び海岸線

の地形を基に設定した解析モデルを用いた数値シミュレーションを実

施し，安全上重要な設備への影響を考慮して本件原発に複数設定した

評価点での津波水位を計算した。

まず，債務者は，地震による津波について，津波の波源となる地震

のうち，敷地周辺の海域活断層による地震及び日本海東縁部の断層に

よる地震を検討対象とし，検討対象断層を選定した上で，不確かさの

因子である広域応力場，断層の位置・傾斜・走行等を合理的と考えら

れる範囲で変化させた数値シミュレーションを多数実施するパラメー

タスタディを行い，水位変動量が最大となるケースを確認し，大陸棚

外縁~B~野坂断層及びFO-A~FO-B~熊川断層の二つを検討

対象波源として選定した。その上で，パラメータスタディにおいて水

位変動量が最大となったケースの諸元を用いて詳細な数値シミュレー

ションを行い，安全上重要な設備への影響を考慮して本件原発に複数

設定した評価点での津波水位を検討した。

次に，債務者は，地震以外の因子として，海底及び陸上の地すべり，

火山活動に伴う山体崩壊を検討し，海底の地すべりについては海底音

波探査記録等を用いて最大規模の海底地すべり地形における地すべり

による海底地形の変化を算出し，陸上の地すべりについても本件原発

へ大きな水位変動をもたらすと考えられる陸上地すベり地形を選定し，
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その上で，数値シミュレーションを行って評価点での津波水位の検討

を行った。なお，火山活動に伴う山体崩壊については，火山現象によ

る津波が本件原発の安全性に影響を及ぼすことはないと評価した。

c 国及び地方自治体では，様々な波源モデルを用いた津波の検討が実

施されているが，債務者は，本件原発へ比較的大きな水位変動をもた

らす可能性があるものとして，福井県が想定した波源モデ、ル，秋田県

が想定した波源モデ、ル及び国土交通省・内閣府・文部科学省の「日本

海における大規模地震に関する調査検討会」が想定した波源モデルに

ついても，数値シミュレーションを実施して津波の影響を評価した。

d さらに，海底及び陸上の地すべりは，その周辺の活断層等を震源と

する地震の揺れによって発生することも想定されるため，債務者は，

発生要因ごとの検討だけでなく，地震と地すべりが重畳して発生する

津波についても検討を行なった。本件原発の場合，地震の震源、となる

断層と地すべりの位置が近接しており，地震に伴い地すべりが発生し

た場合の津波が本件原発へ大きな水位変動をもたらすと考えられる①

若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべりの組合せ及び②FO-

A~FO-B~熊川|断層と陸上地すべりの組合せについて，地すべり

の発生時間の不確かさを考慮した上で，津波水位評価結果を足し合わ

せ，最も厳しい組合せのケースを抽出し，本件原発に最も大きな影響

を及ぼすおそれがある津波のケースを選定した。そして，当該ケース

については，個々の波源の組合せについて，足し合わせよりも精度の

高い同時計算を行い，評価点における津波水位が最も厳しくなるケー

スを選定し，基準津波を策定した。

付) 津波に対する安全性

債務者は，津波の遡上波が安全上重要な設備を設置する敷地に流入す

ることを防止するため，取水路防潮ゲート及び放水口側防潮堤を設置し
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ている。また，海水ポンプの取水性についても，地盤の隆起も考慮した

上で，津波による水位の低下に伴う影響がないことを確認している。

これらを踏まえ，朔望平均潮位(新月及び満月の日から 5日以内に観

測された各月の最高満潮面及び最低干潮面を 1年以上にわたって平均し

た高さの推移)のばらつき等を考慮した評価点における津波水位と周辺

敷地，取水路防潮ゲート及び防潮堤の高さ並びに海水ポンプの取水可能

水位とを比較するなどし，数値シミュレーションを用いて取水口付近に

おける津波に伴う砂の堆積による通水への影響と，津波による海水ポン

プ位置での砂の堆積厚さを検討した結果，安全上重要な設備が津波に対

して安全機能を保持できることを確認している。

また，原子力規制委員会は，債務者が実施した津波評価の内容につい

て審査した結果，債務者が策定した基準津波について，津波の発生要因

として，地震のほか，地すべり，斜面崩壊その他の地震以外の要因及び

これらの組合せによるものを複数選定し，不確かさを考慮して適切に策

定しており，新規制基準に適合していると評価した。

イ 深層崩壊の危険性

(債権者らの主張)

深層崩壊とは，山崩れ，崖崩れなどの斜面崩壊のうち表層崩壊よりも深

部で発生する大規模な崩壊現象のことである。その発生メカニズムは研究

途上であるが，深層崩壊は，長期間の連続雨量とその末期における短時間

の集中豪雨が引き金となって岩盤自体のクラック(亀裂)やクリープ(斜

面の非常にゆっくりとした滑動)が発達することによって発生すると考え

られている。そして，深層崩壊の発生には，短期間に 400mmを超える

雨量が必要と考えられているところ，近年では地球温暖化の影響によって 3

400mmをはるかに超える集中豪雨が頻繁に各地を襲っている。

また，深層崩壊の原因は集中豪雨に限定されず，火山活動，地震，岩盤
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の風化現象等も含まれ得るところ，本件原発は急峻な山々に挟まれた谷底

部分に位置している上，若狭湾周辺は地下の岩盤に強いカが働き，岩盤に

無数の亀裂や隙聞が発生していると考えられるから，風化の進行が著しい

はずである。したがって，本件原発周辺は深層崩壊が発生する条件が満た

されており，実際に，本件原発の近くにある青葉山は，過去に大規模な深

層崩壊を起こしたものと考えられる。

そうすると，本件原発周辺で地震や短期間の集中豪雨により深層崩壊が

発生する危険性は高いといえる。そして，大規模な深層崩壊が複数発生し

て崩壊土砂が本件原発を襲えば，本件原発は壊滅し，さらに，崩壊土砂が

債務者所有の送電専用鉄塔，専用道及び県道を襲えば，外部電源が失われ，

修復にも数箇月単位の長期間を要することになると考えられるのであり，

その問，炉心の冷却機能を安定的に維持することは極めて困難となる。

(債務者の主張)

債権者らは，深層崩壊の危険性が高い旨を主張するが，その主張に具体

的な根拠はなく，本件原発を取り囲む山々が広い集水域を有し，急斜面が

認められることから危険と主張しているにすぎない。

なお，青葉山には新たな火山噴出物がなく，不安定な部分の多くは既に

崩壊しているため，山体全体の大規模な崩壊を起こす可能性は極めて低い

といえるが，仮に山体崩壊を起こしたとしても，青葉山と本件原発は標高

200m程度の山で隔てられており，崩壊した土砂が本件原発に到達する

ことは考えにくい。また，火山活動による深層崩壊が本件原発で起きる可

能性はない。

ウ 土砂災害の危険性

(債権者らの主張)

本件原発は，山を造成して建設されたものであるが，切土や盛土をした

部分は崩壊を起こす危険性が高い。そして，本件原発の西側と東側には斜
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面移動体が存在し，その更に西側には非常に広い範囲で大規模な地すべり

が起きている。したがって，債務者が策定した基準地震動が過小であるこ

とも併せ考慮すれば，地震に随伴して本件原発に向かつて斜面崩壊が発生

する危険があり，債務者が想定する重大事故対策がとれなくなる可能性が

高い。

また，本件原発の東側及び北側を通る福井県道 149号音海中津海線が

本件原発につながる唯一の車道であり，本件原発内の道路の一部は斜面と

接している。そのため，斜面崩壊が起これば道路が使用できなくなり，債

務者が想定する重大事故対策がとれなくなる可能性が高い。とりわけ，本

件原発の南側には土石流危険区域に指定されている区域が 2か所あるとこ

ろ，この区域内には本件原発の建屋につながる道路があり，上記重大事故

対策ではこの道路を使用することが前提となっているため，土砂災害によ

ってこの道路が使えなくなれば，その対策がとれなくなる可能性が高い。

さらに，本件原発の立地に照らせば，地震による崖崩れ等により本件原

発の設備等に影響が生じるだけでなく，鉄塔の倒壊等による通常電源の長

期間の喪失や，交通路の遮断という重大な事態が生じる可能性が高いが，

このような危険に対する対策はされていない。

(債務者の主張)

本件原発付近の土石流危険区域内又はその上流側には，降雨に伴い土砂

が流れ出すことを抑える蛇健，土石流の流速を低下させ土砂等の堆積を促

す効果が見込まれるコンクリート堰，防護フェンス等の人工構造物が配置

されており，本件原発の安全性に影響を及ぼすような土石流が発生するこ

とはない。実際に，本件原発の安全性に影響を及ぼすような土石流が発生

した記録もない。

仮に土石流が発生したとしても，土石流危険区域には重大事故対策のた

めの設備を配備していないため，重大事故対策に係る運転操作，作業の成
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立性に問題は生じない。また，土石流危険区域に含まれる道路が使用でき

ない状況になったとしても，重機により車両通行ルートの復旧を図ること

ができるし，重大事故対策を実施するためのルートは複数確保されており，

その作業の成立性に支障を来すことはない。さらに，進入道路が何らかの

事情で使用できなくなった場合に備え，ヘリコプターや船舶による輸送手

段も確保されている。

(6) 安全性確保に関するその他の問題

ア 老朽化による危険性

(債権者らの主張)

ケ) 高経年化対策の限界

高経年化対策は，部品交換等の適切なメンテナンスによって超長期運

転を可能とする対策であるが，ひび割れが見つかった配管や機器を交換

しでも，システム全体としての原子力発電所が生き返るわけではなく，

がえってバランスを崩し，思わぬ事故を招く危険がある。しかも，原子

炉容器は日々老朽化が進行するが，原子炉容器自体を交換することは不

可能なため，高経年化対策は原子炉容器の脆性破壊に対する有効な対策

になっていない。

(イ) 中性子照射脆化の危険性

a 中性子照射脆化は，原子炉容器に用いられる材料(鋼材)が核分裂

によって生じる中性子の照射を受けることにより，その粘り強さ(靭

性)が低下する(脆化する)現象のことをいう。中性子照射脆化の危

険性を示す指標として，脆性遷移温度(ある物質が本来の強度を失う

限界の温度)があり，中性子照射脆化により脆性遷移温度は上昇する。

そして，緊急事態時にはECCSで炉心を急冷する必要があるが，

炉心を急冷すると原子炉容器の内壁と外壁とで温度差が生じ，内壁に

強い引張応力が作用することになるところ，このような強い力が脆性

-64 -



(へ

fへ

遷移温度以下で作用すると，原子炉容器全体が破壊されて放射性物質

が一気に外部に放出されてしまうことになるため，冷却ができないと

いう進退両難の状態に陥ってしまう。

また，緊急事態時にECCSが自動的に作動し，原子炉が急冷され

ると，原子炉容器は大きな熱衝撃を受けるが，原子炉の急冷は，冷水

の注入のほか， 1次冷却設備及び2次冷却設備の急激な減圧，蒸気発

生器による急激なエネルギー除去などの複合的な要因を伴うことも考

えられ，原子炉容器はかなりの熱衝撃を受けることになる。さらに，

1次冷却設備の圧力が急激に低下すると， ECCSの高圧注水ポンプ

が自動的に作動し，再び 1次冷却設備側の圧力が上昇するため，原子

炉容器には熱衝撃だけでなく上昇した水圧力も作用する。これを加圧

熱衝撃(以下 rpT S Jとしサ。)というが， PT Sが発生すると，

急冷により脆性遷移温度を下回る水に浸されて破壊危険状態にある原

子炉容器が，内部で熱衝撃と水圧力による応力を受けて破壊に至る危

険がある。

b 原子炉容器の中性子照射脆化を監視するためには，監視試験片を原

子炉内に設置し，これを定期的に取り出して検査することとなってい

る。しかし，当初の想定寿命を延長させて原子炉を運転すると，監視

試験片を取り出す頻度を上げる必要があるにもかかわらず，監視試験

片の数が圧倒的に不足することになるのであり，実際に監視試験片を

使い切って実測できなくなっている原子炉も出現しつつある。そして，

監視試験片の数が足りなくなると，老朽段階に入った原子炉容器が無

監視状態となる。

c 原子炉を設計する際には予測式を用いて脆性遷移温度を予測するが，

平成21年4月には九州電力株式会社玄海原子力発電所1号機(以下

「玄海原発 1号機」という。)の監視試験片の脆性遷移温度が想定外
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Cに達していることが明らかになるなど，予測式では説明

できない事態が生じており，予測式の精度は致命的に低いことが分か

つてきている。

他方，債務者は，原子炉容器と監視試験片とでは照射条件が異なり，

監視試験片の脆性遷移温度は原子炉容器の将来の数値である旨を主張

するが，監視試験片と原子炉容器とで照射条件を具にすることは違法

であり，そのまま本件原発を再稼働することは許されないし，そのよ

うな監視試験片の設置方法では，現時点での安全性を確認、することは

できず，脆性遷移温度が将来予測よりも高温に達する可能性は否定で

きない。

したがって，脆性遷移温度の将来予測値は，その将来が到来した時

点の実測値と大きく帯離する可能性が高く，破壊靭性値の予測値も，

その将来が到来した時点の実測値を示すものとはいえないというべき

であるから，債務者のPTS評価によって本件原発の安全性が確認で

きたとはいえない。

d さらに，原子炉容器は，地震動による衝撃も受けることになるが，

債務者が想定する地震動は過小であるから，債務者のPTS評価は不

十分である。

(功 溶接部の残留応力によるクラックの危険性

大飯原発3号機は，平成3年に稼働を開始した比較的稼働年数の少な

い原子炉であるにもかかわらず，応力腐食割れあるいは溶接不良による

配管溶接部の損傷，クラックの発生という事象に見舞われている。しか

も，このクラックは樹状に深化した形状を有するという特徴があり， 1 

0万運転時間で貫通に及ぶという具体的危険性を有するものであったが，

他にもクラックが潜在的に存在する可能性や，微少な傷が見逃されてい

る可能性は否定できない。
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したがって，本件原発についても，既に相当数の潜在的損傷部分を抱

え込んだ危険な状態のまま運転を継続してきたものというべきである。

(債務者の主張)

(アj 本件原発における設備の保全

債務者は，本件原発の設備を健全な状態に維持し， トラブ、ルの未然防

止や安全運転を図るため，定期的に発電を停止し，運転実績，設置環境，

劣化・故障形態等を基に方法，時期等を定めた計画に従って，点検，検

査，取替え等を実施している。なお，債務者を含む電気事業者が行う検

査は「定期事業者検査」と呼ばれるが，これに加え，安全上重要な設備

については「施設定期検査」として原子力規制委員会の検査も受け，定

期事業者検査の実施体制等についても「定期安全管理審査」として同委

員会の審査を受けている。

また，債務者は，発電用原子炉施設における保安活動の実施状況，保

安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価する定期安全レビューを

1 0年を超えない期間ごとに実施しており，そのプロセスや内容は原子

力規制委員会の保安検査において確認を受けている。

さらに，債務者は，原子力発電所の運転開始から 30年を経過するま

でに，安全上重要な設備について経年劣化に関する技術的な評価(高経

年化技術評価)を行い，長期保守管理方針を策定し， 1 0年を超えない

期間ごとに最新の知見等を反映した再評価を行うこととなっている。な

お，長期保守管理方針は，原子力規制委員会による審査を受け，保安規

定変更認可を受けるとともに，同委員会の原子力保安検査官による保安

検査において，長期保守管理方針に基づく保全活動が適切に実施されて

いることについて確認を受けることとなっている。そして，債務者は，

平成 27年に運転開始から 30年を迎える本件原発についても，高経年

化技術評価を実施し，長期保守管理方針を講じることで 30年目以降に
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おいても原子力発電所を健全に維持できることを確認しており，原子力

規制委員会に対して保安規定変更認可の申請を行っているところである。

このように，債務者は，安全上重要な設備の高経年化に対して適切に

評価を行い，適切な保全対策を講じることで，安全性が確保されること

を確認しており，高経年化により設備の安全性が失われることはない。

なお，債権者らは，機器を交換しでもシステム全体としての原子力発

電所が生き返るわけではなく，かえってバランスを崩し，思わぬ事故を

招く危険が生じる旨や，原子炉容器は交換不可能であり，高経年化対策

は原子炉容器の脆性破壊に対する有効な対策になっていない旨を主張す

るが，債務者は，部品の交換後もシステムの機能が維持されることを確

認しており，原子炉容器についても，その健全性を確認している。

付) 中性子照射脆化の危険性

a 一般に，鋼材中に亀裂が存在し，鋼材の靭性が低下した状態におい

て，鋼材に大きな応力が働くと，鋼材がほとんど延びることなく破壊

される(脆性破壊)可能性があるが，脆性破壊は，①亀裂の存在，②

靭性の低下，③高応力の発生という三つの要因が同時に満たされた場

合に発生する可能性が生じるものである。

そして，債務者は，原子炉容器の健全性を評価するに当たり，まず，

①亀裂の存在については，定期的に実施している超音波探傷検査で原

子炉容器に亀裂は認められていないが，一律に亀裂の存在を想定して

いる。次に，②靭性については，原子炉容器と同じ材料を使用した監

視試験片を原子炉容器内表面より少し内側(炉心寄り)に配置し，計

画的に取り出して破壊靭性値(粘り強さ)を評価し，原子炉容器の健

全性の評価時期(高経年化技術評価では運転開始後 60年経過時点、)

における予測値を算出して破壊靭性遷移曲線を設定している。なお，

原子炉容器の温度が高いほど，破壊靭性値も高くなる。さらに，③高
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応力の発生については，脆性破壊の観点から最も厳しい条件となる P

TSが生じた状況を仮定し， LOCA時の温度変化等を実際の事故時

の挙動よりも厳しくなるように保守的に設定した上で，コンピュータ

ーの計算により応力拡大係数(想定した亀裂の先端部に発生する応カ

の大きさを示す数値であり， P T Sにおける原子炉の温度による応力

拡大係数の変化を示す曲線を rpT S状態遷移曲線」という。)を算

出している。

以上のように，債務者は，結果が厳しくなるよう複数の保守的な仮

定で評価し，それでも破壊靭性値が応力拡大係数よりも常に大きい

(破壊靭性遷移曲線と PTS状態遷移曲線が交わらない)こと，すな

わち本件原発の原子炉容器が脆性破壊に至らないことを確認している

のであり，本件原発の原子炉容器の健全性は，十分な保守性をもって

確認されている。

b 債権者らは，監視試験片の数が不足する旨を主張するが，本件原発

の監視試験片は原子炉容器内に十分残っており， 6 0年運転を想定し

でも監視試験片が不足することはない。

c 債権者らは，脆性遷移温度や破壊靭性値につき，予測式では説明が

つかない測定結果が出ている旨を主張するが，監視試験片は原子炉容

器内表面より少し内側に配置されているため，そのデータは原子炉容

器が将来受けると想定される中性子照射量のデータとなるから，原子

炉容器の健全性は，予測式に基づく評価だけでなく，監視試験片の脆

化程度を直接把握することでも確認されているといえる。なお，債務

者は，原子炉容器の材料が受ける中性子照射量及び温度履歴等の条件

がほぼ同等の条件で適切に把握できるよう，監視試験片を原子炉容器

内表面より少し内側に配置しているのであり，この監視試験片の設置

方法は，圏内外の加圧水型原子炉において一般に用いられているもの
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であって，違法と評価されるものではない。

玄海原発 1号機に関しては，福島原発事故等を踏まえて開催された

原子力安全・保安院の高経年化技術評価に関する意見聴取会(以下

「高経年化意見聴取会」という。)において，十分健全であることを

確認したとされ， PT  S評価手法についても，直ちに規制の見直しを

行う必要はないとされている。そして，本件原発についても同じ手法

で高経年化技術評価を行って原子炉の健全性を確認し，その結果を踏

まえ，原子力規制委員会に対して保安規定変更認可の申請を行ってい

るところである。

d 債権者らは，債務者が想定する地震動は過小で=あるから，債務者の

PTS評価は不十分であると主張するが，債務者は，基準地震動を適

切に策定し，これを踏まえてPTS評価を適切に実施している。

(ウ) 溶接部の残留応力によるクラックの危険性

応力腐食割れは，特定の材料が特定の環境と応力にさらされたとき

に割れを生じる現象であり，材料，環境，応力(引張応力)の 3要素

が重畳した場合に初めて発生する可能性が生じるものであるところ，

債務者は，国内外で応力腐食割れが発生した 600系ニッケノレ基合金

を溶接部に使用している箇所に対し，応力腐食割れの 3要素から「材

料Jの要素をなくすため，応力腐食割れに強い 690系ニッケル基合

金へ材質を変更する対策工事を実施し， 3要素から「応力」の要素を

なくすため，クォータージェットピーニング工事を実施するなど，応

力腐食割れに対する具体的対策を実施しているから，応力腐食割れの

発生・進展は考えにくい。

イ 格納容器再循環サンプスクリーンの閉塞による危険性

(債権者らの主張)

LOCAが発生した場合，安全装置が自動的に開始し，充填ポンプや安
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全注入ポンプが，燃料取替用水タンクからの補充水を自動的に供給するこ

とになるが，燃料取替用水タンクの容量の如何を問わず，いずれかの時点

において補充水の水源を格納容器内の底に設置されている格納容器再循環

サンプに切り換えなければならない。

しかし， LOCAによって漏出した高温高圧の 1次冷却材は，保温材等

の異物を洗い流すことになるため，これらの異物が，異物の流入を防止す

るために設置されている格納容器再循環サンプスクリーン(格子状の金属

フィルタ)を目詰まりさせ，漏出した 1次冷却材が行き場を失って原子炉

内に貯留し，関係機器を水没させて原子炉の冷却機能を喪失させるおそれ

がある。実際に海外の複数の沸騰水型原子炉において操作ミス等が原因で

格納容器内に 1次冷却材が流出し，配管から飛散した保温材等により非常

用炉心冷却系スト lィーナ(ろ過装置)が目詰まりして機能喪失する事例が

発生しているところ，加圧水型原子炉である本件原発においても，異物付

着による格納容器再循環サンプスクリーンの閉塞を防止することは，構造

的，技術的に極めて困難あるいは不可能であり，閉塞による冷却機能の喪

失，さらには炉心溶融といった重大事象への発展を阻止することは，現在

の技術水準では期待できない。

したがって，本件原発を再稼働させれば，格納容器再循環サンプスクリ

ーンの閉塞によって炉心溶融に至る危険性がある。

(債務者の主張)

債務者は，本件原発について，格納容器熱除去設備に係るろ過装置につ

いての審査基準を満たすように，格納容器再循環サンプスクリーンの閉塞

を防止する設備上の対策を実施しており，その安全性は確保されているか

ら，債権者らが主張するような閉塞が生じることはない。

なお，格納容器再循環サンプスクリーンの閉塞は，過去に海外の沸騰水

型原子炉で発生した事象を契機として，その対応策の調査・検討が行われ
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てきたものであり，本件原発のような加圧水型原子炉において実際にその

ような閉塞事象が発生したものではない。

ウ 計装設備の不備による危険性

(債権者らの主張)

計装設備が事故時に機能を発揮できるようにするには，福島原発事故を

踏まえ，過酷事故発生時にも十分機能する原子炉及び原子炉格納容器の計

装系，使用済燃料ピットの計装系等の開発・整備をすることが必要である。

しかし，新規制基準には，過酷事故時の計装設備に関する規定が明記され

たが，言十装設備の耐震重要度分類は福島原発事故以前と変化がなく，その

強化は不十分でらある。特に原子炉水位計については，規制内容の検討を継

続することが確認された状況であり，原子炉水位に関する計装設備が過酷

事故時に十分機能するようにはなっていないことが明らかにされている。

このように計装設備に関する規制が不備の状態で本件原発を再稼働するこ

とは許されない。

(債務者の主張)

原子炉の安全性確保に必要となるパラメータ(1次冷却材の温度・圧力

・流量，加圧器の水位・圧力，中性子束)の計装設備については，いずれ

の耐震重要度分類も Sクラスであり，基準地震動に対する安全性を備えて

いる。また，債務者は，新規制基準に従い，炉心の著しい損傷が生じるな

どした際に原子炉の状態を把握するために必要となるパラメータの計装設

備についても，基準地震動に対する耐震安全性を備えていることを確認す

るとともに，事故時における温度，放射線，荷重等の使用条件において，

必要な機能を有効に発揮できるようにしている。なお，本件使用済燃料ピ

ットの計装設備の耐震重要度分類はCクラスであるものの， sクラスと同

等の安全性を有している。

エ 免震重要棟が存在しないこ台による危険性
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(債権者らの主張)

新規制基準では，設計基準事故(発生頻度が運転時の異常な過渡変化よ

り低い異常な状態であうて，当該状態が発生した場合には発電用原子炉施

設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想

定すべきもの(設置許可基準規則 2条 2項4号))及びこれを超える事故

が発生した場合に，対策要員が必要な指令を発したり，関係各所と通信・

連絡し合い，必要な対策を行うための要員を収容したりする等の機能を発

揮できる緊急時対策所の設置を要求している。そして，緊急時対策所が免

震機能を有する免震重要棟であることは，その機能を果たすために備える

べき重要な条件のーっとして新規制基準において求められている。これは，

福島原発事故において免震重要棟が重要な働きをしたことからすれば，当

然の要・求事項といえる。

ところが，本件原発は，現在，緊急時対策所として中央制御室横に指揮

所が確保されているが，免震重要棟が設置されていない。債務者は，免震

事務棟を前倒しして設置し，完成次第，免震事務棟を緊急時対策所とする

ことを明らかにしているが，このことは，債務者が，新規制基準が要求し

ているのが免震重要棟であり，かっ，免震重要棟が緊急時対策所に要求さ

れている機能を発揮できる場所であると認識していることを示している。

したがって，免震重要棟が設置されていない状態で本件原発を再稼働す

ることは許されない。

(債務者の主張)

中央制御室(設置許可基準規則 26条及び 59条にいう「原子炉制御

室J)は，室内に中央制御盤等を設置し，原子力発電所の運転等に必要な

監視及び操作等を集中的に行う施設であり，事故等の発生時にも運転員が

とどまるために必要な設備を備え，一定の居住性を確保できるようになっ

ているが，緊急時対策所(設置許可基準規則 34条及び 61条)は，中央
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制御室とは別に設置され，事故等の発生時に中央制御室の運転員がその対

応に専念できるよう，必要な情報を得て状況等を客観的に把握し，中央制

御室の運転員を援助しつつ，発電所内外への必要な通信連絡等を行うため

の施設である。そして，緊急時対策所は，上記のような機能を果たすのに

必要な耐震性を有していれば，必ずしも免震構造であることは設置許可基

準規則上も要求されていない。

本件原発においては，基準地震動に対する耐震安全性を有し，基準津波

による影響を受けない緊急時対策所が設置されており，この内容で設置変

更許可の申請を行い，原子力規制委員会による許可も受けている。なお，

債務者は，要員の収容性等をより向上させるとともに，電源機能等も更に

充実させ，新しい緊急時対策所の設置を進めているところである。

(7) 燃料体等の損傷ないし溶融が生じた後の対策等

(債権者らの主張)

ア 水蒸気爆発の危険性

本件原発において炉心溶融が生じた場合，最短で1時間半程度で炉心貫

通に至るが，債務者は，炉心貫通に至るまでの聞に，重大事故対策として

散布される原子炉格納容器スプレイ水が格納容器下部キャピティに流入し

て深さ約1. 3mのプールを形成し，原子炉容器を貫通して原子炉格納容

器底部に落下する溶融した核燃料を上記プールで冷却することを想定して

いる。

しかし，プールに溶融した核燃料を落下させると，水蒸気爆発が生じる

危険性が高いところ，債務者は，過酷事故対策として科学的研究成果を怒

意的に解釈し，水蒸気爆発は起こりにくいと断定して，溶融した核燃料を

プールに落下させて冷却する方法を採用しているのであり，水蒸気爆発に

よる原子炉格納容器の破壊と放射性物質の大量放出という大事故を引き起

こす危険がある。
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イ 水素爆発の危険性

炉心溶融が生じた際に水素が発生する場合としては，燃料被覆管材の主

成分であるジルコニウムが高温となり，水との化学反応が生じて水素が発

生する場合や，溶融した核燃料が原子炉格納容器内の床や壁のコンクリー

トと接触することでコンクリートの熱分解による浸食が生じ，溶融した核

燃料とコンクリートの相互作用 (MCC 1) によって生じる水分や炭酸ガ

スがジルコニウムなどの金属成分と接触することで水素が発生する場合な

どがある。

そして，新規制基準では，原子炉格納容器の水素濃度 13%以下を轟爆

防止の判断基準としているところ，水素濃度の評価に当たっては， MCC  

Iによる水素発生の不確かさの影響評価を踏まえ，全炉心内のジルコニウ

ム量の 100%が水と反応すると仮定して水素濃度を計算すべきであるが，

そうすると，上記 13%を超えることとなる o

したがって，本件原発では，炉心溶融が生じた場合，水素爆発による原

子炉格納容器の損壊とそれに伴う放射性物質の大量放出という大事故が発

生する危険がある。

ウ 避難計画等の不備

本件原発において炉心溶融が生じ，放射性物質の大量放出という大事故

が発生すれば，福島原発事故を超える被害が発生する可能性がある。

ところが，債務者は， 5層ある多重防護(深層防護)のうち，①異常の

発生を未然に防止する(異常発生防止)，②異常の拡大及び事故への発展

を防止する(異常拡大防止) ，③放射性物質の異常な放出を防止する(放

射性物質異常放出防止)という 3層を考慮するのみで，第4層である過

酷事故対策や第 5層の放射能汚染緩和対策を考慮していないが，新規制

基準においても，防災計画や避難計画を内容とする第5層の防護について

規定されておらず，原子力規制委員会は，地域防災計画について何ら判断
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をしないことになっているのであるから，新規制基準が不合理であること

は明らかである。また，新規制基準では，大規模損壊が発生した場合に，

被害を防止する基準がないに等しいにもかかわらず，大規模損壊が発生し

た場合に周辺住民と本件原発との離隔距離を確保するための基準が設けら

れておらず，福島原発事故の教訓を無視した内容となっている。

さらに，地域防災計画についても，本件原発において事故が発生Jした場

合には，公共交通機関による避難の手段は十分に確保されておらず，自家

用車での避難によって避難ルートにおいて渋滞が多発するなど，避難に多

大な困難が伴うことは明らかであり，避難が完了するまでの聞に住民が長

時開放射線にさらされることは避けられない。さらに，病人，老人，身体

障害者等の避難弱者の避難が困難になり，深刻な被害を招く可能性がある。

そして，放射線被曝に耐え得るシェルターを要所要所に配備するといった

避難に代わる防護措置もとられていない。

したがって，本件原発については，防災面で不備があるから，再稼働を

認めるべきではない。

(債務者の主張)

炉心損傷ないし炉心溶融が生じた後の危険性を問題とするのであれば，ま

ずは炉心損傷ないし炉心溶融が生じる具体的危険性の有無が問われるべきと

ころ，本件原発については，自然立地条件に係る安全確保対策と事故防止に

係る安全確保対策を講じることで，炉心の著しい損傷や周辺環境への放射性

物質の異常な放出が確実に防止されるようになっている。

したがって，本件原発については，そもそも炉心損傷ないし炉心溶融が生

じる具体的危険性が認められない。

(8) 保全の必要性

(債権者らの主張)

債権者らの被保全権利は，人の生命を基礎とする人格権であり，これを超
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える価値を他に見いだすことのできない最も重要な権利であって，債務者の

経済的自由は，これよりも劣位にある。そして，万が一，本件原発において

深刻な事故が発生すれば，債権者らの最も重要な権利が不可逆的に侵害され

るのであるから，保全の必要性は高い。

他方，債務者が発電事業を営む権利は，原子カ発電以外の手段によっても

十分に実現可能であり，むしろ，原子力発電のコストは他の発電手段と比較

しでも高いのであるから，本件仮処分命令申立てが認められでも，債務者の

被る損害はない。

('" したがって，本件原発の再稼働が既に目前に迫っている現状において，保

:( 

全の必要性が認められることは明らかである。

なお，本件仮処分命令の発令に当たっては，債権者らに担保を供させる必

要はない。

(債務者の主張)

債務者は，本件原発について設置変更許可，工事計画認可及び保安規定変

更認可の各申請を行ったところ，設置変更許可の申請については，原子力規

制委員会が新規制基準への適合性を認めたが，工事計画認可を得た設備につ

いて同委員会による使用前検査に合格した後に初めて本件原発の再稼働を計

画することになるのであって，本件原発の再稼働時期は不透明である。した

がって，本件原発の再稼働が差し迫っているとはいえなし、。

また，債務者は，本件原発の再稼働時期が遅れれば， 1日当たり約6億円

の増分費用が発生するのであり，仮に本件仮処分命令申立てを認、める決定が

されるとしても，債務者が被る損害を十分に考慮した担保を債権者らに立て

させるべきである。

第3 当裁判所の判断

1 争点(1)(司法審査の在り方)について

(1 ) 個人の生命，身体及び健康という重大な保護法益が現に侵害されている場
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合又は侵害される具体的危険がある場合には，その個人は，その侵害を排除

し，又は侵害を予防するために，人格権を被保全権利として，侵害行為を仮

に差し止めるよう求めることができると解されるが，その主張立証(疎明)

責任は，人格権が現に侵害されている，又は侵害される具体的危険があると

して差止めを求める債権者らが負うものと解されるのであり，人格権に基づ

く発電用原子炉施設の運転差止仮処分命令申立事件における主張立証責任に

ついても，当該原子炉施設の安全性に欠けるところがあって，人格権が現に

侵害されている，又は侵害される具体的危険があることを債権者らにおいて

('， 主張疎明する必要があるというべきである。

/民¥

(2) ところで，発電用原子炉施設の安全性については，従前から，核原料物質，

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律その他の関係法令が定められ，平

成 24年 9月以前は，原子力安全委員会において，安全性に関する審査のた

めに耐震設計審査指針等の基準を設け，発電用原子炉施設の設置，運転の許

否を審査するなどの規制が行われていたところであり，さらに，同年6月に

は，福島原発事故の反省を踏まえ，設置法が成立し，これに基づいて同年9

月に原子力規制委員会が設置され，前記前提事実(7)のとおり，同委員会にお

いて策定された新規制基準等に基づく規制が行われることとなり，発電用原

子炉施設は，関係法令及び新規制基準を含む原子力規制委員会規則に定める

基準を満たした場合に初めて同委員会の許認可を受け，適法に運転すること

ができるという制度が採用されたものである。

設置法によれば，原子力規制委員会は，原子力利用における事故の発生を

常に想定し，その防止に最善かっ最大の努力をしなければならないという認

識に立って，確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の

確保を図るため必要な施策を策定し，又は実施する事務を一元的につかさど

るとともに，その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独

立して職権を行使し(設置法 1条) ，国家行政組織法3条 2項に基づくいわ
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ゆる 3条委員会として高度の独立性が保障されている(設置法2条)。その

委員長及び委員についても，人格が高潔で原子力利用における安全の確保に

関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者のうちから，両議院の

同意を得て，内閣総理大臣が任命するとされ(同法 7条 1項) ，原子力に関

する事業を行う者やその役員ないし従業員等については，委員長又は委員の

欠格事由とされる(同条 7項)など，法制度として，原子力規制委員会が，

高度の専門的知見に基づいて中立公正な立場から独立して職権を行使できる

態勢を確保する仕組みが採用されているといえる。さらに，原子力規制委員

I' 会の事務を処理させるために設置されている原子力規制庁(同法 27条 1

{¥ 

項)については，原子力規制庁長官は委員長の命を受けて庁務を掌理する

(同条5項)とすることで，原子力規制委員会及び原子力規制庁全体として

の独立性が確保される組織構成となっている。

発電用原子炉施設の設置，運転等に対する規制について，このような制度

が採用された趣旨は，核燃料を使用する発電用原子炉施設は，その稼働によ

り，人体に有害な多量の放射性物質を発生させるものであって，発電用原子

炉施設の安全性が確保されないときには，放射性物質が当該原子炉施設の周

辺住民等の生命，身体及び健康に重大な危害を及ぼし，周辺の環境を長期間

にわたって汚染するなど，深刻lな被害を引き起こすおそれがあるため，発電

用原子炉施設においては，こうした深刻な事故が万が一にも発生しないよう

にする必要があるところ，発電用原子炉施設の安全性が確保されているか否

かを判断するには，当該原子炉施設そのものの工学的安全性，平常運転時に

おける周辺住民及び周辺環境への放射線の影響，事故時における周辺地域へ

の影響等について，当該原子炉施設の立地の地形，地質，気象等の自然的条

件，人口分布等の社会的条件及び当該原子炉設置者の原子炉の設置，運転等

に必要とされる技術的能力との関連において，多角的，総合的見地から検討

がされるべきであり，このような検討を行うに当たっては，原子力工学はも
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とより，多方面にわたる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づ

く総合的判断が求められることが明らかであるから，上記のとおり各専門分

野の学識経験者等を擁し，専門性・独立性が確保された原子力規制委員会に

おいて，総合的・専門技術的見地から十分な審査を行わせ，もって原子力利

用における安全の確保を徹底することにあるものと解される。

(3) このような発電用原子炉施設の安全性に係る審査の特質に鑑みれば，発電

用原子炉施設の安全性に欠けるところがあるか否かについて，裁判所は，そ

の安全性に関する原子力規制委員会の判断に不合理な点があるか否かという

( 観点から審理・判断するのが相当である。すなわち，原子力規制委員会にお

，r'¥ 

ける調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり，ある

いは当該原子炉施設が上記具体的審査基準に適合するとした同委員会の調査

審議及び判断の過程等に看過し難い過誤，欠落があるときは，当該原子炉施

設の安全性に関する同委員会の判断に不合理な点があるものといえるのであ

り，そのような場合には，当該原子炉施設の安全性に欠けるところがあると

いわざるを得ず，深刻な事故が起こる具体的な可能性が否定できないことと

なり，よって，周辺住民の生命，身体及び健康を基礎とする人格権が侵害さ

れる具体的危険が肯認されるというべきである。

そして，科学技術を利用した発電用原子炉施設については，災害発生の危

険が絶対にないという「絶対的安全'性Jを想定することはできないものであ

って，何らかの程度の事故発生等の危険性は常に存在するといわざるを得な

いのであるから，絶対的安全性を要求することは相当ではない。しかしなが

ら，発電用原子炉施設において重大な事故がーたび起きれば，放射性物質に

よる人的な被害は時間的にも空間的にも拡大し，深刻化するおそれがあり，

とりわけ前記前提事実(8)及び(9)に認定した福島原発事故等に伴って現実に生

じた被害の甚大さや深刻さを踏まえるならば，ここでいう安全とは，当該原

子炉施設の有する危険性が社会通念上無視し得る程度にまで管理されている
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ことをいうと解すべきである。したがって，原子力規制委員会における調査

審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があるか，あるいは当

該原子炉施設がその具体的審査基準に適合するとした同委員会の調査審議及

び判断の過程等に看過し難い過誤，欠落があるか否かについては，福島原発

事故の経験等も踏まえた現在の科学技術水準に照らし，当該原子炉施設の危

険性が社会通念上無視し得る程度にまで管理されているか否かという観点か

ら，あくまでも厳格に審理・判断することが必要で、あるというべきである。

なお，原子力発電により電力会社が得られる経済的利益がいかに大きなもの

であったとしても，許容される危険性の程度を緩和するのは相当ではないと

いうべきである。

(4) また，原子力規制委員会の安全性に関する判断に不合理な点があることの

主張立証責任については，前記(1)のとおり人格権の侵害又は侵害される具体

的危険について主張疎明すべき債権者らが負うべきものと解されるが，当該

原子炉施設の安全審査に関する資料や科学的，専門技術的知見は専ら発電用

原子炉設置者である債務者側が保持していることなどを考慮すると，債務者

において，まず，原子力規制委員会の上記判断に不合理な点がないこと，す

なわち，同委員会における調査審議に用いられた具体的審査基準の合理性並

びに当該基準の適合性に係る調査審議及び判断の過程等における看過し難い

過誤や欠落の不存在を相当の根拠，資料に基づき主張疎明すべきであり，債

務者が主張疎明を尽くさない場合には，原子力規制委員会がした判断に不合

理な点があるものとして，当該原子炉施設の周辺に居住する住民の人格権が

侵害される具体的危険があることが事実上推認されるものというべきである。

他方，債務者が上記の主張疎明を尽くした場合には，本来，主張立証責任

を負う債権者らにおいて，当該原子炉施設の安全性に欠けるところがあり，

債権者らの人格権が現に侵害されているか，又は侵害される具体的危険があ

ることについて主張疎明する必要があると解するのが相当である。
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なお，設置変更許可に当たっては，原子力規制委員会によって発電用原子

炉施設の位置，構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染

された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして新規制

基準に適合するか否かが審査されるのであり(改正原子炉規制法43条の 3

の8第2項，同法43条の 3の6第 1項4号) ，この審査が再稼働申請にお

ける審査の中核に位置付けられるものと解されるから，債務者において，設

置変更許可に係る具体的審査基準である新規制基準の合理性並びに新規制基

準の適合性に係る調査審議及び判断の過程等における看過し難い過誤や欠落

r、 の不存在について主張疎明を尽くしたのであれば，工事計画認可及び保安規

fヘ

定変更認可に係る判断に不合理な点が認められない限り，上記具体的危険が

あることを事実上推認することはできないというのが相当である。

(5) 以上に対し，債権者らは，原子力規制委員会の委員及び原子力規制庁の職

員の独立性が欠如しており，福島原発事故の原因究明がされていない状況で

新規制基準が策定され，新規制基準を策定するための検討期聞が短く，パブ

リックコメントの手続も形式的なものであったとして，新規制基準の制定経

緯等の外形的事実からして，新規制基準の内容が不合理である旨を主張する。

しかし，新規制基準は，福島原発事故を受け，設置法に基づいて原子力規

制委員会が新たに設置され，同委員会の下に設置された発電用軽水型原子炉

の新規制基準に関する検討チーム，発電用原子炉施設の新安全規制の制度整

備に関する検討チーム及び発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる規

制基準に関する検討チームにおいて検討が行われたものであり，各チームの

会合は公開され，原子力規制委員会の担当委員や多様な学問分野の外部専門

家を始め，原子力規制庁及び旧独立行政法人原子力安全基盤機構の職員らが

出席し，それぞれ約8か月間(開催回数は 12ないし 23回)にわたって議

論を重ね，外部専門家については，透明性・中立性を確保するため，電気事

業者等との関係を自己申告することが求められ，その申告内容がウェブサイ
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ト上で公開され，さらに，パブリックコメント(意見公募手続)も 2度にわ

たって行われたことが認められるのであり(乙 17，85，90， 157~ 

1 6 1，審尋の全趣旨(債務者異議審主張書面(1))) ，こうした新規制基準

の検討経緯は，専門性，透明性，中立性を確保しつつ，迅速な制度整備が行

われたことを示しているものというべきである。

また，設置法上，原子力規制委員会及び原子力規制庁全体としての独立性

が確保される制度が採用されていることは，前記(2)において認定・説示した

とおりである。そして，原子力規制委員会の委員長及び委員は，福島原発事

故から学んでいない者は原子力行政に関わる資格がないという観点から人選

が進められ，両議院において人選の理由を吟味の上，両議院の同意と内閣総

理大臣による任命という民主的な手続を経て選任されたのであるから(乙 1

06，107) ，原子力規制委員会の委員長及び委員の人選を不合理である

ということはできず，他に原子力規制委員会の委員長及び委員が独立性を欠

く人選となっていることをうかがわせる疎明資料はない。なお，原子力規制

委員会の委員長及び委員には，福島原発事故以前に原子力発電を推進する立

場にあった者が含まれていることは債権者らが主張するとおりであるが，こ

れまでの原子力行政に関わった者は，基本的には原子力を推進する中で各種

業務等に従事していたものであり，原子力規制委員会の委員長及び委員の人

選に当たっても，この点を認識した上で，原子力の安全規制に関連する各種

分野の専門家として高い専門性と識見を有している「だけでなく，福島原発事

故に至る原子力行政に対する深刻な反省と原子力の安全規制に対する高い問

題意識と責任感のある人物が人選されたものと認められるのであるから(乙

1 0 6) ，福島原発事故以前に原子力発電を推進する立場にあった者が原子

力規制委員会の委員及び原子力規制庁の職員に含まれていることのみをもっ

て，その独立性が欠如しているということはできない。

さらに，原子力安全委員会では，福島原発事故の教訓を踏まえて新指針の
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改訂が検討され，新規制基準の策定過程においても，福島原発事故を踏まえ

た新指針の改訂案や，福島原発事故について複数の事故調査委員会において

行われた原因究明の結果が検討対象とされたことが認められる(乙 154~

156，158，159)。また，検討期間の長短は，そのことから直ちに

新規制基準の内容の不合理性が基礎付けられるものとはいえないし，パブリ

ックコメントについても，多数の意見が寄せられ，これらが新規制基準を策

定する過程で議論の素材とされたことが認められるのであり(甲 234，乙

1 6 2) ，新規制基準を策定するに当たって実施されたパブリックコメント

の手続が形式的なものであったとはいえない。

したがって，新規制基準の制定経緯等の外形的事実から新規制基準の内容

が不合理であるということはできず，この点に関する債権者らの主張は採用

できない。

(6) 以上を前提に，以下においては，争点(2)ないし(7)について，科学的・技術

的知見を踏まえ，債務者において，原子力規制委員会の判断に不合理な点が

ないことを相当の根拠，資料に基づき主張疎明したといえるか否かについて，

本件原発の危険性が社会通念上無視し得る程度にまで管理されているかとい

う観点から，まず検討を加えることとする。

2 争点(2)(基準地震動の合理性)について

(1 ) 認定事実

前記前提事実，各項の末尾に掲記の疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，

以下の事実が認められる。

ア 耐震設計審査指針の改訂

[ア) 旧指針では，基準地震動 S1及びS2の2種類の基準地震動を策定す

るものとされ，基準地震動S1をもたらす地震(設計用最強地震)につい

ては，歴史的資料から過去において敷地又はその近傍に影響を与えたと

考えられる地震が再び起こり，敷地及びその周辺に同様の影響を与える
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おそれのある地震並びに近い将来敷地に影響を与えるおそれのある活動

度の高い活断層による地震のうちから最も影響の大きいものを想定する

こととされ，基準地震動S2をもたらす地震(設計用限界地震)としては，

地震学的見地に立脚し，設計用最強地震を上回る地震について，過去の

地震の発生状況，敷地周辺の活断層の性質及び地震地体構造に基づき工

学的見地からの検討を加え，最も影響の大きいものを想定することとさ

れ，施設の耐震重要度に応じて，基準地震動 S1及びS2に対する安全

性を有することが求められた。

そして，本件原発においては，基準地震動S1の最大加速度が270ガ

ル，基準地震動S2の最大加速度が370ガルと設定された。(前提事実

(6)ア，甲 45，46， 121， 122)

付)原子力安全委員会は，平成 13年 6月 25日，当時の原子力安全基準

専門部会に対し，安全審査に用いられる耐震安全性に係る指針類に最新

の知見等を反映し，より適切な指針類とするために必要な調査審議を行

い，その結果を報告するように指示した。これを受けて，同専門部会

(平成 16年4月 1日から原子力安全基準・指針専門部会と改称)が旧

指針等について検討を進め，約5年にわたる審議を経て，平成 18年 9

月 19日，旧指針が新指針へと大きく改訂された。

その結果，旧指針では2種類が策定されていた基準地震動が新指針では

一本化され，敷地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学的

及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生

する可能性があり，施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定する

ことが適切な地震動を基準地震動Ssとし，これに基づいて耐震安全性

を検討することとされた。また，活断層の活動性評価に万全を期すため，

旧指針では5万年前以降とされていた評価期聞が，新指針では後期更新

世 (12万ないし 13万年前)以降の活動が否定できないものに拡張さ
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れ，活断層の調査手法についても，それまでの文献調査，空中写真判読

及び現地調査等に加え，変動地形学的調査(地震等に起因する痕跡の累

積効果である特徴的な地形(変動地形)を研究対象とし，地殻変動やそ

の原因を研究する学聞を踏まえた調査) ，地質調査及び地球物理学的調

査の手法を総合した詳細な活断層調査を実施することとされた。

基準地震動の評価手法にも改訂が加えられ， I敷地ごとに震源を特定

して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動Jをそれぞ

れ評価して策定することとされ， I敷地ごとに震源を特定して策定する

地震動Jの評価においては，応答スペクトルに基づく地震動評価(経験式

に基づく応答スペクトルを用いた評価手法)に加え，最新のシミュレーシ

ヨン評価手法である断層モデ、ルを用いた手法による地震動評価が採用され，

「震源を特定せず策定するー地震動Jの評価においては，旧指針で、はマグニ

チュード6. 5の直下地震(震源距離10km)を一律に想定していたと

ころ，詳細な調査を行っても活断層の存在を事前に把握できなかったと

考えられる地震の震源近傍における地震動の観測記録を基に応答スベク

トルを設定することとされた。なお，鉛直方向の地震動の評価について，

旧指針では一律に水平方向の 2分の lとされていたところ，これを個別の

動的地震動として評価することとされた。(前提事実(6)ア，甲 45，12 

0~122) 

イ 耐震パックチェック及びこれに伴う基準地震動の評価・策定

fア) 耐震バックチェックの経緯

原子力安全・保安院は，耐震設計審査指針が旧指針から新指針へと改訂

されたことを受け，平成 18年9月20日，パックチェックルールを策定

するとともに，各電力会社等に対して，稼働中及び建設中の発電用原子炉

施設等について，耐震パックチェックの実施とそのための実施計画の作成

を求め，更にその後，平成 19年 7月 16日に発生した新潟県中越沖地震
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を踏まえ，確実に，かつ，可能な限り早期に評価を完了できるよう，実施

計画の見直しを求めた。

これを受けて，債務者は，同年8月 20日，原子力安全・保安院に対し，

耐震パックチェックの実施計画の見直し結果を報告し，平成20年3月3

1日，本件原発に係る耐震パックチェックの中間報告書を提出し，平成2

1年3月31日，中間報告書の追補版を提出した。

これに対し，原子力安全・保安院は，耐震ノ〈ックチェックの審議を円滑

に進めるため，総合資源、エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構

造設計小委員会の下に設置されている地震・津波ワーキンク守グ、ループ及び

地質・地盤ワーキンググループによる合同ワーキング‘グ‘ループ並びに構造

ワーキンググループにサブPグ、/レープを設置し，本件原発については，合同

Cサブ、グ、/レープ及び構造Bサブ、グ、ループにおいて検討が行われた。そして，

原子力安全・保安院は，平成22年 11月 29日付けで，本件原発の耐震

安全性についての評価書(甲 11 6)を作成した。(前提事実(6)ア，甲 1

16，214，215，乙 15) 

付) 地質・地質構造の評価

債務者は，耐震パックチェックにおいて本件原発に係る基準地震動を

策定するに当たり，前記のとおり新指針において活断層の評価期間が拡大

されていたことから，本件原発の敷地周辺における約 12万ないし 13 

万年前以降の活動が否定できない活断層の有無や規模等の情報を取得す

るため，既存文献の調査，変動地形学的調査，地表地質調査，地球物理

学的調査及び海上音波探査(発振器で海面下から音波を発し，受振器で

海底面や海底下の地層境界からの反射音波を観測して，海底の速度構造

分布を把握する調査手法)を実施するなど，本件原発の敷地周辺の地質

.地質構造の評価を行った。

そして，原子力安全・保安院及び合同Cサブグ‘ループは，債務者の実
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施した調査について，基本的に新指針等で要求されている調査が実施さ

れているとしつつも，債務者が実施した海上音波探査結果を独自の立場

からチェックするために原子力安全・保安院が実施した海上音波探査の

結果等も踏まえ，債務者が実施した調査及び評価の妥当性について検討

を行った。

なお，合同Cサブグループは，その審議の過程において，債務者が上

林川断層の長さを断層の存在が明確な約 26kmと判断していたのに対

し，断層西端部が不明瞭であると指摘じ， FO-A断層及びFO-B断

層についても，これらの同時活動を考慮すべきとの指摘を行った。これ

らの指摘を受け，債務者は，上林川断層については，その長さを断層の

存在が確実に否定できる地点まで延伸させた 39. 5 k mと評価し， F 

O-A断層及びFO-B断層についても，同時活動を考慮してFO-A

~FO-B断層の長さを 35km と評価した。

その上で，債務者は，若狭湾周辺の主な断層の分布を別紙1のとおり

と評価し，原子力安全・保安院は，合同Cサブグループの検討結果を踏

まえ，債務者の敷地周辺の断層等に関する評価は妥当なものと判断した。

(甲 116，209)

(切基準地震動の評価・策定

a 解放基盤表面の設定

債務者は，本件原発の敷地周辺の地下構造を把握するため， p s検

層(ボーリング孔を利用して，人工的に発生させた弾性波 (p波 .s

波)が地盤内を伝播する状況を観測・解析して，弾性波の深さ方向の

速度構造を測定する調査手法)や試掘坑弾性波探査(岩盤に掘削した

試掘坑内で人工的に発生させた弾性波 (p波・ S波)の伝播状況を測

定装置で観測・解析し，速度構造を把握する調査手法)を実施し，本

件原発の敷地地下の浅部にはS波速度が 2. 2 k m/  s程度の硬質な
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岩盤がほぼ均質に広がっていることを確認し，本件原発の解放基盤表

面のS波速度を 2. 2 k m/  s，標高を原子炉格納施設の接地面に相

当する 2mに設定した。(甲 11 6) 

b 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

債務者は，本件原発の敷地周辺における地震の発生様式や発生状況，

敷地周辺の活断層の分布状況を踏まえ，本件原発については，上林川|

断層による地震(長さ 39. 5 k m，マグニチュード 7. 5)及びF

O-A~FO-B断層による地震(長さ 35 km，マグニチュード7.

4) を検討用地震に選定した。

次に，債務者は，地震動評価に用いる検討用地震の震源モデルのパ

ラメータを設定するに当たり，深さに応じて実施された屈折法地震探

査(地表付近での発破等によって人工的に弾性波 (p波・ S波)を発

生させ，地下の速度の異なる地層境界で屈折して戻ってきた屈折波を

地表に設置した測定装置で観測し，地下の速度構造を求める調査手

法) ，微動アレイ探査(複数の微動計を地表に直線状・放射状等に連

続して配置(アレイ配置)し，人が感じないほど微小で、常に存在して

いる地盤の振動(常時微動)を同時に観測して，データ解析により微

動計を配置した付近の地盤の速度構造を求める調査手法)，地震計水

平アレイ探査及び地震波速度トモグラフィ等により敷地周辺の地盤の

速度構造を検討するとともに，気象庁地震カタログ (19 9 7年 10 

月 ~2005 年 1 2月)を用いて，本件原発の敷地周辺から 100 k 

m程度以内の範囲の微小地震分布の検討等を行い，その結果を踏まえ，

不確かさを保守的に考慮して，断層の上端深さを3kmとしたケース，

断層傾斜角(震源断層面と水平面とのなす角度の小さい方)を 15度

傾斜させて 75度としたケース(以下「断層傾斜角 75度ケースJと

いう。)を考慮するほか，新潟県中越沖地震の震源特性として短周期
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の地震動レベルが同規模の内陸地殻内地震と比べて1. 5倍程度大きか

ったため，柏崎刈羽原発の敷地において地震動の増幅が生じたという知

見を踏まえ，短周期の地震動レベルを基本ケースに対して 1. 5 

倍としたケース(以下「短周期地震動レベル 1. 5倍ケースJとい

う。)を考慮するなど，不確かさを考慮したパラメータを設定した。

以上を前提に，債務者は，耐専式を用いて応答スペクトルに基づく

地震動評価を行った。その際には，本件原発の敷地周辺で発生した内

陵地殻内地震の観測記録が十分に得られていないことを踏まえ，相対

的に厳しい評価となるように内陸補正係数を適用しないこととした。

また，債務者は，断層モデルを用いた手法による地震動評価につい

ては，短周期側に統計的グリーン関数法，長周期側に理論的手法(離

散化波数法)を適用したハイブリッド合成法を用い，不確かさを考慮、

したパラメータを用いて地震動評価を行った。

以上の地震動評価に対し，原子力安全・保安院は，合同Cサブグル

ープにおける検討結果を踏まえ，債務者の評価を妥当なものと判断し

た。(甲 51， 116，209，乙 15) 

c 震源を特定せず策定する地震動

債務者は，震源と活断層とを関連付けることが困難な地震の最大規模

はマグ、ニチュード6. 8程度と考えられるところ，加藤ほかの応答スペ

クトルは，国内外で発生した内陸地殻内地震を対象として，詳細な地

質学的調査によっても震源位置と震源規模をあらかじめ特定できなかっ

たと考えられる地震を選定し，選定された地震の震源近傍の観測記録等

をおおむね上回るような地震動の応答スペクトルを示したものであっ

て，マグニチュード6. 8程度の規模の内陸地殻内地震を対象に，解放

基盤表面上の応答スペクトルとして策定されていることから，加藤ほか

の応答スペクトルに対し，耐専式の方法に従って求めた地盤の増幅特性
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(サイト特性)を用いることによって，震源を特定せず策定する地震動

を評価した。

原子力安全・保安院は，合同Cサブグループにおける検討結果を踏ま

え，債務者による上記評価を妥当なものと判断した。(甲 11 6) 

d 基準地震動ssの策定

債務者は，検討用地震についての応答スペクトルに基づく地震動評

価を包絡するように設定した設計用応答スペクトルを基準地震動ss 

として採用した。なお，検討用地震についての断層モデルを用いた手

法による地震動評価及び震源を特定せず策定する地震動として設定し

た地震動は，いずれも上記基準地震動ssを下回るため，本件原発の

基準地震動としては，上記基準地震動ssで代表させることとした。

その結果，債務者は，耐震パックチェックによって新たに策定した

本件原発の基準地震動ssの最大加速度を 550ガル(水平方向)と

設定し，原子力安全・保安院は，債務者が策定した基準地震動ssを

妥当なものと判断した。(甲 116，209)

ウ 新規制基準の策定

新規制基準では，発電用原子炉施設のうち，運転時の異常な過渡変化又

は設計基準事故の発生を防止し又はこれらの拡大を防止するために必要と

なる施設を「設計基準対象施設J (設置許可基準規則 2条2項 7号) ，こ

のうち地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因

する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいものを「耐震重要施

設J (同規則 3条 1項)とし，その上で，設計基準対象施設については，

「地震力に十分に耐えることができるものでなければならないJ (同規則

4条 1項)とされ，耐震重要施設については， r供用中に当該耐震重要施

設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する

地震カ(中略)に対Lて安全機能が損なわれるおそれがないものでなけれ
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ばならないJ (同条 3項)とされた。

また，基準地震動については， r最新の科学的・技術的知見を踏まえ，

敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震

学及び地震工学的見地から想定することが適切なものJとして策定するこ

と(設置許可基準規則解釈別記2第4条5項)とされ，その策定手法の基

本的な枠組みとしては，新指針と同様， r敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動Jについて， r解放基

盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定するこ

とJ (同項 1号)とされた。そして， r敷地ごとに震源を特定して策定す

る地震動」については， r敷地に大きな影響を与えると予想される地震

(以下「検討用地震Jという。)を複数選定し，選定した検討用地震ごと

に，不確かさを考慮して応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデ

ルを用いた手法による地震動評価を，解放基盤表面までの地震波の伝播特

性を反映して策定することJ (同項2号)とされ， r震源を特定せず策定

する地震動Jについては， r震源と活断層を関連づけることが困難な過去

の内陸地殻内地震について得られた震源近傍における観測記録を収集し，

これらを基に，各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答ス

ベクトルを設定して策定することJ (同項3号)とされた。

なお，新規制基準において採用された基準地震動を策定する基本的な枠

組み自体は，新指針から変更されていないが，新規制基準においては，内

陸地殻内地震について，複数の活断層の連動を考慮することが明記される

など(同項2号②証) ，基準地震動の評価が厳格化され，また，基準地震

動の策定に当たっての調査については，目的に応じた調査手法を選定する

とともに，調査手法の適用条件及び精度等に配慮することによって，調査

結果の信頼性と精度を確保することが明示的に求められ(同項4号) ，地

下構造による地震波の伝播特性及び地盤の増幅特性(サイト特性)を考慮す
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るに当たっては，三次元的な地下構造により地質構造の評価を厳密に行うこ

とが求められる(同項4号①)など，調査の要求水準が具体化ないし高度

化された。

さらに，新規制基準では，地震に随伴する事象として，周辺斜面の安定

性についても検討することが求められており，耐震重要施設については，

基準地震動を生じさせる地震の発生によって生じるおそれがある斜面の崩

壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならなドも

のとされた(設置許可基準規則4条4項) 0 (乙 17， 9 0) 

エ 新規制基準下での基準地震動の評価・策定

ゲ) 検討用地震の選定

債務者は，新規制基準下での基準地震動を策定するに当たり，検討用

地震を選定するため，文献調査に基づいて過去の被害地震から本件原発

の敷地に影響を及ぼす地震は内陸地殻内地震であることを確認した。

その上で，債務者は，陸域については，文献調査，変動地形学的調査，

地表地質調査等を踏まえ，敷地周辺の地質及び地質構造を把握・評価し

たが，その際，変動地形学的調査としては，債務者及び国土地理院が撮

影した空中写真を用いた空中写真判読(約 60%ずつ重なるように撮影

した空中写真1対を実体視鏡と呼ばれる器具を用いて立体的に観察する

こと)，航空レーザー測量(航空機から下方にレーザーを照射しながら

飛行し，同時に航空機の三次元的な位置及び機体の姿勢を把握すること

により，地表面の詳細な三次元座標を計測する方法)及び現地での測量

による対象地点の標高の調査に基づき，活断層の可能性のある地形を抽出

し，地表地質調査等としては，地形や地質を地表から確認する地表調査を

行うとともに，更に詳細なデータが必要な場合には，ボーリング調査やト

レンチ調査(対象とする断層等を横切るように溝状に地面を掘削して地

質の分布等を直接観察する調査)，反射法地震探査(発振器で地表面か
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ら人工的に地震波を発し，受振器で地層からの反射地震波を観測し，解

析して，地下の速度構造分布を把握する調査手法)等を実施し，断層の

有無，後期更新世以降の活動の有無，考慮すべき断層の長さを評価した。

また，債務者は，海域については，文献調査のほか，海上音波探査及

び他機関によって実施された海上音波探査記録の再解析，海上ボーリン

グ調査等を実施し，陸域と同様，考慮すべき活断層の有無や考慮すべき

長さを評価した。

以上の調査を踏まえ，債務者は，震源として考慮する活断層の主なも

のの分布を別紙 1のとおり抽出し，敷地に影響を及ぼすと考えられる活

断層による地震として， FO-A~FO-B~熊川断層，上林川|断層を

始めとする 15個の活断層による地震を抽出し，検討用地震の候補とし

た。なお，債務者は， FO-A~FO-B断層(約主5 k m)及び熊川|

断層(約 14k m)について，両断層が約 15kmの離隔を有しており，

かっ，地質・地質構造調査等によっても断層が連続していると評価できる

地質構造は認められなかったが，本件原発の設置変更許可に係る審査の過

程で，原子力規制委員会から， FO-A~FO-B 断層及び熊川|断層の

連動破壊を完全に否定することは難しいとの指摘がされ，連動する場合を

考慮することが求められたことを踏まえ，より保守的に考慮すべく，両

断層の連動を考慮することとし，断層が確認されていない区間(約 15 

km) も含めた一連の断層の長さ (63. 4 k m)を基本ケースとして設

定し，地震動を評価することとした。また，上林川断層の長さについては，

耐震パックチェックの際と同様，断層の存在が確実に否定できる地点まで

延伸した 39.5kmと評価した。

そして，債務者は，抽出された検討用地震の候補について，耐専式の方

法により求めた応答スペクトノレの比較を行い， FO-A~FO-B~熊

川断層による地震及び上林川断層による地震を検討用地震として選定
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した。(甲 109， 208，乙 12， 13， 19の 1，乙 73， 7 

5 ) 

仰 木件原発の敷地周辺における地下構造の調査・評価

債務者は，本件原発の敷地の地下構造を把握するために既に実施して

いたPS検層や試掘坑弾性波探査の結果を踏まえ，地表面から地下200

m程度の敷地浅部にはS波速度が2. 2 km/ s程度の硬質な岩盤がほぼ

均質に広がっており，特異な構造は見られないことを確認し，耐震パック

チェックの際と同様，本件原発の解放基盤表面をS波速度2. 2 km/ s， 

標高を 2mと設定した。

また，債務者は，新たに，反射法地震探査により，地下 1000m以深

まで連続する反射面が観測され，その範囲内では特異な構造は認められな

いことを確認し，屈折法地震探査の解析結果によっても，敷地の浅部地

下構造は水平方向に連続的であり，特異な構造は認められないことを確認

した。

さらに，敷地内での微動アレイ観測や，本件原発の周辺で得られた常時

微動記録を用いた地震波干渉法(地表の離れた 2点で常時微動を長期間

観測してデータ解析を行い， 2点間の地震波の伝わり方を求めることに

より， 2点聞における地盤の速度構造を求める調査手法)による深部地

下構造評価等を実施し，本件原発の敷地地下における地盤の速度構造を評

価した。(甲 208，乙 13， 1 9の 1) 

(功地震発生層の深さの設定

若狭湾周辺地域で想定される地震発生様式である内陸地殻内地震はP

波速度が約 6. 0 k m/  s以上の地層で発生するとされていることから，

債務者は，地下の深さに応じたP波速度の分布等に関する調査結果や研

究事例等を参照し，若狭湾周辺地域における P波速度が 6. 0 k m/  s 

の地盤の上端深さを地震発生層の上端深さとし，これを4kmと評価し
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た。また，債務者は，地震発生層の下端深さについて，本件原発から半

径約 100km以内の地震の発生状況を統計的に評価し，地震発生層の

下端より 2ないし 3km浅いとされる D90 (その値より震源深さが浅

い地震の数が全体の 90%となる深さ)が約 15kmであったことを踏

まえ，地震発生層の下端深さを 18kmと評価した。

しかし，本件原発の設置変更許可に係る審査の過程で，原子力規制委

員会から，地震発生層の上端深さについて速度構造や微小地震の発生状

況を考慮して検討するように求められたことを受け，債務者は，若狭湾

周辺地域における地震発生層に関する文献に示されている地震発生層の

P波速度のうち最も小さい値が 5. 8 k m/  sであり，本件原発の敷地

地下における地盤の速度構造の評価結果ではP波速度が 5. 8 k m/  s 

となる層の上端深さが 3. 7 km程度であったところ，更に保守的に考

慮し，地震発生層の上端深さを 3kmと設定した。(甲 109， 20

8， 3 6 3，乙 12， 13， 19の 1，乙 73) 

(エ) 検討用地震に関する各種パラメータの設定

基準地震動の評価に当たっては，検討用地震に対する各種パラメータ

の設定の仕方が重要になるところ，債務者は，検討用地震に関する各種

パラメータについて，本件原発の敷地周辺の地質・地質構造調査結果等

を踏まえた上で，推本レシピ等の研究成果に基づき，断層面積，地震モ

ーメント，短周期の地震動レベル，アスペリティ面積，平均応力降下量，

アスベリティの応力降下量，破壊伝播速度(断層の破壊開始点から破壊

が震源断層面上を広がっていく速さ)等の震源特性に関する様々なパラ

メータを設定することとした。

そして， FO-A~FO-B~熊川断層については，これらの断層の

3連動を考慮して断層の長さを 63. 4 k mとし，断層の上端深さを 3

km，下端深さを 18 k m，左横ずれ断層傾斜角を 90度，すべり角
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(震源断層の上盤側の下盤側に対する相対的なずれの方向)を0度，破

壊伝播速度を O. 72β(地震発生層のS波速度)とし，アスペリティを

各断層の敷地近傍に配置した震源断層モデ:ルを基本ケースとして設定した。

その上で，不確かさを考慮、してパラメータを設定するケースとして，

①震源断層面と敷地との距離が近くなり，かつ，震源断層の面積が大きく

なる断層傾斜角 75度ケース，②新潟県中越沖地震の際に得られた知見を

反映させた短周期地震動レベルl. 5 倍ケースのほか，③FO-A~FO

-B~熊川|断層は横ずれ断層であるが，縦ずれの成分もあることを想定し，

すべり角を 30度としたケース(以下「すべり角 30度ケース」とい

う。) ， @基本ケースでは2か所に分散していたアスベリティをー塊とし

て敷地近傍に配置することで地震動が大きくなるようなケース(アスペリ

ティの形状を変えて2ケース。以下，併せて「アスベリティー塊2ケー

ス」という。)を検討候補とすることとした。また，破壊伝播速度につい

ては，この数値が上がると短い時間に多くの地震波が評価地点、に到達す

ることとなって大きな地震動となるところ，債務者は，推本レシピに示

されている経験式を用いて上記のとおり O. 72β と評価していたが，

本件原発の設置変更許可に係る審査の過程で，原子力規制委員会から，

横ずれ断層であることを考慮した最新の知見を反映するよう求められた

ため，宮腰研ほか「すべりの時空間的不均質性のモデルイ包J科学技術振

興調整費成果報告書「地震災害軽減のための強震動予測マスターモデル

に関する研究」による知見を参考にし，平均的な破壊伝播速度に標準偏

差を考慮して，⑤破壊伝播速度を O. 8 7 sに引き上げたケース(以下

「破壊伝播速度 O. 8 7β ケース」という。)を検討候補とすることと

した。

また，上林川|断層による地震については，耐震パックチェックの際と

同様，断層の長さを断層の存在を明確に否定できるまで延長した 39. 5 
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kmとした上で，断層の上端深さを 3km，下端深さを 18 k m，右横ず

れ断層傾斜角を 90度，すベり角を 180度とし，アスペリティを断層の

存在が明確な範囲及びその西方延長部のそれぞれ敷地に近い位置に配置し

た震源断層モデルを基本ケースとして設定した。(甲 54~56 ， 20 

2，208，乙 12， 13， 15， 19の 1，乙 73) 

同応答スベクトルに基づく地震動評価

応答スペクトルに基づく地震動評価とは，地震が発生したときの敷地

(評価地点)における地震動の応答スベクトルを，地震規模と震源距離

との関係から経験式を用いて求める手法である。

債務者は，応答スベクトルに基づく地震動評価を実施するに当たり，地

震規模(マグ、ニチュード)については，断層の長さに基づいて松図式によ

り求めることとし，その値と等価震源距離(震源断層面の各部から放出

され敷地に到達する地震波のエネルギーの総計が，特定の 1点(点震

源)から放出されたものと仮定した場合に到達するエネルギーと等しく

なるときの点震源から敷地までの距離)等を前提に，距離減表式(地震

動は地震によって放出されるエネルギーが大きいほど，また，震源、に近

いほど大きくなるという性質を利用し，地震規模と震源からの距離との

関係から，地震動の最大加速度等を経験的に求める計算手法)である耐

専式を用いて地震動評価を行った。

そして， FO-A~FO-B~熊川|断層については，断層の長さが 6

3. 4 kmである場合の松田式で算定したマグニチュードが 7. 8，基

本ケースの断層の深さ及びアスペリティの配置を前提とした等価震源距

離が 18.6kmとなることから，これらの数値を前提に，基本ケース

の地震動を評価した。さらに，不確かさを考慮したケース(前記(ヱ.))と

して，断層傾斜角 75度ケースや，アスペリティー塊2ケースを検討し

た。
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また，上林川断層については，断層の長さが 39.5kmで、ある場合の

松田式で算定したマグ‘ニチュードが 7. 5，基本ケースの断層の深さ及び

アスペリティの配置を前提とした等価震源距離が 19. 9 k mとなること

から，これらを前提に基本ケースの地震動を評価した。

なお，耐専式の内陸補正係数については，耐震ノ〈ックチェックの際と

同様，これを乗じることなく応答スベクトルを評価した。(甲 200，

208，乙 12， 13，19の 1，乙 73， 7 5) 

同 断層モデルを用いた手法による地震動評価

断層モデ、ルを用いた手法による地震動評価とは，地震時の震源におけ

る断層運動をモデル化し，その震源特性(断層モデル)に加えて，震源、

から敷地までの地震波の伝播特性と地盤の増幅特性(サイト特性)を考

慮して数値的に地震動を評価する方法である。

債務者は，断層モデ、ルを用いた手法による地震動評価において，評価

地点の震源近傍で発生した地震の適切な観測記録が得られていないため，

地震動の最大加速度等の計算手法として，短周期側には統計的グリーン

関数法，長周期側には理論的方法(離散化波数法)を用い，これらによ

って計算された地震動を組み合わせたハイブリッド合成法により評価す

ることとした。また，断層モデルにおいて設定した断層面積から地震規

模(地震モーメント)を評価する手法については，入倉・三宅 (20 0 

1 ) (入倉孝次郎・三宅弘恵「シナリオ地震の強震動予測J (甲 31 6， 

乙16 9) )において提案され，推本レシピを構成する関係式(以下

「本件スケーリング則」という。)を採用した。

そして， FO-A~FO-B~熊川断層による地震については，前記(エ)

のとおり，基本ケースとして設定した震源断層モデルのほか，不確かさを

考慮、したケースとして，①短周期地震動レベル1. 5倍ケース，②断層

傾斜角 75度ケース，③すべり角 30度ケース，④破壊伝播速度 O. 8 
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7 sケース，⑤アスペリティー塊2ケースを検討し，各ケースについて

複数の破壊開始点を設定して地震動を評価した。

また，上林川断層による地震についても，基本ケースとして設定した震

源断層モデルのほか，不確かさを考慮したケースとして，①短周期地震動

レベル1. 5倍ケース，②破壊伝播速度O. 87 sケースを検討し，各ケ

ースについて複数の破壊開始点を設定して地震動を評価した。

なお，債務者は，上記の不確かさを考慮するパラメータのうち，短周期

の地震動レベル，断層傾斜角，すべり角及び破壊伝播速度は，事前の詳細

な調査や経験式等から地震発生前におおよそ把握できるもの(認識論的な

不確かさ)であり，それぞれ独立して不確かさを考慮すれば足りるが，ア

スペリティ配置及び破壊開始点については，地震発生前の把握が困難な

もの(偶然的な不確かさ)であるとして，これらの不確かさを重畳させ

て考慮、した。(甲 56.， 2 0 2， 2 0 8 ，乙 12，13，19の1，乙

1 6 9) 

(制震源を特定せず策定する地震動

債務者は，耐震パックチェヅクの際と同様，加藤ほかの応答スペクト

ルを参照し，そこで示された4種類の応答スペクトルのうち，硬質な岩

盤が広がっている本件原発周辺の地下構造に対応するもの(地震基盤の

応答スペクトル)を採用した。

また，新規制基準の趣旨を十分に踏まえ，基準地震動の妥当性を厳格

に確認するために活用することを目的として，原子力規制委員会が定め

た審査ガイド(甲 47) では，観測記録の収集対象となる地震について，

地表地震断層が出現しない可能性がある地震(震源の位置も規模も推定で

きない地震 (Mw6. 5未満の地震))と，事前に活断層の存在が指摘さ

れていなかった地域において発生し，地表付近に一部の痕跡が確認された

地震(震源の規模が推定できない地震 (Mw6. 5以上の地震))の 2
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種類を区分した上で，収集対象となる内陸地殻内地震の例として 16地

震が示されているところ，債務者は，本件原発の設置変更許可に係る審

査の過程で，原子力規制委員会から，内陸地殻内地震の例として審査ガ

イドに示されている全ての地震について観測記録等を収集し，検討する

ように求められ，このうち鳥取県西部地震については，同地震の震源域

と本件原発周辺地域との聞に地質学的背景に大きな地域差が認められな

いと指摘され，留萌支庁南部地震については，その地震観測記録を対象

に，既往の知見である微動探査等に基づく地盤モデ‘ルによるはぎとり解

析のみならず，適切な地質調査データに基づく地盤モデルによるはぎと

り解析を行うことを求められた。

債務者は，上記 16地震を検討し， Mw6. 5以上である二つの地震

のうち，岩手・宮城内陸地震については，本件原発の周辺地域と震源域の

地質学的背景が異なることから観測記録の収集対象外としたが，鳥取県西

部地震については，両地域の聞に地質学的背景に明瞭な差異は認められ

ないと判断し，その観測記録を収集して評価することとした。そして，

債務者は，同地震の震源近傍に位置する賀祥ダムの観測記録はS波速度

が1. 2ないし 1. 3 k m/  sの岩盤上の観測記録であったことから，

この観測記録を採用したが，その際，本件原発の解放基盤表面のS波速

度 (2. 2 k m/  s) と比較すると，本件原発の敷地の方がより硬質な

岩盤上にあると判断されるところ，保守的な評価となるように地盤特性

による補正等を行うことなく採用し，応答スペクトルを設定した。

また，債務者は， Mw6. 5未満の 14地震については，これらの観

測記録のうち，加藤ほかの応答スベクトル等との比較において敷地に及ぼ

す影響が特に大きいと考えられ，かつ，ボーリング調査等による精度の

高い地盤情報が得られている留萌支庁南部地震のHKD020 (港町)

観測点の観測記録を考慮することとした。そして，佐藤ほか(2 0 1 
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3 )において，同観測点における物理探査の結果に基づき，解放基盤表

面と評価できる固さを有する基盤面の深さとして地下41 m (S波速度

は93 8 m/  s)までの地下構造を評価した上で推定された地震動(最

大加速度は水平方向が 585ガル，鉛直方向が 296ガル)を前提に，

同観測点の地下構造についての不確かさを考慮、して基盤面の地震動を評

価し(最大加速度は水平方向が 609ガル，鉛直方向が 306ガル)， 

その上で，保守性を考慮して地震動の評価結果をより大きくした地震動

(最大加速度は水平方向が 620ガノレ，鉛直方向が 320ガノレ)を本件原

発における震源を特定せず策定する地震動として採用し，応答スベクトル

を設定した。(甲 47，63，208，210，乙 12，73，審尋の全

趣旨(債務者主張書面(1)) ) 

(ク) 基準地震動の策定

債務者は，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の評価結果につい

て，応答スベクトルに基づく地震動評価の結果を包絡するように設定した

地震動を基準地震動Ss-lとして設定し，断層モデルを用いた手法によ

る地震動評価の結果のうち一部の周期帯で基準地震動Ss-lの応答スベ

クトルを上回る四つのケースの地震動を基準地震動Ss-2ないしSs-

5として設定した。また，震源を特定せず策定する地震動については，鳥

取県西部地震の観測記録を考慮した応答スペクトル及び留萌支庁南部地震

の観測記録を考慮した応答スペクトルは，いずれも一部の周期帯で基準地

震動Ss -1の応答スベクトルを上回ったため，これらの地震動を基準地

震動Ss-6及びSsー 7として設定した(なお，加藤ほかの応答スベ

クトルは，全周期帯で基準地震動 Ss-lの応答スベクトルを下回って

いる。)。

以上により策定した本件原発の基準地震動 Ss-lないし Ss-7の

最大加速度は，水平方向が基準地震動 Ss-lの 700ガル，鉛直方

-102 -



fへ

(¥  

向が基準地震動Ss-6の485ガルとなった(以下，新規制基準下で策

定された本件原発に係る基準地震動を「本件基準地震動」という。)。

なお，債務者は，審査ガイドに基づき，本件基準地震動の年超過確率を

算定したところ，基準地震動 Ss -1 (最大加速度 700ガノレ)に対す

る年超過確率は 10-4~10-5/年( 1万ないし 10万年に 1回程度)

となった。(甲 47，208，乙 12，13，19の1，乙 73) 

オ 原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は，債務者が行った地震動評価について審査を行い，

本件基準地震動は，各種の不確かさを考慮して，最新の科学的・技術的知

見を踏まえ，敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活

動性等の地震学及び地震工学的見地から適切に策定しているものと判断し，

本件基準地震動が新規制基準に適合するものと判断した。(乙 12， 7 

3) 

(2) 原子力規制委員会の判断の合理性

ア 新規制基準の内容の合理性

新規制基準では，基準地震動を策定するに当たって，敷地ごとに震源を

特定して策定する地震動と震源を特定せず策定する地震動の双方を考慮し，

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動については，検討用地震を複数

選定し，検討用地震ごとに応答スベクトルに基づく地震動評価及び断層モ

デルを用いた手法による地震動評価の双方を実施することとされ，震源、を

特定せず策定する地震動については，震源と活断層を関連付けることが困

難な過去の内陸地殻内地震について得られた震源近傍における観測記録を

収集し，これらを基に敷地の地盤物性を加味した応答スベクトルを設定す

ることが求められるなど，複数の手法を併用して地震動を評価した上で，

その結果を総合し，最も厳しい評価結果を基準地震動として採用すること

が想定されているのであるから(前記(1)ワ)，この基準地震動策定の基本
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的な枠組みは合理的といえる。

なお，この基本的枠組み自体は，新指針において既に採用されていたも

のであり(前記(1)ア(イ)) ，新規制基準においても変更されることなく採用

されたものであるが，新指針は，耐震安全性に係る指針類に最新の知見等

を反映し，より適切な指針類とするため，約 5年間にわたる審議を経て改

訂されたものであるから(前記(1)ア(イ))，基準地震動策定の基本的な枠組

みが採用されるに至る経緯は，これが相応の科学的・技術的知見に基づい

て構築されたものであることを裏付けているといえる。さらに，新規制基

準の規定内容(前記(1)ウ)からすれば，新規制基準における基準地震動策

定に係る規制は，新指針において採用されていた基本的な枠組みを維持し

つつ，新指針と比較して具体化，詳細化され，精度の高い調査を求める内

容になっているといえるのであって，この点でも，新規制基準における基

準地震動策定の基本的な枠組みの合理性が裏付けられているといえる。

また，新規制基準では，最新の科学的・技術的知見を踏まえて基準地震

動を策定することを求め，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動につ

いては， I検討用地震の選定や基準地震動の策定に当たって行う調査や評

価は，最新の科学的・技術的知見を踏まえることJ (設置許可基準規則解

釈別記2第4条5項2号⑦)とされ，震源を特定せず策定する地震動につ

いても，その妥当性について「最新の科学的・技術的知見を踏まえて個別

に確認することJ (同項3号②)とされるなど，最新の科学的・技術的知

見を踏まえた検討・評価を実施することが明確に要求されている。不確か

さの考慮についても，敷地ごとに震源を特定して策定する地震動について

は， I各種の不確かさ(震源断層の長さ，地震発生層の上端深さ・下端深

さ，断層傾斜角，アスベリティの位置・大きさ，応力降下量，破壊開始点

等の不確かさ，並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いによる不確か

さ)については，敷地における地震動評価に大きな影響を与えると考えら
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れる支配的なパラメータについて分析した上で，必要に応じて不確かさを

組み合わせるなど適切な手法を用いて考慮することJ (同項2号⑤)とさ

れ，震源を特定せず策定する地震動については「地表に明瞭な痕跡を示さ

ない震源断層に起因する震源、近傍の地震動について，確率論的な評価等，

各種の不確かさを考慮した評価を参考とすることJ (同項3号②)とされ

るなど，不確かさの考慮を明確に求める規定となっている。

こうした最新の科学的・技術的知見を反映することや不確かさを適切に

考慮することを明確に要求する規定は，もとより合理的なものというべき

であるが，他方で，最新の科学的・技術的知見の具体的な内容，調査の信

頼性や精度を確保する具体的な方法，不確かさの具体的な考慮方法等につ

いては，なお抽象的な記述にとどまっているともいえ，新規制基準の策定

に関与した専門家により「基準地震動の具体的な算出ルールは時間切れで

作れず，どこまで厳しく規制するかは裁量次第になった」との指摘もされ

ているところである(甲 23 5)。しかしながら，停止中の原子炉が運転

を再開する場合には，原子力規制委員会による審査を経た上で，当該原子

炉が新規制基準に適合するものとして同委員会による設置変更許可を受け，

さらに，工事計画認可及び保安規定変更認可を受ける必要があるとするこ

とで(前提事実(7)ア) ，新規制基準を含む原子力規制委員会規則の適合性

審査を同委員会に担わせている。その上で，前記 1(5)において説示したと

おり，原子力の安全規制に関連する各種分野の専門家として高い専門性と

識見を有する複数の委員を擁する同委員会が，高度の専門的・技術的知見

に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使できる態勢を確保すること

によって，審査に係る各原子炉ごとに，精度の高い調査と最新の科学的・

技術的知見を踏まえた地震動の評価がされているか，不確かさについても

適切に考慮、されているかといった点を個別的かっ具体的に審査するという

枠組みが予定されているものと解されるのであり，そのような審査の枠組
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みには十分な合理性があるというべきである。

以上を総合すると，基準地震動に関する新規制基準の内容に不合理な点

はないと認めるのが相当である。

イ 調査審議及び判断の過程等の合理性

ケ) 債務者は，耐震パックチェックにおいて，地質・地質構造の調査とし

て，文献調査，変動地形学的調査，地表地質調査，地球物理学的調査，

海上音波探査等を実施して本件原発の敷地及びその周辺の地質・地質構

造の評価を行い(原子力安全・保安院においても，債務者が実施した海

上音波探査結果を独自の立場からチェックするために海上音波探査が実

施されている。) ，その際には，屈折法地震探査，微動アレイ探査，地

震計水平アレイ探査及び地震波速度トモグラフィ等を実施するとともに，

気象庁地震カタログを用いて微小地震分布の検討等を行って敷地周辺の

地盤の速度構造を把握するなど，地震動評価の前提となる各種調査を実

施している(前記(1)イ付)・(功)。新規制基準下での基準地震動の策定に

際しでも，文献調査，変動地形学的調査，地表地質調査等に基づく検討

用地震の選定や本件原発の敷地周辺の地質・地質構造の評価を行い，変

動地形学的調査においては，空中写真判読，航空レーザー測量及び現地

での測量等に基づき，活断層の可能性のある地形を抽出し，地表地質調査

等においては，必要に応じてボーリング調査， トレンチ調査，反射法地震

探査等を実施し，また，本件原発の敷地の地下構造ないし速度構造を把握

するため，耐震パックチェックにおいて検討したPS検層や試掘坑弾性

波探査の結果を確認するとともに，新たに，反射法地震探査，屈折法地

震探査，微動アレイ観測，地震波干渉法等を実施している(前記(1)エゲ)

・(イ))。

以上によれば，本件原発に係る検討用地震の選定や基準地震動の策定

に当たっては，最新の科学的・技術的知見を踏まえた各種調査が実施さ
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れたということができる。

付) また，債務者は，各種の調査結果を踏まえ，推本レシピ等に基づいて

震源特性に関する各種のパラメータを設定し，応答スペクトルに基づく

地震動評価においては，断層の長さから地震規模を求めるに当たって松

田式を，地震動の最大加速度等を求めるための距離減表式として耐専式

をそれぞれ採用し，断層モデルを用いた手法による地震動評価において

は，断層面積から地震規模を求めるに当たって本件スケーリング則を，

地震動の最大加速度等を求めるための関係式として統計的グリーン関数

法と理論的方法(離散化波数法)を組み合わせたハイブリッド合成法を

それぞれ採用したものである(前記(1)エ(エ)~(カ)。以下，債務者が採用し

た地震動の算定手法を併せて「本件地震動算定手法」という。)。

そして，推本レシピについては，地震調査研究推進本部地震調査委員

会における検討結果等を踏まえ，震源、断層を特定した地震を想定した場

合の強震動を高精度で予測するための「誰がやっても同じ答えが得られ

る標準的な方法論j の確立を目指して策定されているものであり(甲 5

6， 202，乙 170，171) ，強震動予測レシピによる地震動の予

測手法自体は，いまだ開発途上の手法であって，更なる精度向上の必要

性が指摘されているものではあるが(甲 450~453) ，実際の観測

記録による検証によっても，地震動評価手法としての相応の有用性ない

し妥当性が確認されている(甲 56，202， 451~453 ，乙 75 ，

7 7)。また，債務者が断層モデ、ルを用いた手法による地震動評価にお

いて採用した統計的グリーン関数法及び本件スケーリング則についても，

観測記録による検証を踏まえた推本レシピにおいて採用されている手法

であり，地震動の評価においては一般的に用いられる手法とされている

(甲 56，202，乙 13)。

松田式については，昭和 50年に掲載された論文において示された計
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算式であり(乙 11 6) ，安全を確保する上では余りに古い旨の指摘

(甲 19 8)や，ぱらつきが大きい旨の債権者らの指摘もあるが(この

指摘を裏付けるものとして甲 431が提出されている。)が，推本レシ

ピにおいても地震規模(マグ、ニチュード)を求めるための関係式として

松田式が引用されているところであり(甲 56，202)，最新の科学

的知見を踏まえても，活断層と地震の規模との関係を示す計算式として

信頼性を有しているものと評価するのが相当である。また，松田式の元

となった 14地震については，松田式によるマグニチュードと平成 15 

年に気象庁によって再評価されたマグニチュードとがおおむね整合して

おり，地震の規模を過小評価する方向で大幅にばらつきがあるといった

事情は認められていないこと(乙 112，116)や，松田式によるマ

グニチュード 8クラスの大地震における断層破壊域の長さと地震モーメ

ントの関係は観測記録とほぼ一致していると評価されていること(甲 4

2 8) も，松田式を採用することの合理性を裏付けるものといえる。な

お，債権者らが松田式のばらつきを根拠付けるものとして指摘する「活

断層研究と内陸地震の長期予測 阪神淡路大震災以降J (甲 43 1)の

図7は，内陸地震のマグ、ニチュードと地表地震断層の出現率との関係、を

検討し，地表地震断層を基に地震発生事象を推定すると見落としが生じ

ることを示すためのものであり，松田式自体に大幅なばらつきが含まれ

ていることを示すものとはいえない(むしろ，震源断層と地震断層の長

さが対応すると思われるものについては，整合的な結果が得られること

がうかがわれる。)。

耐専式については，電気協会の原子力発電耐震設計専阿部会において

最新の経験的地震動評価法について審議され，評価地点の水平方向及び

鉛直方向の地震動の応答スペクトルを評価することができ，基準地震動

の合理的な策定方法として取りまとめられた距離減衰式であり(甲 20
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0) ，実際に発生した地震の観測記録との比較を踏まえ，ぱらつきを考

慮する必要はあるものの，平均的な地震動特性を評価するのに適切な評

価方法であることが確認されている(乙 16 8)。

以上のとおり，本件地震動算定手法は，最新の科学的・技術的知見を

踏まえても信頼性があるものと認めるのが相当であり，具体的な適用過

程において適切に不確かさが考慮されている限り，上記手法には合理性

が認められるというのが相当である。

閉 そこで，進んで、，債務者による不確かさの考慮が適切にされているか

についてみるに，債務者は，まず，敷地ごとに震源を特定して策定する

地震動の評価において，①FO-A~FO-B~熊川断層の 3 連動を考

慮し(前記(1)エfア))，②上林川|断層についても断層の長さを確実に否定

できる地点まで延長させ(前記(1)イ(イ))，③地震発生層の上端深さを4

kmと評価しながらも 3kmと設定し(前記(1)エ(ウ)) ，④短周期地震

動1. 5倍ケース，断層傾斜角 75度ケース，すベり角 30度ケース，

破壊伝播速度 O. 8 7 sケース，アスペリティー塊2ケースなど，各種

のパラメータを保守的に設定した多様な不確かさを考慮したケースを検

討している(前記(1)エ(エ))。また，応答スペクトルに基づく地震動評価

に耐専式を用いるに当たり，⑤内陸地殻内地震の地震動評価では，内陸

補正係数を乗じることで応答スペクトルを全体的に小さく評価すること

が想定されているところ，より保守的に地震動評価を行うため，内陸補

正係数を適用していない(前記(1)エ材))。さらに，震源を特定せず策定

する地震動の評価においても，⑥加藤ほかの応答スペクトルに加え，審

査ガイドに示されている 16地震を検討し，地質学的背景に大きな地域

差がない地震や敷地への影響が大きい地震の観測記録を採用し，保守性

を考慮 lして地震動の評価結果をより大きくするなど(前記(1)エ(キ1)，基

準地震動の策定過程を通じて，不確かさを考慮した保守的な評価を行って
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いるということができる。

以上の不確かさの考慮のうち，①の断層の 3連動の考慮，③の地震発

生層の上端深さの考慮，④の破壊伝播速度O. 8 7 sケースの考慮は，

いずれも，原子力規制委員会による審査の過程において，同委員会が債

務者に対して不確かさの保守的な評価を求めた結果が反映されたもので

あるし(前記(1)エ(ア). (?) • (:1:)) ，⑥についても，原子力規制委員会は，

審査ガイドに示されている 16地震のうち，鳥取県西部地震については

地質学的背景に大きな地域差が認められないことを指摘し，留萌支庁南

部地震については適切な地質調査データに基づく解析をすることを求め

るなど(前記(1)エ(剖) ，保守的な評価を行う方向で指摘を行っている。

債務者による本件原発の基準地震動の策定については，こうした審査の

過程での原子力規制委員会による指摘も反映されることで，より保守的

な評価が行われたものと評価することができる。

(エ) そうすると，債務者は，原子力規制委員会の審査過程における指摘等

も踏まえつつ，不確かさを保守的に考慮して本件基準地震動を策定した

ものといえ，原子力規制委員会による審査についても，厳格かっ適正に

行われたものと評価するのが相当である。そして，基準地震動の年超過

確率は，地震が起こることを前提に(決定論的に)その時どのような地

震動が来るのかを算定するという基準地震動の策定とは異なり，確率論

的な考え方に基づくハザード評価の観点から，基準地震動の策定過程に

おける不確かさの考慮等の妥当性を評価するためのものと認められる

(乙 186， 187)ところ，本件基準地震動については，年超過確率

が 10-4~10-5/年( 1万ないし 10万年に 1回程度)という極めて

低い数値となっており(前記(1)エ(ク))，本件基準地震動は不確かさが保守

的に評価されているものと評価できることも併せ考慮すると，本件原発

の地震に対する危険性が社会通念上無視し得る程度にまで管理されてい
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るかという観点に照らしでも，本件基準地震動は，本件原発の耐震安全

性を確保するための基準として合理性があるというべきであり，これが

新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の調査審議及び判断の過

程等に看過し難い過誤，欠落は認められないというのが相当である。

4 ウまとめ

以上によれば，基準地震動に関する具体的審査基準並びに本件基準地震

動についての原子力規制委員会による調査審議及び判断の過程等に不合理

な点はなく，本件基準地震動が新規制基準に適合するとした原子力規制委

( 員会の判断に不合理な点はないと認めるのが相当である。

( 

(3 ) 債権者らの主張について

ア 地震動を想定することの困難性について

(ア1地震動の想定が本来的に不可能であることについて

債権者らは，自然現象を扱う科学の本質的な限界として，地震の予知

・予測は不可能であり，また，頼るべき過去のデータの少なさも地震動

の想定の限界を示していると主張するところ，確かに，こうした地震予

測の限界については，地震学の専門家からも指摘されており(甲 52，

108， 174，444，464) ，地震予測に限界があることを否定

することはできない。

しかしながら，前記(2)イにおいて説示したとおり，本件基準地震動は，

最新の科学的・技術的知見に照らし，合理的な調査及び算定手法に基づ

き，かっ，各種の不確かさを考慮することによって保守的な評価がされ

たものといえるところ，そのようにして策定された基準地震動であれば，

最新の科学的・技術的知見に照らしても極めて厳しい地震動を想定する

ことになるというべきであるから，原子力発電所の耐震安全性を確保す

るための基準として信頼に足るものというべきであり，前記 1(3)で説示

したとおり， r絶対的安全性Jを想定することはできないことも踏まえ
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ると，一般論として地震予知に限界があることや過去のデータが限られ

ているといったことをもって，本件基準地震動を前提に本件原発の耐震

安全性を評価することの合理性を否定することは相当でないというべき

である。

(イ) 既往最大の観測値や新潟県中越沖地震における推定値の存在について

債権者らは，岩手・宮城内陸地震において，内陸地殻内地震で我が国

の既往最大である 40 2 2ガルの地震動が測定され，新潟県中越沖地震

においては最大加速度が当時の基準地震動の約 3. 8倍に相当する 16 

9 9ガノレと推定されたことを根拠に，地震学の限界を踏まえれば，クリ

フエッジを超える地震動が本件原発を襲うことも否定できない旨主張す

る。

しかし，岩手・宮城内陸地震において測定された4022ガルという

地震動は，特異な地盤構造等によりトランポリン効果と呼ばれる現象等

が生じたことによって記録されたものと認められ(甲 11 0，乙 24，

2 5) ，また，新潟県中越沖地震については，同地震自体はマグニチュ

ード 6. 8であったが，短周期の地震動レベルが同規模の内陸地殻内地

震と比べて1. 5倍程度大きかったことに加え，柏崎刈羽原発敷地の地

下構造の特性として，地震基盤上面が傾斜していたこと，堆積層が厚く

摺曲構造を呈していたことなどの要因が重なったため，同敷地において

地震動の増幅が生じたものと推定されるところ(甲 126，乙 15) ， 

本件原発の敷地においては，その地下構造に地震動を増幅させるような

特異な構造等は認められていなし、(前記(1)エ仔))。そして，新潟県中越

沖地震において短周期レベルが1. 5倍程度大きかったという知見につ

いては，本件基準地震動の策定過程に反映されている(前記(1)イ(功・エ

件.))。

そうすると，岩手・宮城内陸地震及び新潟県中越沖地震の各事例と本
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件原発とでは，敷地の地下構造(地盤の増幅特性(サイト特性))を具

にしているというべきであるし，震源特性に関する上記各事例の知見は

本件基準地震動の策定過程において適切に考慮されているといえるから，

上記の各事例の存在のみを根拠lこして，本件原発の敷地において本件基

準地震動や本件原発のクリフエッジを超えるような地震動が生じる具体

的な可能性があるということはできない。

したがって，債権者らの上記主張は採用できない。

イ 基準地震動の信頼性について

ケ) 債権者らは，最新の知見に従って定めてきたとされる基準地震動を超

える地震動が到来しているという事実を重視すべきであると主張する。

しかし，債権者らが基準地震動を超過したとして指摘する本件5例，

すなわち，①宮城県沖地震における女川原発，②能登半島地震における

志賀原発，③新潟県中越沖地震における柏崎刈羽原発，④東北地方太平

洋沖地震における福島第一原発及び⑤同地震における女川原発に加えて，

債権者らが主張する 2事例，すなわち，⑥同地震における東海第二発電

所及び⑦平成 23年4月 7日に宮城県沖で発生した地震における女川原

発(甲 38 8)の合計7例の存在は，各事例に該当する地震が発生した

当時の基準地震動の想定が十分でなかったことを示すものではあるが，

いずれも福島原発事故を踏まえて策定された新規制基準下での基準地震

動を超過したものではなく，①宮城県沖地震，②能登半島地震及び③新

潟県中越沖地震については，旧指針における基準地震動S1及びS2を

超過したものであるから，これらの事例の存在をもって，直ちに新規制

基準下で策定された本件基準地震動の合理性が否定されるものではない

というべきである。

また，新規制基準は，最新の科学的・技術的知見を踏まえて基準地震

動を策定することを求めているところ，本件原発において想定される内
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陵地殻内地震の知見として，③の新潟県中越沖地震の震源特性として短

周期の地震動レベルが1. 5倍程度大きかったという知見が本件基準地震

動を策定する過程に反映されていることは前記のとおりである。なお，本

件原発の敷地において新潟県中越沖地震の際に柏崎刈羽原発で強い地震

動をもたらした地盤の増幅特性(サイト特性)が認められていないこと

は前記のとおりであるから，本件基準地震動の策定において，柏崎刈羽原

発で見られたような地震動の増幅を考慮していなかったとしても，そのこ

とから本件基準地震動を不合理であるということはできない。

さらに，東北地方太平洋沖地震は，マグニチュード9という我が国で

発生した最大規模の地震であるが(前提事実(9)) ，その際に福島第一原発，

女川原発及び東海第二発電所(上記④~⑥の事例)で観測された地震動

は，耐震バックチェックに伴い策定された基準地震動Ssの応答スペク

トルを一部の周期で超過したものの，全体としてはおおむね同程度又は

これを下回っていたことが認められるのであり(甲 94，乙 16， 2 

3) ，これらの事例の存在は，新指針に基づく基準地震動の合理性ない

し信頼性をある程度裏付けるものと評価することも可能である。

以上に'よれば，債権者らが主張する 7例が存在することをもって，直

ちに新規制基準下で策定された本件基準地震動の合理性や信頼性が否定

されるものではないというべきである。

(イ) また，債権者らは，債務者が大飯原発の敷地内を走る F-6破砕帯の

位置についての見解を変遷させたことを根拠に，活断層の調査が厳密に

されたと信頼することはできないと主張するが，債務者が調査をする過

程で破砕帯の位置についての見解を変遷させたこと自体は，原子力規制

委員会の審査及び債務者の調査等がより厳密に行われた結果と評価する

こともできるのであって(甲 72~79) ，このことを根拠に，債務者

の地盤調査が厳密にされなかったということはできないから，上記主張
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は失当である。

(ウ) さらに，債権者らは，中央防災会議での指摘を根拠として，本件基準

地震動の 700ガルを超える地震動をもたらすマグニチュード 7. 3以

下の地震は，どこでも発生する可能性があると主張するが，全疎明資料

によっても，そのような指摘を本件原発に当てはめることが，最新の科

学的・技術的知見に照らして合理的といえるかは明らかではないという

ほかなし、から，債権者らの上記主張は採用できない。なお，マグニチュ

ード 7. 3以下の地震はどこでも発生する可能性がある旨の指摘を考慮

しでも，直ちに本件基準地震動の策定過程の合理性が否定されないこと

は，後記ウ(イ)cにおいて併せて説示する。

ウ 基準地震動の策定過程の合理性について

ケ) 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

a 債権者らは，敷地ごとに震源、を特定して策定する地震動の評価にお

いて債務者が採用した本件地震動算定手法は，ぱらつきを抱えており，

それによって導かれた地震動は平均像でしかないが，平均像によって

原子力発電所の耐震設計をしようとすること自体が誤りである旨，ぱ

らつきの程度を踏まえれば少なくとも平均値の 10倍の地震動を考慮

する必要がある旨，松田式が有するぱらつきを考慮しないことが審査

ガイドの規定に違反している旨を主張する。

b 確かに，債務者が採用した本件地震動算定手法は，いずれも本質的

には過去の観測記録を基に地震動等を想定しようとするものであるか

ら(甲 56，202，乙 116，168， 170， 171) ，それら

の手法によって算定された基準地震動は，債権者らが主張するとおり，

設定された条件を前提とした平均的・標準的な地震動を示すものとい

うべきである。

そうすると，本件地震動算定手法によって得られた数値は，一定の
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幅を持ったぱらつきが内包されているというべきであり，審査ガイド

においても，震源モデルの長さ等と震源規模を関連付ける経験式を用

いて地震規模を設定する場合には当該経験式が有するぱらつきを考慮、

することとされている(甲 47)ところである。したがって，債権者

らの主張するとおり，債務者は，本件地震動算定手法を用いて地震動

を評価するに当たり，ぱらつきが内包されていることを考慮しなけれ

ばならないというべきである。

しかしながら，本件地震動算定手法が最新の科学的・技術的な知見

を踏まえても信頼性があるということは前記(2)イ附において説示した

とおりであるところ，債務者は，このことを前提に，その分析の基礎

となる条件設定において，敷地周辺の調査結果を踏まえて不確かさを

考慮した保守的な条件を採用することで，自然現象であるが故のばら

つきに対応しようとしたものと解される。

そして，強震動に影響を与える特性として，①地震の震源特性，②

地震波の伝播特性，及び③地盤の増幅特性(サイト特性)があり(甲

4 8) ，平均像から大幅に君離するような地震動は，上記の各特性に

関する特異な要因が影響しているものと考えることができ，その中で

も，地表で観測された地震動は地下 100mの地盤で観測された地震

動に比べて相当程度大きくなる傾向があること(甲 36 2) からする

と，地盤の増幅特性(サイト特性)は地震動の増幅に大きな影響を及

ぼす要素であると考えられる。そうしたところ，本件原発の敷地周辺

は，浅部は硬質な岩盤がほぼ均質に広がり，地震動を増幅させるよう

な特異な地盤構造は認められていないのであり(前記(1)イ(ウ)a・エ

(イ)) ，実際に，本件原発においては，兵庫県南部地震における最大加

速度も一般の地盤上にある舞鶴海洋気象台で観測された最大加速度よ

り大幅に小さい数値であったことが認められるのであるから(乙 11 
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5) ，本件原発の地震動評価においては，伝播特性や地盤の増幅特性

(サイト特性)による地震動の増幅も含めた大幅なばらつきまで考慮

しなかったとしても不合理とはいえず，震源特性について，震源断層

の長さや各種の震源断層に関するパラメータを保守的に設定すること

によって，平均的・標準的な地震動から耳障離する地震動に対応すると

いう方針を採用することにも，一定の合理性があるというべきである。

d そこで，債務者による震源断層の長さの評価をみると，債務者は，

文献調査に加え，陸域においては，空中写真判読，航空レーザー測量，

現地での測量等の地表調査を行い，必要に応じてボーリング調査， ト

レンチ調査，反射法地震探査等を行い，海域においては，海上音波探

査や海上ボーリング調査等を行うなど，詳細な調査に基づいて活断層

の長さを評価したものであり(前記(1)エ伺)，航空レーザー測量等の

新技術によって詳細な地形イメージが得られるようになっていること

(甲 43 1) も考慮すれば，上記の各種調査に基づく評価には相応の

信頼性があるというのが相当である。なお， r電力会社は地質コンサ

ルタントに調査や分析を委託している。この中には変動地形学を学ん

だ者もいるが，クライアントに都合の悪い結果を出すはずはないJとの

指摘(甲 429) もされているが，本件基準地震動の評価に用いられた

各種調査の信頼性に具体的な疑問を生じさせるような疎明資料はない。

さらに，債務者は，本件基準地震動の評価に大きく影響する FO-

A~FO-B~熊川断層について，その 3 連動を前提に，断層が確認

されていない区間(約 15 k m) も含めた一連の断層として， 63. 

4kmに及ぶ震源断層を想定し，上林川断層についても，断層の長さ

を断層の存在を確実に否定できるまで延長した 39. 5 k mの震源断

層を想定している(前記(1)イ(イ)・エ開)のであるから，一般に， トレ

ンチ調査では発生履歴を把握できない地震が存在するとの指摘(甲 3
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6 1)や，海上音波探査には限界があり， FO-A断層やFO-B断層

のような沿岸域の活断層調査とその適切な評価は残された課題であると

の指摘(甲 432)がされるなど，活断層の長さの評価には一定の限界

があることは否定できないものの，債務者が想定した震源断層の長さは，

十分に保守的なものと認めるのが相当である。なお，断層の長さの評価

について， I日本の原子力施設周辺では，あるはずの活断層が無視され，

無視できない場合にはできるだけ短く「値切る」としづ異常な安全審査

が行われてきたJとの指摘(甲 389) もあるが，債務者は，当初， F 

O-A~FO-B断層と熊川断層の連動を考慮していなかったところ，

原子力規制委員会からの指摘を受けて上記各断層の3連動を前提とした

評価が行われたところであり(前記(1)エ問) ，本件基準地震動の評価

において，上記のような異常な安全審査は行われなかったと認められ

る。

e そして，債務者は，応答スペクトルに基づく地震動評価については，

耐専式を用いる際に内陸補正係数を適用せず，不確かさを考慮、してパ

ラメータを設定したケースを複数考慮するなど，震源特性の不確かさ

を考慮した保守的な評価を行っていることは前記(2)イ(ウ)に説示したと

おりであり，しかも， FO-A~FO-B~熊川断層についてはマグ

ニチュード 7. 8という大規模な地震が敷地近傍(等価震源距離 18. 

6 k m)で発生することを想定している(前記(1)エ開)のであるから，

債務者の上記想定は，震源断層の長さを十分に保守的に設定し，震源

特性に関する各種パラメータについても保守的な配慮を行ったものと

いえる。

これに加え，距離減衰式では地震規模が大きくなるほど，震源距離

が小さくなるほど，ぱらつきが小さくなる傾向がみられたとの指摘が

されている(甲 43 8) ところ，耐専式は距離減衰式であり，かっ，
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FO-A~FO-B~熊川断層による地震はマグPニチュードが 7. 8 

と大きく，等価震源、距離が 18. 6 k mと比較的小さいといえること

も考慮すると，本件地震動算定手法に内包されるぱらつきを債権者ら

が主張するような方法で考慮、しなかったとしても，上記の保守的な想

定によりばらつきは適切に考慮されているものと評価するのが相当で

ある。

したがって，債務者による応答スペクトルに基づく地震動評価を不

合理であるということはできず，債務者の評価が審査ガイドに違反す

るということもできない。

f また，断層モデルを用いた手法による地震動評価についても，評価

の前提となる震源断層の長さが十分に保守的に設定されていることは

前記のとおりであり，地震発生層の上端深さも調査結果より更に保守

的に設定されていること(前記(1)エ(ウ))からすると，断層モデルにお

ける断層面積は相当程度保守的な設定がされたということができる。

さらに，断層面積以外の各種の震源特性に関するパラメータについて

も保守的な評価がされていることは前記(2)イ(ウ)で説示したとおりであ

る。そうすると，債務者は，本件地震動算定手法に内包されているぱ

らつきを債権者らが主張するような方法では考慮、していないが，保守

的な設定によって上記のばらつきをも考慮したものと評価することが

できる。

なお，債務者が断層面積から地震規模を評価する際に採用した本件

スケーリング貝Ijについては，地震規模が他の算定手法(特に松田式)

によるよりも過小に評価されるとの指摘(甲 308，317，320，

400)がされているところであるが，本件スケーリング則は，地震

動の評価において一般的に用いられる手法であり(前記(2)イ(イ)) ，そ

れ自体の科学的妥当性を直ちに否定することはできないことや，上記
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のとおり債務者が本件スケーリング則に適用する断層面積を保守的に

設定していることを考慮すれば，債務者による断層モデルを用いた手

法による地震動評価の合理性を直ちに否定することはできないという

べきである。

g 以上によれば，債権者らの主張を踏まえても，本件基準地震動の策

定過程の合理性を否定することはできない。

付) 震源を特定せず策定する地震動

a 債権者らは，震源を特定せず策定する地震動評価に関し，断層面か

らある程度離れた地点での観測記録を考慮するだけでは不十分である

旨，審査ガイドで取り上げられている収集対象となる内陸地殻内地震

は 17年間の 16地震にすぎず，この僅かな記録で地震動の最大値を

知ることは不可能である旨，留萌支庁南部地震 (Mw5. 7)につい

て，観測地点の地震動ではなく最大地震動を想定し，ぱらつきを平均

値の4倍程度とし，かつ， Mwを6. 5とした場合の地震動を想定す

べきであるなどと主張する。

確かに，審査ガイドで取り上げられている収集対象となる内陸地殻

内地震は 17年間の 16地震という限られたものであり，その中には，

断層面からある程度離れた地点での観測記録が検討対象とされている

ものもある。しかし，これらは検討対象として意味のある地震動を例

示したものであり，本件原発の稼働期間において生じ得る強震動を想

定するための基礎データとしての有用性を否定するに足りる疎明資料

もない。したがって，これらの観測記録を分析の対象とし，保守的な

評価を行って策定した応答スペクトルについては，観測記録の少なさ

や断層面との離隔のみを根拠に，その信頼性を直ちに否定することは

できないというべきである。

b その上で，債務者による震源を特定せず策定する地震動評価につい
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てみると，債務者は，原子力規制委員会の指摘も踏まえつつ，本件原

発の敷地周辺と地質学的背景に共通性がある観測記録を検討対象に選

択しており(前記(1)エ(キ.)) ，分析対象とした観測記録の選択に不合理

な点は認められない。そして，鳥取県西部地震の観測点(賀祥ダム)

のS波速度は1. 2ないし 1. 3 k m/  s，留萌支庁南部地震の観測

点 (HKD020 (港町)観測点)の基盤面(地下41m) のS波速

度は938m/sであるところ(前記(1)エ(胡)，本件原発の解放基盤

表面のS波速度は，上記各観測点のS波速度よりも速い2. 2 km/ 

s (標高は原子炉格納施設接地面の 2m)であるから L前記(1)エ(イ))， 

本件原発は上記各観測点よりも固い岩盤上に設置されているといえる。

そうすると，一般に軟らかい地盤ほど地震動が増幅される傾向があ

るといえる(乙 13， 112)から，仮に本件原発の敷地周辺で上記

各地震と同じ地震が発生した場合，本件原発の敷地での揺れは上記各

観測点よりも小さくなるものと考えられる。ところが，債務者は，こ

のような地盤の違いによる補正をすることなく，上記各地震の観測記

録を採用して評価を行っているのであるから，この点の債務者の評価

は保守的なものといえる。なお，硬質地盤では短周期の地震動が増幅

されやすいとの指摘もあるが(甲 36 2) ，この指摘は，軟弱地盤と

硬質地盤における長周期に対する短周期の地震動の増幅傾向の違いを

一般的に述べたものにすぎず，軟弱地盤ほど地震動が増幅される傾向

があるとの上記知見とは必ずしも矛盾するものではないと考えられる

から，採用の限りではない。

さらに，債務者は，留萌支庁南部地震の評価において，地下構造の

不確かさ等を考慮して保守的な数値を前提とした応答スペクトルを策

定しているのであるから，この点でも，債務者の評価手法は保守的な

ものといえる。
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以上に加え，債務者が検討対象とした加藤ほかの応答スベクト/レは，

我が国とアメリカのカリフオルニア州で発生した41の内陸地殻内地

震を検討対象として，強震観測記録に基づき，震源を事前に特定でき

ない地震の上限レベルを検討したものであることが認められるのであ

り(甲 204) ，この応答スペクトル自体が相当数の観測記録に基づ

く信頼性のあるものと評価できるのであるから，債務者が震源、を特定

せず策定する地震動評価において加藤ほかの応答スペクトノレも併せて

検討し，これを上回るように基準地震動を策定していること(前記(1) 

エ何)も併せ考慮すると，債務者が，本件原発の震源を特定せず策定

する地震動評価において，債権者らの主張するような不確がさの考慮を

行っていなかったとしても，そのことから債務者による評価を不合理で

あるということはできない。

c なお，債権者らは，九州電力株式会社川|内原子力発電所(以下「川

内原発」という。)における基準地震動の策定過程に関するものでは

あるが，留萌支庁南部地震の応答スベクトルを包絡線で処理していな

いことなど， )11内原発で採用された震源を特定せず策定する地震動の

評価手法を問題視する意見書を提出しており(甲 375の2) ，上記

意見書の指摘は，本件原発における震源、を特定せず策定する地震動評

価にも当てはまるものといえる。また，あらかじめ震源を特定できな

い地震の最大規模はマグ、ニチュード 7. 1程度，活断層で発生するが

地表で認めにくい地震の最大規模はマグ、ニチュード 7. 1程度，短い

活断層で発生する地震の最大規模はマグニチュード 7. 4程度との指

摘(甲 37 0) も踏まえれば，一般的には，あらかじめ判明している

活断層と関連付けることが困難な地震で，マグニチュード 7を超える

ものが起こる可能性を完全に否定することはできないというべきであ

る。
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しかし，本件原発については，その敷地近傍にFO-A~FO-B

~熊川断層や上林川|断層等の複数の活断層が存在しており(別紙 1) ， 

特に， FO-A~FO-B~熊川断層については，本件基準地震動を

策定するに当たって3連動を考慮し， 63.4kmにも及ぶ活断層に

よる地震(等価震源距離は 18. 6 k m，マグニチュードは 7. 8) 

が想定されているのであるから(前記(1)エ附)，本件原発において地

震動評価を行うに当たっては，活断層と関連付けることが困難な地震

による地震動よりも，敷地近傍の活断層に関連する地震動の評価が本

件基準地震動を策定する際に重要な意味を持つといえる。そうすると，

債務者の採用した基準地震動の策定手法，すなわち，敷地ごとに震源

を特定して策定する地震動評価において FO-A~FO-B~熊川断

層による地震を想定し，保守的な配慮をして応答スペクトルを評価し，

包絡線で処理した応答スベクトルとして基準地震動 Ss-lを策定し

た上で，この基準地震動Ss-lを上回る部分があるか否かという観

点から，震源を特定せず策定する地震動評価において設定した応答ス

ペクトノレを考慮、する手法(前記(1)エ(ク))には，相応の合理性があると

いうべきであるし， FO-A~FO-B~熊川断層において想定され

た地震規模(マグ、ニチュード 7. 8)及び震源距離(等価震源距離 1

8. 6 k m) に照らせば，一般的にはあらかじめ判明している活断層

と関連付けることが困難な地震でマク守ニチュード 7を超えるものが起

こる可能性を完全に否定することはできないということを踏まえても，

上記の合理性を否定することはできないというべきである。

(ウ) 基準地震動の策定

以上によれば，債権者らの主張を踏まえても，債務者が新規制基準下

で策定した本件基準地震動を不合理であるということはできないが，地

震が自然現象である以上，本件基準地震動を上回る地震動が本件原発を
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襲う可能性を完全に否定することはもとより不可能である。

しかし，本件基準地震動の年超過確率は 10-4~10-5/年( 1万な

いし 10万年に 1回程度)という低い数値になっているところ(前記(1) 

エ(ク)) ，国際原子力機関 (1AE  A) においても， 2段階で設定される

設計用地震動のうち，より厳しい設計用地震動(原子力発電所の設計上使

用される最大の地震動で，歴史上・地質学上起こり得る最大のもの)の年

超過確率は，おおむね 10-3~10-4/年に対応する地震動となってい

ることが認められること(乙 11 4)を考慮すると，一方で，年超過確率

自体については，これと基準地震動を結び付けることが問題であるとの指

摘，残余のリスクの評価に用いることは不可能であるとの指摘，地震学者

の問で広く理解され，支持されてきたものではないとの指摘もあり(甲 3

82，383，387)，この数字自体を絶対視すべきではないとしても，

本件基準地震動は，国際的な水準に照らして十分に保守的な評価がされた

ものということができる。

これに対し，債権者らは，債務者の年超過確率の算定手法は最新の知

見が反映されておらず，国際的な水準も下回る旨を主張するが，債務者が

年超過確率の算定において参照した地震PSA学会標準は，社団法人日

本原子力学会が標準委員会・発電炉専阿部会の下に地震PSA分科会を設

けて検討し，同専門部会，同委員会での審議を経て，アメリカにおけるP

SA (確率論的安全評価)の議論状況も視野に入れて策定されたものであ

り，これによる年超過確率の算定手法は， 1 AEAが定める安全基準類の

うち確率論的地震ハザード評価の指針を規定している SSG~9や，アメ

リカにおいて確率論的地震ノ、ザード評価に当たっての手順等を取りまとめ

た報告書 (EPRI3002000709)において採用されている算定手法と基本的に

合致したものであることが認められる(乙 141，186)。したがって，

債務者の採用した年超過確率の算定手法には，科学的裏付けに基づく相応
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の信頼性があるものと認めるのが相当である。

また，債権者らは，年超過確率の算定において使用された一様ハザー

ド・スベクトノレ(ある地域一帯に適用される硬質岩盤の表面における応

答スベクトル)の信頼性が薄弱であり，我が国より地震の発生頻度が少

ないアメリカの東部地域(ワッツ・パー原子力発電所)で使用されてい

る一様ハザード・スペクトルと比較しでも信頼性に疑問があるとする意

見書(甲 375の2)を提出する。しかし，債務者による年超過確率の算

定手法は，基本的な構造はアメリカの報告書 (EPRI3002000709)において

採用されている算定手法と合致するものではあるが，敷地周辺の活断層

をモデル化した特定震源、モデルと地震地体構造区分図に基づく領域震源、モ

デ、ルを策定した上で，地震規模と発生頻度の関係を一般的な関係式(グー

テンベルクーリヒターの法則)を用いるなどして評価し，距離減衰式によ

る地震動評価を行った上で，ロジックツリーを作成して確率論的ハザード

評価を行うものであって，その算定過程において，敷地周辺の地質学的な

データの量や質，敷地に影響を及ぼす活断層の有無や距離等が影響するも

のと解されるから，本件原発の算定結果とワッツ・パー原子力発電所の算

定結果を，我が固とアメリカの対比という観点から単純比較できるもので

はないというべきであるし，そもそも年超過確率は，単純にある規模の

地震が何年に 1回の割合で発生するかを明らかにするものではなく，地震

が起こることを前提に(決定論的に)その時どのような地震動が来るの

かを算定するという基準地震動の策定とは異なる観点から，基準地震動

の策定過程における不確かさの考慮、等の妥当性を評価するために行われる

ものであるから(前記(2)イ件.))，本件原発の年超過確率とワッツ・バー原

子力発電所の年超過確率との単純比較のみから，本件基準地震動の保守性

を裏付けるという意味での年超過確率の信頼性まで否定することはできな

いというべきである。
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なお，債務者が年超過確率を算定する際に参照した地震PSA学会標準

は，改訂作業が行われており(甲 369，394，468)，上記改訂作

業が完了した際には，債務者において最新の知見に基づいて年超過確率の

検証を行うことが求められることは当然でらあるが，この改訂によって債務

者が算定した年超過確率が大幅に修正されることをうかがわせる疎明資料

はなく，上記改訂作業が現に行われていることをもって債務者の策定した

年超過確率の信頼性が損なわれるとはいえない。

そうすると，本件基準地震動を上回る地震動が本件原発を襲う可能性

を完全に否定することは不可能で、あるとしても，前記(2)イ(エ)において説

示したとおり，本件原発が本件基準地震動による地震カに対して十分に

耐えることができるのであれば，本件原発の地震に対する危険性は社会

通念上無視し得る程度にまで管理されていると評価するのが相当である。

なお，債務者が本件基準地震動を策定する際に採用した地震予測手法

を提唱するなどしてきた入倉孝次郎京都大学名誉教授が，新聞社の取材

に対し， r科学的な式を使って計算方法を提案してきたが，これは地震

の平均像を求めるもの。平均からずれた地震はいくらでもあり，観測そ

のものが間違っていることもある。 J， r基準地震動はできるだけ余裕

を持って決めた方が安心だが，それは経営判断だ」と述べるなど，新規

制基準下での基準地震動が原子力発電所の安全性を確保する基準として

不十分であるかのような発言をしていることが認められる(甲 11 1)。

しかし，上記発言は，そもそも本件基準地震動を念頭に置いたものでは

ないし，その趣旨も，基準地震動を超える地震動が発生する可能性が完

全には否定できないことを率直に認めたものにすぎないものと解され，

この発言をもって直ちに本件基準地震動の保守性や基準地震動としての

合理性を否定することはできない。

エまとめ
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以上によれば，債権者らの主張を踏まえても，基準地震動に関する具体

的審査基準に不合理な点はなく，本件基準地震動が新規制基準に適合する

とした原子力規制委員会の判断に不合理な点はないとの前記判断(前記(2)

ウ)は左右されないというのが相当である。

3 争点(3)(耐震安全性の相当性)について

(1) 認定事実

前記前提事実，各項の末尾に掲記の疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，

以下の事実が認められる。

ア 新指針及び新規制基準における耐震設計方針

ケ) 旧指針では，各施設等が耐震重要度に応じた耐震性を備えることを基

本とし，耐震重要度分類について，原子炉格納容器や制御棒などの安全

上特に重要な施設をAsクラス， ECC Sや排気筒などの安全上重要な

施設をAクラス，廃棄物処理設備などの一般建築物の1. 5倍の強度を

持つ施設をBクラス，上記以外の一般建築物と同等な強度を持つ施設を

Cクラスとしていたが，新指針では，耐震安全上最も重要な施設の範囲

が，旧指針のAsクラスに加えてAクラスにまで拡張され，最上位のS

クラスに一元化された。(甲 121，122)

付) 新指針では，耐震重要度分類が Sクラスの施設については，基準地震

動Ssによる地震カに対してその安全機能が保持できるとともに，基準

地震動 Ssに基づき工学的判断により設定された弾性設計用地震動Sd 

による地震カ又は重要度分類に応じて算定された静的地震力のいずれか

大きい方の地震カに耐えるものとすることが求められた。

そして，弾性設計用地震動Sdによる地震力は，水平方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせたものとして算定されなければならないと

された。また，静的地震カに対しては， Sクラスの建物・構築物の評価

においては，水平地震カを建築基準法で定められた基準値である地震層
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せん断力係数C i (ただし， C iの算定に当たっては標準せん断力係数

CoをO. 2とする。)の 3倍として計算し，水平地震カと鉛直地震力

が同時に不利な方向に作用するものとされ， sクラスの機器・配管系の

評価においては，地震層せん断力係数C iに3倍を乗じたものを水平震

度とし，当該水平震度及び建物・構築物について算定された鉛直震度を

それぞれ20%増しとした震度より求めるものとされるなど，地震力の

算定法についても，具体的な規定が設けられた。

さらに，耐震安全性に関する設計方針の妥当性の評価に当たって考慮

すべき荷重の組合せと許容限界についても， sクラスの建物・構築物に

ついては，常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震

動ssによる地震力との組合せに対して，当該建物・構築物が構造物全

体としての終局耐力(建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大し

ていくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐

力)に対して十分な余裕を残し，建物・構築物の終局耐カに対し妥当な

安全余裕を有していることが必要とされ， sクラスの機器・配管系につ

いては，通常運転時，異常な過渡変化時及び事故時に生じるそれぞれの

荷重と基準地震動ssによる地震カとを組み合わせ，その結果発生する

応力に対して，構造物の相当部分が降伏し，塑性変形する場合でも，過

大な変形，亀裂，破損等が生じ，その施設の機能に影響を及ぼすことが

ないこととされ，そのうち動的機器等に関しては，基準地震動ssによ

る応答に対して，実証試験等により確認されている機能維持加速度等を

許容限界とするとされるなど， sクラスの施設等が基準地震動ssに対

して機能を喪失しないことが必要とされた。(甲 120，乙 21 ) 

(功新規制基準では， r設計基準対象施設は，地震力に十分に耐えること

ができるものでなければならないJ (設置許可基準規則4条 1項)とさ

れ， r耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を
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及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力(以下

「基準地震動による地震力」という。)に対して安全機能が損なわれる

おそれがないものでなければならないJ (同条3項)とされた。

また，上記の「地震力に十分に耐える」とは， Iある地震カに対して

施設全体としておおむね弾性範囲の設計がなされることをいう」とされ，

この場合の「弾性範囲の設計」とは， I施設を弾性体とみなして応力解

析を行い，施設各部の応力を許容限界以下に留めることをいう」とされ，

この場合の「許容限界」とは， I必ずしも厳密な弾性限界ではなく，局

部的に弾性限界を超える場合を容認しつつも施設全体としておおむね弾

性範囲に留まり得ることをいう」とされた(設置許可基準規則解釈別記

2第4条 1項)。

その上で，設計基準対象施設を耐震重要度分類に従ってSクラス， B 

クラス及びCクラスに分類し， sクラスについては， I地震により発生

するおそれがある事象に対して，原子炉を停止し，炉心を冷却するため

に必要な機能を持つ施設，自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施

設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する

可能性のある施設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の

影響を緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能

を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施

設，並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪

失を防止するために必要となる施設であって，その影響が大きいもの」

と定義され，少なくとも Sクラスとする必要のある施設が列挙された

(同条 2項 1号)。なお，使用済燃料を冷却するための施設はBクラス

とされ(同項2号) ，主給水ポンプ及び外部電源(送電線等)はCクラ

スとされた(同項3号)。

さらに，地震カの算定についても，水平2方向及び鉛直方向について
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適切に組み合わせたものとして算定する弾性設計用地震動による地震カ

と静的地震カについて算定方法が定められ(同条4項)，静的地震力に

ついては，建物・構築物の評価においては，地震層せん断力係数Ciに

施設の耐震重要度分類に応じた係数 (Sクラスの場合は 3倍)を乗じ，

機器・配管系の評価においては，地震層せん断力係数Ciに施設の耐震

重要度分類に応じた係数(同上)を乗じたものを水平震度とし，当該水

平震度及び建物・構築物について算定された鉛直震度をそれぞれ20%

増しとした震度より求めること(同項2号)とされるなど，おおむね新

指針と同様の算定方法が採用された。さらに，弾性設計用地震動につい

ては，適切な解析法を選定するとともに， r十分な調査に基づく適切な

解析条件を設定すること」や，入力地震動について， r敷地における観

測記録に基づくとともに，最新の科学的・技術的知見を踏まえて，その

妥当性が示されていることJなどが明記された(同項 1号)。

さらに，設計基準対象施設の設計に当たっては， r基準地震動による

地震力に対して，その安全機能が保持できることJ， r建物・構築物に

ついては，常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震

動による地震カとの組合せに対して，当該建物・構築物が構造物全体と

しての変形能力(終局耐力時の変形)について十分な余裕を有し，建物

・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していることJ， r機器

・配管系については，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び事故

時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震カを組み合わせた荷

重条件に対して，その施設に要求される機能を保持することJ (同条6

項 1号)などが必要とされた。(乙 17，90， 113)

イ 本件原発の耐震安全性評価

開債務者は，設計基準対象施設につき，耐震重要度に応じて，重要な安

全機能を有する施設(地震に伴って発生するおそれがある津波による安
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全機能の喪失を防止するために必要となる施設を含む。)をSクラス，

これと比べて安全機能を喪失ーした場合の影響の小さいものをBクラス，

これら以外の一般産業施設，公共施設と同等の安全性が要求される施設

をCクラスに分類し，耐震重要度に応じて耐震安全性を評価することと

した。

そして，債務者は，本件原発の評価値を計算するに当たり，地震応答

解析(地震動に対して構造物がどのように揺れるかを評価するために，

構造物を適切なモデ‘ルに置き換え，そのモデ、ルに地震動を入力して構造

物の揺れ方や力の働き方等を求める解析方法)を行った上で，応力解析

(地震応答解析によって得られた構造物に作用する地震力(荷重)によ

り，構造物を構成する各部位に力がどのように作用するかを求める解

析)を行うことで，単位面積当たりの応力を算出することとした。

その上で，債務者は，建物・構築物の評価については，質点系モデノレ

(質量を各階とも床面に集中させ，部材(壁や柱)の剛性や減衰を考慮

してモデル化する手法)を用い，基礎と構造的に一体である外部遮へい

建屋，原子炉格納容器，外周建屋，燃料取扱建屋及び内部コンクリート

を立ち上げ，質量の大きな蒸気発生器を組み入れるなどして，構成部位

ごとに質量・岡IJ性・減表を考慮したモデ、ルを構築し，これに本件基準地

震動を入力することで，各層の鉄筋コンクリート造耐震壁のせん断ひず

みの最大値を評価した。また，機器・配管系については，構築した建物

・構築物の質点系モデルに本件基準地震動を入力し，それぞれの建屋の各

質点(各階床)の揺れを解析し，求めた各階床の揺れ(床応答波)に基

づいて，各階に設置されている機器・配管系に生じる応力値等(評価

値)を算出した。(甲 11 6，乙 12， 13，73，113，審尋の全

趣旨(債務者主張書面(1l，同(13)兼異議審主張書面(8))) 

付) なお，債務者は，評価値の計算過程においては，エネルギー吸収効果

-131 -



( 

I ， 

(材料に発生する応力が降伏点を超えて材料が塑性変形する際により大

きなエネルギー吸収が生じて設備の揺れを抑制するという効果)を考慮

せず，機器等の重量は最大重量を用い，床応答スベクトルを周期方向に

+ 10%拡幅し，機器等の寸法についてのばらつきを考慮し，断面係数

を製造上定められた仕様の中で最小とすることで単位面積当たりに作用

する荷重が大きくなるように設定し，地震荷重と組み合わせる地震以外

の荷重については，運転状況によらず機器等の最高使用圧力を前提にす

るなど，保守的な評価を行った。また，荷重の組合せについては，水平

方向及び鉛直方向のそれぞれにつき地震動を入力して応答解析を行い，

機器・配管系に作用する地震力を算出し，水平2方向の地震動による地

震カのうち大きい方の地震力と鉛直方向の地震力を同時に作用させて評

価値を計算した。

その上で，債務者は，算出した評価値と材料ごとに規格等で定められ

た許容応カ等に基づく評価基準値(許容値)を比較し，評価値が評価基

準値(許容値)を超えないことを確認した。なお，債務者は，建物・構

築物については，既往の実験結果のばらつきも考慮して評価した鉄筋コ

ンクリート造耐震壁の終局せん断ひずみ(部材がせん断力により破壊す

る時点のせん断ひずみ)が 4.0X10-3であったところ，これに余

裕を持たせて 2.0X10-3と設定し，機器・配管系については，そ

こで用いられている材料の破壊実験結果に基づき，その実験値の下限値

を考慮して余裕を見込んだ数値を評価基準値(許容値)として採用し，

その材料については，材料メーカーが発行する材料証明書を取得し，適

切に製造された材料であることや，その材料の品質が規格等により定め

られた範囲内であることを確認した。 (甲 11 6，乙 12，13，73，

113， 117の1・2，乙 119，145，150， 183)

ウ 耐震安全性評価に対する審査
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ケ) 耐震パックチェック

原子力安全・保安院は，債務者が実施した本件原発に係る耐震安全性

の評価結果について審査を行い，本件原発の建物・構築物(原子炉建屋

及び原子炉補助建屋)の耐震安全性評価については，地震応答解析モデ

ルの妥当性を確認した上で，耐震パックチェックにおいて策定した基準

地震動ssによる地震応答解析結果の最大応答せん断ひずみの値(評価

値)が，耐震壁のせん断ひずみの評価基準値(許容値)を超えないこと

などを確認し，建物・構築物の耐震安全性は確保されていると判断した。

また，機器・配管系の耐震安全性評価については，安全上重要な機能を

有する Sクラスの施設のうち主要な 8施設(原子炉容器，蒸気発生器，

一次冷却材管，炉内構造物，余熱除去ポンプ，余熱除去配管，原子炉格

納容器及び制御棒(挿入性))について，構造強度評価，地震応答解析

手法，応力評価手法，床応答スペクトルの拡幅，水平・鉛直方向地震カ

の組合せ方法等の妥当性を確認した上で，基準地震動ssによる地震力

と地震以外の荷重を組み合わせて算定した評価部位の発生応力(評価

値)が評価基準値(許容値)以下であることなどを確認、し，安全上重要

な機器・配管系の耐震安全性は確保されていると判断した。(甲 11 

6 ) 

(イ) 原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は，債務者の設置変更許可の申請を受けて，債務者

の耐震重要度分類の方針，弾性設計用地震動の設定方針，地震応答解析

による地震力及び静的地震力の算定方針，荷重の組合せと許容限界の設

定方針，波及的影響に係る設計方針等について審査を行い，本件原発の

耐震設計方針がいずれも新規制基準に適合するものと判断した。(乙 1

2， 7 3) 

エ本件ストレステスト
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ケ) 債務者は，本件ストレステストにおいて，本件原発の設計上の想定を

超える地震動に対する頑健性に関して総合的な評価を実施するに当たり，

地震動が設計上の想定を超える程度に応じて，耐震重要度分類がSクラ

スの施設等が損傷・機能喪失するか否かを評価基準値(許容値)との比

較等を踏まえて評価することとし，その評価においては，起因事象の進

展過程をイベントツリーの形式で示し，その各段階で使用可能な防護措

置について，それぞれの有効性及び限界を示すこととした。(甲 11 8， 

1 1 9) 

(イ) まず，債務者は，炉心損傷に至る事象については，地震PSA学会標

準に示される考え方に基づいて， LOCA発生等のステップごとにその

有無を分類して起因事象を選定し， r主給水喪失J， r外部電源喪失J， 

「補機冷却水の喪失J， r 2次冷却系の破断J， r大破断LOCAJ， 

「中破断LOCAJ， r小破断LOCAJ， r格納容器バイパスJ (炉

心の燃料集合体から放出された放射性物質が格納容器雰囲気を経由する

ことなく環境に放出される事象)及び「炉心損傷直結Jの9事象を選定

した。(甲 118， 119，乙91 ) 

(明 次に，債務者は，選定した各起因事象に対して，事象の影響緩和に必

要な機能を抽出し，影響緩和機能に期待できない「格納容器バイパス」

及び「炉心損傷直結」の各事象を除いてイベントツリーを作成し，収束

シナリオを特定した。

また，債務者は，燃料体等の重大な損傷に関わる耐震重要度分類がS

クラスの設備等及び燃料体等の重大な損傷に関係し得るその他のクラス

の設備等を評価対象とし，各事象を収束させるのに必要な設備等を抽出

し，抽出した設備等について，耐震パックチェックにおいて策定した基

準地震動Ssによる評価値を求めた。さらに，各設備等の評価基準値

(許容値)については，既往の評価等で実緩があるものを用いるなどし
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て算定し，評価値が評価基準値(許容値)に達するのは基準地震動Ss 

の何倍の地震動が生じた場合であるかを算出し，耐震裕度を求めた。

その結果J炉心損傷に至る起因事象のうち， r主給水喪失j と「外部

電源喪失Jの各起因事象については，耐震重要度分類がB，Cクラスの

設備等の破損により発生することから，基準地震動Ss未満の地震動で

も発生するものと評価したが， Sクラスの設備等の破損により発生する

起因事象については，全て耐震ノtックチェックにおいて策定した基準地

震動 Ssに対して 1. 6 2倍(以下 r1.62SsJのように表記す

る。)以上の耐震裕度があるという結果となった。(甲 118， 11

9 ) 

件) 債務者は，耐震裕度の小さい起因事象から順番に，各影響緩和機能を

フォールトツリーに展開してその耐震裕度を求めるとともに，イベント

ツリーを作成して収束シナリオの耐震裕度を評価し，各起因事象を起点

とするクリフエッジを特定した。なお，炉心損傷に至る起因事象のうち

「主給水喪失」と「外部電源喪失」のイベントツリーは同様のものとな

ることから， r外部電源喪失Jにまとめて評価することとした。

このうち，耐震裕度が最も小さい「外部電源喪失」の収束シナリオの

耐震裕度は1. 77Ssとなり，これ以上においては，メタルクラッド

スイッチギア(以下「メタクラ」という。) ，パワーセンタが機能を喪

失する結果，空冷式非常用発電装置による給電が失敗することとなり，

炉心損傷に至るものと判断された。そして， r外部電源喪失Jの次に大

きな地震動で発生する起因事象である「補機冷却水の喪失Jについては，

その耐震裕度(1. 62Ss)が上記 1. 7 7 S sよりも小さいことか

ら，その収束シナリオについて評価を行ったところ， r補機冷却水の喪

失」を起点とするイベントツリーの耐震裕度は「外部電源喪失Jの場合

と同じく1. 77Ssとなり， r補機冷却水の喪失Jの次に大きな地震
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動で発生する起因事象である「炉心損傷直結Jの発生に係る耐震裕度は

2 S 8となることから，本件原発の炉心損傷に係るクリフエッジは1

77S8 (973. 5ガル)と特定された。

なお，債務者は，本件原発における訓練実績等を確認した上で，本件

原発については，全交流電源喪失が発生したとしても，外部からの支援

なしに，約 16ないし 19日にわたって燃料体等の冷却を維持でき，外

部からの支援態勢として，陸路だけでなくヘリコプターによって燃料等

の空輸を行う仕組みを構築していることから，外部からの補給が可能な

時間的余裕があることなどを確認するなど，収束シナリオの成立性につ

いても検討した。(甲 118，119)

同 以上の検討を経て，債務者は，平成 24年4月 6日 (4号機につい

て)及び同月 27日(3号機について)，本件ストレステストの結果を

原子力安全・保安院に提出した。これを受け，原子力安全・保安院は，

「発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価に係る意見聴取会Jを

設置・開催し，専門家からの意見聴取を行うとともに，債務者へのヒア

リングや現地調査を行い，起因事象の選定方法や耐震裕度の評価方法，

収束シナリオに係る防護措置の成立性や信頼性等を検討し，本件原発の

炉心損傷に係るクリフエッジを基準地震動S8の1.77倍 (97 3 

5ガル)とした債務者の評価を妥当なものと判断した。(乙 79) 

オ振動実験の結果

昭和 55年度から平成 16年度までの 25年間にわたり，多度津・大型

高性能振動台を用い，原子力発電所の実機を模擬した試験体(適切な縮尺

で形状及び材質等をできるだけ実機に近くモデル化したもの)に対する振

動実験(原子力発電施設耐震信頼性実証試験)が実施された。

上記振動実験では，本件原発と同じ加圧水型原子炉の設備に対して強度実

証試験及び限界加振試験(強度実証試験の揺れを超える地震波を入力して
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加振し，耐震安全上の余裕を確認する試験)が実施された。原子炉格納容

器については，強度実証試験で 591ガル(数値は，縮尺比や付加質量等

に基づく相似則により試算した実機相当の最大加速度(水平方向)。本項

の数値につき，以下同じ。) ，限界加振試験で887ガルが入力され，炉

内構造物については，強度実証試験で 729ガル，限界加振試験で 1094

ガルが入力され， 1次冷却設備については，強度実証試験で 1433ガル，

限界加振試験で2866ガルが入力され，原子炉容器については，強度実証

試験で 753ガル，限界加振試験で961ガノレが入力され，非常用ディーゼ

ル発電機システムについては，強度実証試験で 1360ガル，限界加振試験

で1770ガルが入力され，電算機システムについては，強度実証試験で5

26ガル，限界加振試験で2262ガルが入力され，原子炉停止時冷却系等

については，強度実証試験で 1800ガル，限界加振試験で2700ガルが

入力され，主蒸気系については，強度実証試験で 1940ガル，限界加振試

験で4850ガルが入力されたが，いずれも異常は発生しなかった。

以上のとおり，振動実験において，本件基準地震動 (70 0ガル)を超

える地震波が入力されたが，いずれの設備についても異常の発生は認めら

れなかった。(乙 21， 88) 

カ 本件原発における福島原発事故後の安全対策

同債務者は，福島原発事故を受け，外部電源に加え，非常用ディーゼル

発電機による電源供給機能も全て喪失する事象(全交流電源喪失)への

対策として，必要な容量を有する電源車や空冷式非常用発電装置を配備

し，監視等に必要な機器への電源供給や電動補助給水ポンプ等への電源供

給が可能となるようにした。また，債務者は，新規制基準への対応として，

空冷式非常用発電装置の運用向上の観点から，より迅速な給電が可能とな

るよう，中央制御室からの起動・停止ができるように改良するとともに，

電源車の追加配備を行った。さらに，交流電源、を供給するまでの電源と

ー137-



( 

/ー¥

して，直流電源(蓄電池)の増強も行った。(甲 118，119各添付

4 -1 ，甲 261~263 ，乙 1 1) 

付) また，電源が確保できない場合の原子炉の冷却については，動力源と

して電力を必要としないターピン動補助給水ポンプにより 2次冷却材管

を通じて蒸気発生器への給水が行われ，原子炉の除熱を行うことになる

ところ，そのための水を水源(復水タンクや海水等)から補給するため，

消防ポンプ及び消火ホースを配置し，津波による影響を受けない場所に

保管した。これに加え，債務者は，消防ポンプよりも吐出圧力の高い中

圧ポンプを配備するとともに，海水供給用可搬式ポンプの配備，タンク

聞の配管改造を行った。

さらに，債務者は，本件原発の設備等の冷却に必要な海水を汲み上げ

る海水ポンプの代替として，ディーゼル駆動式の大容量ポンプを配備し，

ECCSが使用できない場合に備え，炉心へ冷却水(海水等)を直接注

入するための可搬式及び恒設の代替低圧注水ポンプを配備した。(甲 1

18， 119各添付4-1，甲 152， 261~26'3 ，乙 1 1) 

(切 なお，債務者は，本件ストレステストにおいても，福島原発事故後か

ら本件ストレステストの評価時まで、に整備を行った緊急、安全対策の効果

について検討を加え，緊急安全対策整備前であれば，原子炉補機冷却水

サージタンクが機能喪失することで炉心損傷に至り，クリフエッジは 1.

6 2 S sと評価されるところ，緊急安全対策後は，上記サージタンクの

機能が喪失しても，空冷式非常用発電装置の配備，タービン動補助給水

ポンプの水源の確保により，タービン動補助給水ポンプを用いた 2次系

冷却が可能となり，緊急安全対策整備前後でクリフエッジが改善された

ものと評価した。そして，本件ストレステストの結果を審査した原子力

安全・保安院においても，福島原発事故後に実施された緊急安全対策等

により，耐震裕度が向上するとともに，空冷式非常用発電装置による給
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電機能及び消防ポンプによる水源確保の多様化と収束シナリオの追加が

され，安全対策の多重化・多様化が向上したと評価した。(甲 11 8， 

1 1 9，乙 79) 

キ 本件基準地震動を踏まえた耐震補強工事等

債務者は，本件基準地震動の策定に伴い，本件基準地震動に基づく評価

値が評価基準値(許容値)以下となるか否かを改めて確認し，耐震安全性

を満足しない見込みとなった設備や，耐震安全性を満足する見込みである

が安全性を更に向上させる必要があると判断した設備に対し，必要な耐震

補強工事を行うこととした。そして，本件原発の耐震補強工事として，配

管サポート類に対して 740か所，機器に対して 90か所にわたる工事を

実施し，耐震重要施設については，評価基準値(許容値)が本件基準地震

動に基づく評価値を上回っており，耐震安全性を有していることを確認し

た。(審尋の全趣旨(債務者主張書面(1自兼異議審主張書面(6))) 

なお，本件ストレステストにおいては，メタクラ及びパワーセンタの機

能喪失がクリフエッジとして特定され，その耐震裕度が1. 77S8とさ

れたところ，メタクラについては，本件基準地震動を前提とした評価値の

計算において保守的な手法を採用すると，その評価値に対する評価基準値

(許容値)の割合が 1. 04と評価されたが，債務者は，本件ストレステ

スト後，メタクラ及びパワーセンタが機能を喪失しこれらを経由した電源

供給を行えなくなった場合であっても電源供給が可能となるよう，代替所

内電気設備を設置し，同設備の本件基準地震動を前提とした評価値に対す

る評価基準値(許容値)の割合は1. 85と評価された。(乙 126， 1 

2 7) 

(2) 原子力規制委員会の判断の合理性

ア 新規制基準の内容の合理性

新規制基準は，設計基準対象施設を，耐震重要度分類に従ってSクラス，
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Bクラス及びCクラスに分類し，地震により発生するおそれがある事象に

対して，原子炉を「止めるJ， r冷やすJ，放射性物質を「閉じ込め

る」という安全確保の機能を果たす上で重要な施設等を Sクラスとした

上で，その施設等について，それ以外の施設等よりも厳しい想定の下で耐

震安全性を評価し，基準地震動に対して機能喪失しないことを要求し，本

件原発に基準地震動に相当する地震動が到来したとしても，原子炉の安全

性や放射性物質の拡散防止を確実なものにしようとしたものと解される。

そして， sクラスに分類される施設等は，上記のとおり原子炉の安全性

を確保するのに重要な役割を果たすものであり，これらの機能が喪失しな

ければ，原子炉を「止める J， r冷やすJ，放射性物質を「閉じ込め

る」ことが可能となり，原子力発電所全体の安全性を確保することがで

きるのであるから，原子炉の安全性を確保するのに重要な役割を果たすも

のと，原子炉の通常運転に必要であるがその安全性確保に不可欠とはいえ

ないものとを区別し，前者を Sクラスとして高度の耐震安全性を持たせる

という考え方は，原子力発電所全体の安全性を確保するという観点から十

分な合理性があるというべきである。なお，このような耐震安全性の基本

的な考え方は，新指針においても採用されていたものであり，新規制基準

において変更されたものではないが，新指針においては，耐震安全設計上

最も重要な施設の範囲が旧指針から拡張され(前記(1)アケ))，さらに，新

規制基準では，耐震重要度分類の定義を具体化するとともに，少なくとも

Sクラスに分類すべき施設を具体的に列挙することでSクラスの範囲が明

確にされるなど(前記(1)ア(ウ))，耐震安全性評価の明確化，厳格化が図ら

れてきたといえる。

また，新規制基準では，耐震安全性を確認する際に必要となる地震力の

算定や設計基準対象施設の設計等の評価については，基本的な方針が明示

されるとともに，最新の科学的・技術的知見を踏まえたものであることが
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明示的に要求されているのであるから(前記(1)ア(ウ))，窓意的な計算を排

除し，かっ，最新の知見に基づいた精度の高い評価を行うことが求められ

ているものといえる。なお，新規制基準では，基準地震動による地震力に

耐えると評価するに当たり，局部的に弾性限界を超える場合を容認してい

るが，これは，施設全体としておおむね弾性範囲にとどまり得ることを要

求することで原子力発電所全体としての安全性を確保するものと解される

のであり，弾性限界を超える場合を容認していることをもって新規制基準

の規制が不合理であるということはできない。

以上によれば，耐震安全性に関する新規制基準の内容に不合理な点はな

いと認めるのが相当である。

イ 調査審議及び判断の過程等の合理性

債務者は，建物・構築物については，地震応答解析モデルを用いて各層

の鉄筋コンクリート造耐震壁のせん断ひずみの最大値(評価値)を評価し，

これが評価基準値(許容値)を超えないことをもって基準地震動に対する

各建屋の耐震安全性が確保されていることを確認し，機器・配管系につい

ては，床応答波を基に当該階床に設置している機器・配管系に生じる応力

値等(評価値)を求め，これを評価基準値(許容値)である材料ごとに規

格等で定められた許容応力等と比較し，応力値等(評価値)が評価基準値

(許容値)を超えないことをもって基準地震動に対する各機器・配管系の

耐震安全性が確保されていることを確認したものであるが(前記(1)イ)， 

債務者が採用した評価値及び評価基準値(許容値)に合理性があるのであ

れば，評価基準値(許容値)に対して評価値が余裕を有していることをもっ

て，本件基準地震動に対して耐震安全性が確保されていると判断することに

は合理性があるといえる。

そして，債務者は，本件原発の耐震安全性評価を行うに当たり，地震応

答解析及び応力解析を行うことで評価値を算出しているが，地震応答解析
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において債務者が採用したモデ、ル化の手法や荷重の組合せの方法は，電気

協会原子力規格委員会「原子力発電所耐震設計技術規程JEAC4601-2008J

等の規格に沿う手法であることが認められるのであり(乙 146， 1 5 

0) ，最新の科学的・技術的知見を踏まえた検討手法が採用されたものと

いえる。さらに，債務者は，評価値の算定過程においては，床応答スペク

トルを拡幅することで機器等に作用する荷重を保守的に見積もり，断面係

数を最小とすることで単位面積当たりに作用する荷重が大きくなるように

設定し，エネルギー吸収効果も考慮、しないことにするなどの保守的な評価

を行い，評価基準値(許容値)を算定するに当たっても，建物・構築物に

ついては，鉄筋コンクリート造耐震壁の終局せん断ひずみに余裕を持たせ

た数値を採用し，機器・配管系についても，材料の品質保証を前提に破壊

実験結果に余裕を見込んだ数値を採用するなど(前記(1)イ) ，保守的な評

価を行ったものといえるから，債務者が採用した評価値及び評価基準値

(許容値)には合理性があるというべきである。

以上に加え，原子力発電施設耐震信頼性実証試験において，本件原発と

同じ加圧水型原子炉の主たる設備がいずれも本件基準地震動を上回る耐震安

全性を有していることが実証的な手法によって確認されていること(前記(1) 

オ)，本件原発においては，福島原発事故を踏まえ，全交流電源喪失のよ

うな厳しい事象においても電源や冷却機能を確保できるように，各種の緊

急安全対策が講じられ(前記(1)カ) ，さらに，本件基準地震動の策定に伴

なって本件基準地震動に基づく評価値が評価基準値(許容値)以下となる

ように耐震補強工事が実施され，耐震重要施設については本件基準地震動

による評価値が評価基準値(許容値)を下回ることが確認されていること

(前記(1)キ)，本件ストレステストにおいてクリフエッジが本件基準地震

動 (700ガル)を上回る 97 3. 5ガルと特定され(前記(1)エ) ，かっ，

本件原発のクリフエッジとして特定された事象(メタクラ及びパワーセン
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タ)については，より耐震安全性の高い代替設備が整備されていること

(前記(1)キ)を併せ考慮すると，本件原発の耐震重要施設(耐震重要度分

類が Sクラスの施設等)の評価基準値(許容値)は，本件基準地震動によ

る評価値に対して相応の余裕を有しており，かつ，本件原発は，原子炉を

「止めるJ， I冷やすJ，放射性物質を「閉じ込めるJという観点から，

原子力発電所全体として安全性の確保が図られているものと評価するのが

相当である。

そうすると，本件原発の耐震重要施設は，本件基準地震動による地震力

に対して安全機能が損なわれるおそれがない設計がされ，本件原発は，本

件基準地震動による地震力に対して十分に耐えることができる設計がされ

ていると認めるのが相当であるところ，本件基準地震動に合理性が認めら

れることは争点(2)(基準地震動の合理性)に対する判断(前記2) において

説示したとおりであるから，本件原発の地震に対する危険性が社会通念上

無視し得る程度にまで管理されているかという観点に照らしでも，本件原

発の耐震設計方針が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の調査

審議及び判断の過程等に看過し難い過誤，欠落は認められないというのが

相当である。

ウまとめ

以上によれば，耐震安全性に関する具体的審査基準並びに本件原発の耐

震安全性に関する原子力規制委員会の調査審議及び判断の過程等に不合理

な点はなく，本件原発の耐震安全性が新規制基準に適合するとした原子力

規制委員会の判断に不合理な点はないと認めるのが相当である。

(3) 債権者らの主張について

ア 耐震安全性の確保の考え方(安全余裕の存在)について

fア1債権者らは，基準地震動に対して余裕を有しているということは，不

確定性を有する構造物が確実に基準地震動に耐えられるということを意
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味するのであり，基準地震動を超えても確実に構造物の安全性が確保さ

れるということを意味するものではないし，評価基準値(許容値)と評

価値の算定過程には不確かさが内包されているから，本件ストレステス

トの結果によれば耐震裕度があり，また，耐震重要施設の評価基準値

(許容値)が新たに策定された本件基準地震動を前提とする評価値に対

して余裕を有しているからといって，本件基準地震動に対する耐震安全

性が確保されているとはいえない旨を主張する。

しかし，債務者が，評価値及び評価基準値(許容値)の算定過程にお

いて保守的な考慮を行っているといえることは，前記(2)イにおいて説示

したとおりであるが，これに加え，溶接の良否や保守管理の良否等につ

いては，各種の基準や規格等において高度の品質管理が行われていると

認められ(乙 11 3) ，本件原発においても，溶接や保守管理の質が高

い水準で確保されているものと認めるのが相当であること，機器の製作

方法に起因して必然的に生じる寸法のばらつきについては，原子力発電

所全体の保守性によって手当てをするという設計方針が一般的に採用さ

れていると認められること(乙 14 5) も併せ考慮すると，債務者が設

定した評価値及び評価基準値.(許容値)の合理性は，構造物等の不確定

性を考慮しでも否定されないというのが相当である。

また，新潟県中越沖地震では，柏崎刈羽原発が当時の基準地震動を超

える地震動を受けたが，原子力発電所全体として安全性を維持したこと

(乙 173，175)は，評価基準値(許容値)の評価値に対する余裕

が，安全余裕として意味のあるものであることを裏付けているというこ

とができる(もっとも，新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原発が受けた損傷

は決して軽微なものとはいえず，そこで生じた事象を真撃に分析し，教

訓としなければならないことは，債権者らの提出する意見書(甲 40

3 )において指摘されているとおりであるが，この指摘をもって上記の
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柏崎刈羽原発に関する安全余裕の評価が左右されることはない。)。

したがって，本件原発の耐震重要施設について，評価基準値(許容

値)が評価値に対して余裕を有していることをもって，耐震安全性を有

していると判断した債務者の評価を不合理であるということはできない。

なお，本件ストレステストの結果が，本件原発の耐震安全性が本件基準

地震動に対し士相応の余裕を有していることを裏付ける一事情として評

価できることは，後記オにおいて説示する。

(イ) また，債権者らは，評価基準値(許容値)が塑性変形を許す数値とな

っており，過酷事故の発生領域に踏み込んだ設定がされているとして，

評価基準値(許容値)と評価値との差を安全余裕と評価することはでき

ないと主張する。

そこで検討すると，評価基準値(許容値)が塑性変形を許す数値とな

っている点については，再稼働申請における工事計画認可の審査の際に

用いられる「耐震設計に係る工認審査ガイドJ (乙 184)では，電気

協会が策定した「原子力発電所耐震設計技術指針]EAG4601-1987J (乙

183のし以下 I]EAG4601-1987J という。)及び原子力発電所耐震

設計技術指針 重要度分類・許容応力編]EAG4601・補一1984J (乙 18 

3の2。以下 I]EAG460ト1984J といい，これらを併せて I]EAG4601J

という。)を根拠として評価基準値(許容値)を定めることが是認され

ており(乙 184) ，債務者においても， ]EAG4601に基づいて評価基準

値(許容値)を評価したことが認められる(乙 11 3)。そして， ]EAG 

4601-1987では，建物・構築物の評価基準値(許容値)については，構

造物全体として十分変形能力(ねばり)の余裕を有し，終局耐力に対し

て安全余裕を持たせた値とする方針とされ，機器・配管系の評価基準値

(許容値)については，限界強度又は機能維持上妥当な安全性を有して

いることを確認しなければならず，過大な変形を起こして必要な機能が

、
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そうすると， ]EAG4601では，原則として弾性限界を超える値が評価基

準値(許容値)として設定されているということになるが，仮に弾性限

界を超えるとしても，当該施設等の必要な機能がなお維持されるのであ

れば，原子力発電所全体の安全性は確保されているというべきところ，

上記のとおり， ]EAG4601では，弾性限界を超えることを想定しつつも，

建物・構築物に構造物全体として十分な余裕を持たせ，機器・配管系に

ついても機能維持上妥当な安全性を確保することが求められているので

あるから，弾性限界を超える値を評価基準値(許容値)として設定して

いること自体から本件原発の耐震安全性が確保されていないと断じるこ

とはできない。そして， ]EAG4601に基づく数値についても， ]EAG4601-1 

984の策定に当たっては，地震学，耐震工学，原子力安全工学，材料強

度解析等の各分野に関する学識経験者，発電用原子炉設置者及び原子力

設計製作者が関与し，検討会等が多数回開催され， ]EAG4601ー1987の策

定に当たっても，地震動検討会，土木構造物検討会，建物・構築物検討

会及び機器・配管系検討会等が設けられて各専門分野の検討が行われた

ことが認められる(乙 18 3)のであるから，科学的・技術的知見に裏

付けられた信頼性のあるものというべきである。

したがって，債務者の採用した評価基準値(許容値)が塑性限界を超

える場合を容認する数値であることを考慮しでも，評価基準値(許容

値)が評価値に対して余裕を有していることをもって，本件原発が耐震

安全性を有していると判断した債務者の評価を不合理であるということ

はできない。

イ 主給水ポンプと外部電源の耐震性について

開 債権者らは，主給水ポンプ及び外部電源は，原子炉の安全確保の上で

(
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不可欠な役割を 1次的に担う設備であるにもかかわらず，安全上重要な

設備とされておらず，これらの脆弱さは安全上重大な欠陥であると主張

する。

しかし，本件原発においては，主給水ポンプが機能を喪失した場合に

備え，補助給水設備として，電動機により駆動する 2台の電動補l助給水

ポンプ及び蒸気タービンにより駆動するタービン動補助給水ポンプが配

備されているところ(乙 11) ，補助給水設備の耐震重要度分類を S

クラスとすることで，炉心の冷却機能について高い耐震安全性を持た

せているものといえる(乙 76)。

さらに，債務者は，タービン動補助給水ポンプの水源、を確保するため，

消防ポンプ及び消火ホースを配備するとともに，中圧ポンプや海水供給

用可搬式ポンプの配備，海水ポンプの代替となるディーゼル駆動式の大

容量ポンプの配備，タンク聞の配管改造，炉心へ冷却水(海水等)を直

接注入するための可搬式及び恒設の代替低圧注水ポンプの配備等を行っ

ており(前記(1)カ(イ)) ，多様な給水手段ないし炉心冷却手段を整備して

いるといえる。

そうすると，主給水ポンプの耐震重要度分類はSクラスとされていな

いが，高度の耐震安全性が要求されるタービン動補助給水ポンプ等の耐

震重要施設等によって原子炉の安全性が確保される設計方針になってい

るといえるのであり，その設計方針は，原子炉の安全性を原子力発電所

全体として確保するという観点から合理性があるというべきである。

したがって，主給水ポンプの耐震重要度分類がSクラスとされていな

いことをもって，本件原発の耐震設計に安全上の欠陥があるということ

はできない。

(イ) また，外部電源については，これを喪失しでも，非常用電源から電源

を供給することができれば原子炉の安全性は確保されるというべきであ
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るところ，本件原発においては，外部電源、を喪失した場合に備えて，

原子炉の安全性確保のために必要な電力を供給できる非常用ディーゼ

ル発電機を配備しており(前提事実(4)ア(ポ・エ) ，この非常用ディー

ゼ、ル発電機の耐震重要度分類を Sクラスとすることで高い耐震安全性

を持たせていることが認められる(乙 76 )。

さらに，本件原発では，福島原発事故を踏まえ，非常用ディーゼル発

電機による電源供給機能も全て喪失するような事象(全交流電源喪失)

への対策として，必要な容量を有する電源、車や空冷式非常用発電装置が

配備され(前記(1)カ伺)，本件ストレステストにおいてもその効果が確

認されるなど(前記(1)カ(ウ'))，多様な電源供給方法が確保されているとい

うことができることも併せ考慮すると，外部電源の耐震重要度分類が S

クラスとされていないことをもって，本件原発の耐震設計に安全上の欠

陥があるということはできない。

(ウ) さらに，債権者らは，非常用デイマゼル発電機が正常に機能し，補助

給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても，①主蒸気逃し

弁による熱放出，②充てん系によるほう酸の添加，③余熱除去系による

冷却のうち，いずれかに失敗しただけで，補助給水設備による蒸気発生

器への給水ができないのと同様の事態に進展するのであり，補助給水設

備の実効性は不安定なものにすぎないとして，主給水ポンプや外部電源

の脆弱性が本件原発の安全上の欠陥であると主張するところ，本件スト

レステストのイベントツリーによれば，債権者らが主張するとおり，上

記①ないし③のいずれかの操作に失敗すれば，補助給水設備による蒸気

発生器への給水ができない事態に進展することが認められる(甲 11 8， 

119各添付5一(1)ー 5)。

しかし，本件原発については，耐震重要施設(上記の主蒸気逃し弁，

充てん系，余熱除去系のいずれもこれに含まれる(甲 118， 119各

-148 -



(¥ 

I¥  

添付5一(1)-1) 0 )が本件基準地震動に対して耐震安全性を有するこ

とが確認されているところ(前記(1)エ・キ) ，本件基準地震動に相当し，

又はこれを下回る地震動によって上記①ないし③の操作が実施不可能な

いし困難になることをうかがわせる疎明資料はないから，債権者らの上

記主張は採用できない。

なお，確かに，施設等の耐震安全性が確保され，求められる操作が実

施可能で、あったとしても，危機時における人為的なミメ等が生じ，求め

られる操作に失敗する可能性を否定することはできない。そして，実際

に，本件原発以外の原子力発電所の定期試験中に非常用ディーゼル発電

機の起動に失敗した事例や，スリー・マイル・アイランド原子力発電所

において補助給水ポンプによる給水に失敗した事例があることが認めら

れるところである(甲 241，242)。しかし，人為的なミス等の要

因に対しては，最悪の事態を想定して訓練を繰り返すことで安全性を確

保するほかないというべきであるが，施設等の耐震安全性自体が確保さ

れ，それを危機時に適切に操作するための教育・訓練が適時適切に実施

されているのであれば，操作に失敗することを前提にして耐震設計に安

全上の欠陥があると評価するのは相当とはいえない。そして，債務者は，

福島原発事故を踏まえ，最悪の事態を想定した教育・訓練を実施し，今

後も適時適切に実施していく予定であることが認められるのであるから

(甲 261，26 3) ，今後，上記のような失敗事例を踏まえ，訓練や

定期的な検査を継続することが不可欠で、あることは当然であるが，危機

時における人為的なミス等が生じる可能性があることを理由として，本

件原発の耐震設計に安全上の欠陥があるということはできない。

ワ 制御棒破損の危険性について

債権者らは，原子炉運転中に制御棒を受け入れる原子炉の構成部分等が

破損し，原子炉を停止できなくなると，その後に原子炉が冷却できないよ
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うな事態が併発し，炉心溶融に至る危険が生じると主張する。

しかし，制御棒クラスタ，制御棒駆動装置，制御棒クラスタ案内管，制

御棒案内シンブ、ル等の原子炉を緊急停止させるための施設は，いずれも「原

子炉を停止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設J (設置許可

基準規則解釈別記2第4条2項 1号本文)として耐震重要度分類が Sクラ

スとされるところ(甲 118， 119各添付5一(1)-1，乙 17， 9 0) 

Sクラスに分類される施設等が本件基準地震動に対して相応の余裕を持っ

て安全性を有していることは前記(2)イにおいて説示したとおりであり，他

に債権者らの主張する制御棒破損の危険性をうかがわせる疎明資料もない。

なお，債務者は，制御棒については，制御棒クラスタ落下開始から全スト

ロークの 85%が挿入されるまで 2. 2秒という安全評価の解析条件の数

値を評価基準値(許容値)とし，基準地震動Ssによる制御棒の挿入時聞

が 1.75秒となることから評価基準値(許容値)を下回ることを確認し

ており(甲 11 6) ，その機能の実効性についても確認がされている。

そうすると，債権者らの上記主張を踏まえても，本件原発の耐震設計に

安全上の欠陥があるとはいえない。

エ 配管破損の危険性について

債権者らは，蒸気発生器の多数の微細な伝熱管が地震動による影響を受

けるなどして原子炉の運転中に 1次冷却材管が破損すれば，炉心溶融ない

し周辺環境への放射性物質の漏出につながり，原子炉の運転中に 2次冷却

材管が破損すれば， 1次冷却材管の破損が誘発されると主張する。

しかし， 1次冷却材管は， r原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機

器・配管系J (設置許可基準規則解釈別記2第4条 2項 1号)として耐震

重要度分類がSクラスとされるところ(甲 118， 119各添付5ー (1)

1 ，乙 17， 90) ，Sクラスに分類される施設等が本件基準地震動に対

して相応の余裕を持って安全性を有していることは前記(2)イにおいて説示
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したとおりである。

また，本件ストレステストでは r2次冷却系の破断」が起因事象として

取り上げられているが(前記(1)エ(イ)) ，その耐震裕度は 2.25Ss(対

象設備は主蒸気系配管)と評価されており(甲 11 8，甲 11 9各表 5ー

(1 )ー 1) ， 2次冷却材管については高度の耐震安全性が確保されていると

いえるのであり，他に本件原発において 2次冷却材管の破損に誘発されて

1次冷却材管が破損する危険性があることうかがわせる疎明資料もない。

そうすると，債権者らの上記主張を踏まえても，本件原発の耐震設計に

安全上の欠陥があるとはいえない。

オ イベントツリーの実効性について

(ア1債権者らは，ストレステストは机上のシミュレーションにすぎず，シ

ナリオや入力値次第で百号、意的に導くことも可能なものであって，適切な

安全評価をできるものではないと主張する。

しかし，ストレステストは，起因事象を選定し，各起因事象に対して

影響緩和に必要な機能を抽出し，イベントツリーを作成して特定した収

束シナリオの実現に必要な機器の耐震裕度を個々に評価し，クリフエッ

ジを特定するものであるところ，債務者は，起因事象を選定するに当た

っては，地震PSA学会標準に依拠して起因事象を特定し，耐震パック

チェックにおいて策定した基準地震動Ssに対する評価値を用い，各設

備等の評価基準値(許容値)についても，既往の評価等で実績があるも

のを用いて耐震裕度を評価するなど(前記(1)エ(功) ，科学的・技術的知

見に依拠し，かっ，債務者による恋意の介在しない評価を行っているも

のといえる。また，債務者は，全交流電源喪失となっても，約 16な

いし 19日間は給水の継続による炉心の冷却が可能であることを確認

し，電源喪失から炉心損傷に至るまで相当程度の時間的余裕を確保で

きることを確認しており，原子力安全・保安院においても，現地調査
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等によってイベントツリーにおいて想定された収束シナリオの成立性

が確認されているのであって(前記(1)エ(エ)・(オl) ，他に本件ストレステ

ストの過程に債務者の怒意が介在したことをうかがわせる疎明資料もな

し、。

そうすると，本件ストレステストは，相応の科学的・技術的な根拠を

有するものと認めるのが相当であり，これによって適切な安全評価をす

ることはできないなどという債権者らの主張は採用できない。

何) 債権者らは，本件ストレステストは，経年変化が適切に考慮されてい

なかったり，支持構造物が対象から合理的理由なく除外されていたりす

るなど，不十分なものとなっていると主張する。

しかし，本件ストレステストにおいては，一部の機器等の経年変化に

よって機器等の応力を増加させる可能性があるとして，耐震安全上考慮

すべき経年変化が拍出されて考慮されていること，評価の対象外とされ

た支持構造物については，既往の実証試験において，設計荷重を超える

ような地震荷重に対し，損傷が本体の安全機能喪失に至るまでには大き

な余裕があることが確認されていることが認められる(甲 118， 11

9各 15・16頁，同各添付5ー (1)-9 ，乙 79)から，債権者らの上

記主張は採用できない。

(功 債権者らは，ストレステストにおいて起因事象を余すことなく抽出す

ることは困難であると主張する。

しかし，ストレステストは，安全上重要な設備によって燃料体等の重

大な損傷の発生を回避できるかを検討し，クリフエッジを特定するため

に行うものであるから(前提事実(6)イ) ，燃料体等の損傷を防止する設

備を特定するのに必要な起因事象が，ある程度抽象的であれ抽出できて

いれば足りるというべきである。そして，債務者は，起因事象の抽出に

当たり，地震PSA学会標準を参照したものであるが(前記(1)エ(イ))， 
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この基準は，起因事象の分類についてアメリカの基準を参照しつつ，関

連分野の専門家により科学的・技術的知見が集約されたものであること

が認められるから(乙 14 1) ，債務者は，信頼性の高い基準に依拠し

て起因事象を抽出したものということができ，原子力安全・保安院にお

いても，本件ストレステストにおける起因事象の抽出方法の妥当性が審

査・確認されている(前記(1)エ附)。なお，本件ストレステストにおい

て抽出された起因事象は，アメリカの原子力発電所において抽出された

起因事象と大差ないことが認められるのであり(乙 14 1) ，本件スト

レステストにおける起因事象の抽出が国際水準に照らしても合理的なも

のであったことを裏付けているといえる。

したがって，債務者は，本件ストレステストにおいて必要な範囲で適

切に起因事象を抽出したものと認めるのが相当である。

(司 債権者らは，イベントツリーでは，過酷事故の過程における人的ミス，

見えない欠陥，不運を想定して評価することはできないし，実際の事故

対策には不確実性が伴うのであるから，イベントツリーの有効性には限

界があると主張する。

しかし，人的ミス等の要因や，実際の事故対策における不確実性につ

いては，最悪の事態を想定して訓練を繰り返すことで安全性を確保する

ほかないが，本件ストレステストでは，訓練実績も踏まえてイベントツ

リーの収束シナリオの成立性が検討されているのであり(前記(1)エ件.))

実現可能性を確認してイベントツリーの収束シナリオが策定されている

といえる。

そうすると，収束シナリオの実現性をより確実なものとするため，危

機時を想定した適時適切な訓練が継続されなければならないのは当然で

あるが，事故対策の不確実性に関する債権者らの主張を踏まえても，本

件ストレステストの信頼性を否定することはできないというべきである。
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間 以上に加え，本件原発については，本件ストレステストの実施後，本

件基準地震動を踏まえた耐震補強工事，代替所内電気設備の設置等が実

施されたことにより(前記(1)キ)，本件原発全体の耐震性は本件ストレ

ステスト当時よりも向上しているものと推認することができる。そうす

ると，確かに，本件ストレステストは耐震ノ〈ックチェックにおいて策定

された基準地震動ssに基づくものであり，本件ストレステストによっ

て特定されたクリフエッジの地震動 (97 3. 5ガル)を本件基準地震

動に対する耐震安全性の評価にそのまま用いることは相当ではないとし

ても，上記クリフエッジの値が本件基準地震動をも上回っていることは，

少なくとも本件原発の耐震安全性が本件基準地震動に対して相応の余裕

を有していることを裏付ける一事情として評価することができる。なお，

本件ストレステストは一次評価であって，二次評価まで実施しなければ

精度の高い評価にはならないといえるが(甲 244) ，このことは，一

次評価の結果を上記の限度で評価することまで否定するものとはいえな

し、。

カまとめ

以上によれば，債権者らの主張を踏まえても，耐震安全性に関する具体

的審査基準に不合理な点はなく，本件原発の耐震安全性が新規制基準に適

合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はないとの前記判断

(前記(2)ウ)は左右されない。

4 争点(4)(使用済燃料の危険性)について

(1) 認定事実(本件使用済燃料ピットの安全性に関連する事実)

前記前提事実，各項の末尾に掲記の疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，

本件使用済燃料ピットの安全性に関し，以下の事実が認められる。

ア 本件使用済燃料ピットの概要

本件使用済燃料ピットは，燃料取扱建屋の基礎直上の地盤面近くに設置
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されており，構内道路から燃料取扱建屋に設けられている建屋出入口扉を

通じて直接アクセスすることができる。
/吋

使用済燃料は，本件使用済燃料ピットの底部に設置された燃料ラック内に

垂直に立てた状態で収納されている。本件使用済燃料ピットの水位は，通常

約 12mであり，使用済燃料の長さは約4mであるため，使用済燃料の上端

から水面までは約 8mの水位がある。(前提事実(5)，甲 154，乙 93の

1 ) 

イ 新指針及び新規制基準における規制

使用済燃料ピットに関する耐震重要度分類について，新指針では，使用

済燃料を貯蔵するための施設はSクラス，使用済燃料を冷却するための施

設はBクラスとされた。新規制基準においても，新指針と同様，使用済燃

料を貯蔵するための施設はSクラス，使用済燃料を冷却するための施設は

Bクラスとされ，各クラスに応じた耐震設計が求められた(設置許可基準

規則解釈別記2第4条2項1号及び2号)。

また，新規制基準では，使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策が

求められており(設置許可基準規則 37条 3項) ，必要な措置として，

「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失することにより，使用

済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下する事故J及

び「サイフォン現象等により使用済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失が発

生し，使用済燃料貯蔵槽の水位が低下する事故Jに対して， r燃料有効長

頂部が冠水していることJ， r放射線の遮蔽が維持される水位を確保する

ことJ， r未臨界が維持されていること」の三つの項目を満足することが

必要とされた(設置許可基準規則解釈 37条 3-1・2)。さらに， r使

用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽

からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下

した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界
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を防止するために必要な設備を設けなければならないJ (設置許可基準規

則 54条 1項)， r使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が具常に低下した場合において貯蔵

槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必

要な設備を設けなければならないJ (同条2項)とされ，貯蔵槽内燃料体

等の冷却等に必要な設備として，使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できる可

搬型代替注水設備(注水ライン及びポンプ車等)の配備等が求められ(設

置許可基準規則解釈 54条2項)，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行

を緩和して臨界を防止するための設備として，可搬型スプレイ設備(スプ

レイヘッダ，スプレイライン及びポンプ車等)の配備等が求められた(同

条3項) 0 (甲 12 0，乙 17， 9 0) 

ウ 本件原発における福島原発事故後の安全対策

債務者は，本件使用済燃料ピットにおいては，冷却系及び既存の補給水

系の機能喪失によりピット水を冷却する手段がなくなった場合に備え，電

源を必要としない消防ポンプ及ひ。消火ホースを配備し，津波による影響を

受けない場所に保管することにより，本件原発構内の淡水を貯蔵している

タンク， 1次系純水を貯蔵しているタンク及び海から必要な水量を本件使

用済燃料ピットへ注水することを可能にした。

さらに，債務者は，使用済燃料ピットの異常な水位低下に備えて，上記

の消防ポンプによる給水手段に加え，本件使用済燃料ピットへのスプレイ

注水及び放水砲による注水のため，可搬式代替低圧注水ポンプ，放水砲用

の大容量ポンプ，放水砲等を新たに整備するとともに，使用済燃料ピット

の監視カメラの整備等を行った。(甲 118， 119各添付4-1，甲 1

52， 261~263 ，乙 11 ， 79 ， 113)

エ本件ストレステスト

ケ) 債務者は，地震に起因して使用済燃料が損傷するに至る事象として，
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ピット水の流出及び使用済燃料ピット冷却系の機能喪失に伴う崩壊熱除

去失敗を考慮することとし，起因事象として「外部電源、喪失J， I使用

済燃料ピット冷却機能喪失J， I補機冷却水の喪失J， I使用済燃料ピ

ット損傷」の4事象を選定した。(甲 118，119)

(イ) 次に，債務者は，選定した各起因事象に対して，事象の影響緩和に必

要な機能を抽出し，影響緩和機能に期待できない「使用済燃料ピット損

傷j を除いてイベントツリーを作成し，収束シナリオを特定した。

また，債務者は，起因事象及び影響緩和機能(フロントライン系及び

サポート系)に関連する設備等を抽出し，その設置場所，耐震クラス，

損傷モード，評価値，評価基準値(許容値)及び耐震裕度を整理し，耐

震パックチェックにおいて策定した基準地震動Ssの何倍でどのような

起因事象が発生するかを評価した。そして， I外部電源喪失j について

は，耐震重要度分類がB，Cクラスの設備等の破損により発生すること

から，基準地震動Ss未満の地震動で発生するものとしたが，耐震重要

度分類がSクラスの設備等の破損により発生する起因事象のうち， I使

用済燃料ピット冷却機能喪失」については，使用済燃料ピットポンプが

対象設備となり，その耐震裕度を1. 47Ss， I補機冷却水の喪失」

については，原子炉補機冷却水サージタンクが対象設備となり，その耐

震裕度を1. 62Ss， I使用済燃料ピット損傷Jについては，本件使

用済燃料ピットが対象設備となり，その耐震裕度を 2S sと特定した。

(甲 118，119)

(ウ) その上で，債務者は， I外部電源喪失J， I使用済燃料ピット冷却機

能喪失」のそれぞれの収束シナリオを検討し，各起因事象を起点とする

イベントツリーの耐震裕度を評価したところ，いずれの起因事象につい

ても，福島原発事故後に実施された緊急、安全対策において，消防ポンプ

を用いて海水を本件使用済燃料ピットに供給することによって冷却する
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ことが可能となり，クリフエッジが改善されたため，各イベントツリー

の耐震裕度は特定されないものの， I使用済燃料ピット損傷」において

は， 2 S sで使用済燃料の損傷に至ると考えられることから，本件使用

済燃料ピットに係るクリフエッジを「使用済燃料ピット損傷Jの耐震裕

度である 2S sと特定した。なお，本件原発において消防ポンプ，消火

ホースの搬出，設置，運転及ひー海水給水に必要な時間については約 19. 

5時間と確認され，本件使用済燃料ピットの水位が低下するまでに一連

の作業が実施できることも確認された。(甲 118， 119，乙 79) 

(エ) 原子力安全・保安院は，債務者が上記のとおり特定した本件使用済燃

料ピットの耐震裕度について，防護措置の成立性の観点からも検討を加

え，周辺斜面の中腹部の耐震裕度を保守的に 1. 8 S sとみなすととも

に，周辺斜面の山頂部の地山の崩落に加えて中腹部のすべり面上の土塊

も崩落すれば，土塊が擁壁を超えて燃料取扱建屋の方向に溢れ，その場

合に燃料取扱建屋が障壁となる可能性もあるが，その可能性は考慮せず

に本件使用済燃料ピットへの給水作業に支障をきたすものとみなして，

本件使用済燃料ピットのクリフエッジを「斜面崩落による給水作業困

難Jと評価し，その耐震裕度を 1. 8 S sと判断した。

また，原子力安全・保安院は，防護措置の成立性を現地調査や訓練実

績も踏まえて検討し，地震と津波の重畳時を前提に，車両通行ルート上

への漂流物，倒壊物，土砂の流入等を想定しでも，復旧作業が実施され

るため給水確保に係る作業が可能であることを確認し，その場合の本件

使用済燃料ピットへの給水確保に必要な時聞が約 19. 5時間(漂流船

がある場合には約 21時間)であることを確認した。(乙 79) 

オ 本件原発における重大事故対策の有効性等

債務者は，本件原発における重大事故対策の有効性ないし成立性を検討

し，本件使用済燃料ピットについては，使用済燃料ピット冷却系及び補給
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水系の故障を想定事故とした場合，ピット水の温度(初期水温は40
0
C)

が 1OOoCに到達するまでの時間は約 9時間，使用済燃料ピットの水位が

放射線の遮へいが維持される最低水位(使用済燃料の上端から 4. 34m 

の位置)に到達するまでの時間は約 2. 1日であり，また，使用済燃料ピ

ット冷却系配管の破断を想定事故とした場合，同じく水温が 100 oCに到

達するまでの時間は約 8時間，最低水位に到達するまでの時間は約1. 4 

日間と分析されたのに対し，事故を検知して消防ポンプによる注水を開始

できるまでの時間は 6. 5時間と評価でき，かつ，本件使用済燃料ピット

の蒸発水量を上回る容量の消防ポンプが整備されていること，夜間や休日

においても事故収束作業に必要な要員が確保できる態勢となっていること，

事故収束作業に必要な燃料が確保されていること等を確認し，重大事故対

策の有効性及び成立性を確認した。

また，債務者は，可搬型重大事故等対処設備を本件原発の各所に分散し

て配置するとともに，それらへのアクセスルートについても検討を加え，

周辺構造物(建屋，鉄塔及び煙突)の倒壊，周辺タンクの損壊，周辺斜面

の崩壊，地盤支持力の不足，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地下

構造物の損壊といった地震による被害要因を想定した上で，自然災害時に

おいても，可搬型重大事故等対処設備による対処が可能であることを確認

した。(甲 152， 154，乙 84の 1，乙 102の 1) 

カ 原子力規制委員会による審査

債務者は，本件原発の各施設について，前記3(1)イのとおり，耐震重要

度分類に応じて耐震安全性を評価し，原子力規制委員会は，債務者の耐震

安全性の評価が新規制基準(設置許可基準規則4条関係)に適合している

ものと判断した。

また，原子力規制委員会は，使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対

策(同規則 37条関係)について，使用済燃料ピットの水位の低下が想定
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される事故に対して，消防ポンプによる本件使用済燃料ピットへの注水操

作の有効性等を評価し，債務者の計画している燃料損傷防止対策や本件使

用済燃料ピットの米臨界性の評価は妥当なものと判断した。使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための設備及び手順等(同規則 54条関係)についても，

債務者が，本件使用済燃料ピットへの代替注水のために消防ポンプ等を新

たに整備することとし，異常な水位低下に備えて本件使用済燃料ピットへ

のスプレイ注水及び放水砲による注水のため可搬式代替低圧注水ポンプ，

大容量ポンプ(放水砲用) ，放水砲等を新たに整備することとし，本件使

用済燃料ピットの状態を監視できる監視カメラを新たに整備することとす

るなど，新規制基準の要求事項に対応し，かっ，適切に整備される方針で

あることなどを確認した。その上で，本件使用済燃料ピットの損傷防止対

策や冷却等のための設備及び手順等が新規制基準に適合するものと判断し

た。(乙 73，84の1，乙 102の 1) 

(2) 認定事実(竜巻及びテロ等の危険性に関連する事実)

前記前提事実，各項の末尾に掲記の疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，

竜巻及びテロ等の危険性に関し，以下の事実が認められる。

ア 竜巻の危険性について

ケ) 新規制基準では，安全施設は想定される自然現象が発生した場合にお

いても安全機能を損なわないものでなければならないとされており(設

置許可基準規則6条 1項)，重要安全施設については， r当該重要安全

施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当

該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切

に考慮、したものでなければならないJ (同条 2項)とされ，上記の「想

定される自然現象Jとは， r敷地の自然環境を基に，洪水，風(台風) ， 

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象又

は森林火災等から適用されるものJ (設置許可基準規則解釈6条2項)
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とされている。(乙 90) 

付) 債務者は，想定される自然現象のーっとして，竜巻を抽出し，我が国

で昭和 36年以降に発生した最大の竜巻を参照した上で，データの信頼

性等を考慮した保守的な数値として，基準竜巻を過去最大の竜巻に相当

する最大風速 92m/sと設定した。そして，基準竜巻の最大風速を設

計竜巻の最大風速とした上で，これに余裕を持たせた最大風速 100m

/sによる設計竜巻荷重に対する施設等の安全性評価を行うこととし，

「風圧力による荷重J， r評価対象施設内外の気圧差による荷重」及び

「飛来物の衝撃荷重」を設定した。

さらに，債務者は，設計上対処すべき安全施設として，その施設の安

全機能が損なわれないように防護する必要がある竜巻防護施設と竜巻防

護施設に対して物理的・機能的影響を及ぼし得る施設の双方(以下「設

計対象施設Jという。)を抽出し，設計対象施設について，設計荷重に

対してその構造健全性が維持され，竜巻防護施設の安全機能が損なわれ

ない設計とすることを確認した。

なお，竜巻飛来物については，本件原発構内において飛来物となり得

るものを現地調査等により抽出し，運動エネルギー及び貫通しやすさを

考慮して設計上考慮すべき飛来物(設計飛来物)を設定し，衝突時に設

計対象施設に与えるエネルギーが設計飛来物によるものより大きくなる

物については，固定，画縛等により飛来物とならないようにするととも

に，竜巻防護施設に防護壁又は防護ネットを設置するなど，債務者は，

飛来物に対する防護対策を講じた。

また，債務者は，本件使用済燃料ピットの竜巻に対する安全性につい

ては，コンクリート躯体内に設置されており，設計竜巻による複合荷重

による影響を受けないことを確認するとともに，設計飛来物による影響

として，厚さ 4. Ommのライニングが損傷する可能性を検討し，その
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場合であっても，大部分のピット水はコンクリートの躯体内にとどまる

ため，有意な水位低下は生じず，必必、要に応じてピツト水を補給すること

で

(の閉ウ功) 原子力規制委員会は，本件原発の竜巻に対する防護に関して，設計上

対処すべき施設を抽出するための方針，発生を想定する竜巻の設定，設

計荷重の設定，設計対象施設の設計方針等について審査し，設計対象施

設の抽出は原子力規制委員会が定めた「原子力発電所の竜巻影響評価ガ

イドJ (以下「竜巻ガイド」という。)に従っており，かっ，安全施設

の安全機能に着目した検討が行われていることを確認し，設計竜巻につ

いては，竜巻ガイドを踏まえ，かっ，保守性を考慮したものであること

を確認し，設計荷重の設定及び設計対象施設の設計方針についても，竜

巻ガイドを踏まえ，竜巻防護施設の安全機能が損なわれない方針とされ

ていることを確認した。(乙 12， 7 3) 

イ テロ等の危険性について

fアj 原子力規制委員会が策定し，新規制基準の一部を構成する「実用発電

用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準J (以下

「重大事故等防止技術的能力基準Jという。) 2. 1項では，故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロによる発電用原子炉施設の大規模な損

壊(以下「大規模損壊」という。)が発生した場合における体制の整備

に関し，使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び使用済燃料

の著しい損傷を緩和するための対策に関するものも含め，手順書が適切

に整備されていること，加えて，当該手順書に従って活動を行うための

体制及び資機材が適切に整備されていること又は整備される方針が示さ

れていることが求められている。

これに関し，債務者は，大規模損壊によって発電用原子炉施設が受け
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る被害範囲は不確定性が大きく，あらかじめシナリオを設定した対応操

作は困難であると考えられることなどから，周辺環境への放射性物質の。

放出低減を最優先に考えた対応を行うこととし，可搬型設備による対応

を中心とした対策手順を整備した。さらに，債務者は，大規模損壊発生

時の体制について，要員への教育及び訓練，体制の整備，大規模損壊発

生時の対応に必要な設備及び資機材の整備をすることとした。

原子力規制委員会は，債務者の計画が，重大事故等防止技術的能力基

準2. 1項及び同項の解釈を踏まえ，必要な検討を加えた上で策定され

ており，大規模損壊が発生した場合における体制の整備に関して必要な

手順書，体制及び資機材等が適切に整備される方針であることを確認し

たことから，新規制基準に適合するものと判断した。(乙 12， 7 3) 

(イ) また，新規制基準においては， r発電用原子炉施設への人の不法な侵

入，発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人

に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれ

ること及び不正アクセス行為(中略)を防止するための設備を設けなけ

ればならないJ (設置許可基準規則 7条)とされ，不正アクセス行為に

関しては， rサイバーテロへの対策が含まれるJ (設置許可基準規則解

釈 7条)とされている。

これを受けて，債務者は，発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防

止するため，安全施設を含む区域を設定し，その区域を人の侵入を防止

できる障壁等により防護し，人の接近管理及び出入管理が行える設計と

すること，発電用原子炉施設への不正な爆発物又は易燃性を有する物件

等の持込みを防止するため，持込み点検が可能な設計とすること，発電

用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の

操作に係る情報システムが，サイバーテロも含めた電気通信回線を通じ

た不正アクセス行為を受けることがないように，当該情報システムに対
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する外部からのアクセスを遮断する設計とする方針を示し，原子力規制

委員会は，債務者の設計が設置許可基準規則に適合するものと判断した。

そして，債務者は，本件原発の原子炉建屋周辺に紡護区域，周辺防護

区域，立入制限区域を設定し，各区域の境界で本人確認や物品検査を行

い，防護区域に立ち入る際には爆発物検査を実施するなどして出入管理

を行うとともに，各区域の境界にセンサーを設置し，不審者の侵入を監

視し，侵入を検知した場合には直ちに原子力関連施設警戒隊や海上保安

庁に通報し，各区域の境界に設置された鉄筋コンクリート壁やフェンス

などの障壁を用いて侵入者の攻撃行為を遅延させる態勢を整えた。(乙

12，73，90，113) 

(ウ) さらに，新規制基準においては， I重大事故に至るおそれがある事故

(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。以下同じ。)又は

重大事故(以下「重大事故等Jと総称する。)に対処するための機能を

有する施設」を「重大事故等対処施設J (設置許可基準規則 2条2項 1

1号)とし，このうち「故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムにより炉心の著しい損傷が発生するおそれがある場合又は炉心の著し

い損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損による工場等外

への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するためのもの」を「特定重

大事故等対処施設J (同項 12号)とした上で，発電用原子炉を設置す

る事業所は，特定重大事故等対処施設を設置しなければならず(同規則

2条2項 5号ロ， 42条柱書き) ，その施設は，テロに対して重大事故

等に対処するための機能が損なわれるおそれがないものであり，かっ，

テロの発生後，発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの問，

使用できるものであることが求められている(同条 1号及び3号)。

そして，債務者は，意図的な航空機衝突等により炉心を冷却する設備

等が機能喪失し，炉心に著しい損傷が発生した場合において，原子炉格
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納容器の破損を防止するために必要な特定重大事故等対処施設の設置を

進めている。(甲 262，乙 17， 9 0) 

(エ) 本件使用済燃料ピットの損傷に対しては，ピット水の水位が維持で、き，

本件使用済燃料ピット周辺での作業が可能な状況であれば，消防ポンプ

による給水作業を行い，ピット水の水位が維持できない場合でも，本件

使用済燃料ピット周辺での作業が可能な状況であれば，可搬式代替低圧

注水ポンプによる本件使用済燃料ピットへのスプレイを行い，本件使用

済燃料ピット周辺での作業が不可能な状況であれば，離れた位置から代

替低圧注水ポンプによるスプレイ又は大容量ポンプによる放水砲からの

放水を行うことで使用済燃料を冷却することとしている。

なお，債務者は，可搬型重大事故等対処設備を原子炉建屋から 100

m以上の離隔を確保した場所に設置し，かっ， 2セットが同時に被災し

ないように 100m以上の離隔を確保して保管することにより，大型航

空機の衝突等による損壊の被害が生じても対処可能であることを確認す

るなど，可搬型重大事故等対処設備についての保管場所及びアクセスル

ートについても検討を加え，対処方針の成立性を確認した。(甲 152， 

乙95の1，乙 11 3) 

(3) 原子力規制委員会の判断の合理性(主に耐震安全性について)

ア 新規制基準では，使用済燃料ピットに関する耐震重要度分類は，使用済

燃料を貯蔵するための施設が Sクラスとされ，高度の耐震安全性を求めら

れる一方で，使用済燃料を冷却するための施設はBクラスとされている

(前記(1)イ)。しかし，使用済燃料の冠水状態が維持されていれば，その

崩壊熱は除去され，その健全性が維持されるところ，新規制基準は，仮に

使用済燃料を冷却するための施設が機能を喪失しても，可搬型代替注水設

備等の地震や津波の影響を受けない代替的な注水・冷却手段を配備するこ

とによって使用済燃料ピットの安全性を確保しようとしているものと解さ
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れる。そして，使用済燃料を冷却するための施設が機能を喪失しでも，直

ちに使用済燃料の損傷が生じるわけではなく，ピット水の水位が危険な状

態に低下するまで相当程度の時間的余裕があると認められるから(前記(1) 

オ) ，使用済燃料を冷却するための施設については耐震重要度分類をBク

ラスとしつつも，信頼性の高い代替的な注水・冷却手段を通じて使用済燃

料ピットの安全性を確保しようとした新規制基準の規制内容には十分な合

理性があるといえる。

その上で，新規制基準では，使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能

が失われることによって想定される事故等に対して，燃料損傷防止対策を

講じることやその対策に必要な措置が使用済燃料の安全性を確保するため

の一定の条件を満たしていることが求められ，また，使用済燃料ピ只トの

冷却機能の喪失やピット水の水位低下が生じた場合に使用済燃料の冷却等

を可能とするための設備や臨界を防止するために必要な設備の整備等が求

められているところであり(前記(1)イ)，争点(3)(耐震安全性の相当性)

に対する判断(前記 3)において説示したとおり新規制基準の耐震安全性

に関する基準に合理性が認められることも併せ考慮すれば，使用済燃料ピ

ットの安全性に関する新規制基準の内容に不合理な点は認められない。な

お，竜巻及びテロ等に対する使用済燃料ピットの安全性に関する新規制基

準の内容に不合理な点が認、められないことについては，後記(4)イ(イ)におい

て説示する。

イ 本件使用済燃料ピットの安全性に関する原子力規制委員会の調査審議及

び判断の過程等についてみると，本件原発の耐震設計方針に合理性が認め

られることは争点(3)(耐震安全性の相当性)に対する判断(前記 3) にお

いて説示したとおりであるが，これに加え，使用済燃料を冷却する設備を

含め本件使用済燃料ピットに関する施設等の評価基準値(許容値)は木件

基準地震動による評価値を上回っていること(乙 94) ，本件ストレステ
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ストにおいて本件使用済燃料ピットに係るクリフエッジとして特定された

事象は「斜面崩落による給水作業困難」であるが，その耐震裕度は 1. 8 

s sであり， r使用済燃料ピット損傷」の耐震裕度は 2S sとされたこと

(前記(1)エ)を併せ考慮すると，本件使用済燃料ピットは本件基準地震動

に対して相応の余裕を持った耐震安全性が確保されているものと認めるの

が相当である。さらに，使用済燃料は，冠水状態が維持できていれば健全

性が損なわれることはないところ，本件使用済燃料ピットについては，可

搬式の消防ポンプを用いた注水冷却が可能な態勢が整えられており，可搬

型重大事故等対処設備の有効性ないし成立性も確認されていることに加え，

本件使用済燃料ピットにおける燃料損傷防止策や冷却等のための設備及び

手順等について，新規制基準の要求事項に応じた安全対策が整備され，実

際に消防ポンプによる注水，スプレイ注水，放水砲による注水等の多様な

給水手段が整備されているのであるから(前記(1)ウ・オ) ，本件使用済燃

料ピットの安全性を確保するための対策が講じられているものと評価する

ことができるというべきである。

そうすると，本件使用済燃料ピットの危険性が社会通念上無視し得る程

度にまで管理されているかという観点に照らしても，本件使用済燃料ピッ

トの安全性が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の調査審議及

び判断の過程等に看過し難い過誤，欠落は認められないというのが相当で

ある。なお，竜巻及びテロ等の危険性を考慮しでも，この判断が左右され

ないことは，後記(4)イ(イ)において説示する。

ウ 以上によれば，本件使用済燃料ピットの安全性について新規制基準に適

合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はないと認めるのが相

当である。

(4) 債権者らの主張について

ア 本件使用済燃料ピットの危険性について
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ケ) 債権者らは，本件基準地震動は極めて過小であり，これに対する安全

性が確認されても，本件原発の安全性を確保したことにはならないし，

基準地震動を超えない地震であっても，本件使用済燃料ピットの冷却設

備を損壊させる具体的可能性があると主張する。

しかし，本件基準地震動の合理性については，既に争点(2)(基準地震

動の合理性)に対する判断(前記 2) において説示したとおりであるし，

本件使用済燃料ピットの冷却設備の耐震重要度分類がBクラスであった

としても，本件基準地震動に対する使用済燃料の健全性が維持されると

いえることは前記(3)において説示したとおりであるから，上記の債権者

らの主張は採用できない。

また，債権者らは，本件使用済燃料ピットが全交流電源喪失から 3日

を経ずして危機的状況に陥るとして，本件使用済燃料ピットが安全性を

1欠いていると主張するが，本件原発における重大事故等に対する対策の

有効性評価によって，事故を検知してから消防ポンプによる注水を開始

できるまでの時間は6. 5時間であることが確認されており，本件使用

済燃料ピットの水位が放射線の遮へいが維持される最低水位に達するま

での時間である約 2. 1日と比較しでもかなりの時間的余裕があるとい

える(前記(1)オ)。さらに，本件ストレステストにおいても，地震と津

波の重畳時という厳しい条件下を前提に，現地調査や訓練実績も踏まえ

て復旧作業の成立性を確認し，その場合の本件使用済燃料ピットへの給

水確保に必要な時聞が約 19. 5時間(漂流船がある場合には約 21時

間)とされたこと(前記(1)エ同)も併せ考慮すると，仮に全交流電源喪

失に陥ったとしても，そのことから，本件使用済燃料ピット内の使用済

燃料が損傷するに至るおそれが生じるとはいえない。

なお，債権者らは，使用済燃料の移送時等に事故の危険性が高い旨を

主張するが，債権者らが主張するような事故が発生する具体的な危険性
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をうかがわせる疎明資料はなく，採用できない。

(イ) 債権者らは，NRCは，使用済燃料プールについて，①崩壊熱の高い

新しい使用済燃料と古い使用済燃料を市松模様状に配置する，②電源を

必要としない外部注水及びスプレイラインを敷設するという具体的な対

策を求めているが，本件原発では，容易に実施可能な①を実施せず，②

についても可搬設備の配備にとどめる弥縫策を講じたにすぎないと主張

する。

しかし，市松模様状の配置を含めた分散配置は，使用済燃料ピットの

冷却効果を向上させることで，使用済燃料ピットの水位低下を想定した

燃料損傷防止対策のーっとなり得るということにすぎず(乙 10 1) ， 

使用済燃料ピットの安全性を確保する上で必須の処置とはいえないので

あるから，債務者においては，こうした新たな知見を積極的に採用し，

本件原発の安全性をより高度なものとすることが求められるのは当然と

しても，使用済燃料の分散配置がされていないことをもって，本件使用

済燃料ピットの安全性に欠けるところがあるとはいえない。なお，使用

済燃料の健全性を維持するために多様な給水手段が確保されるのであれ

ば，その手段が可搬設備によるものであるからといって，弥縫策を講じ

たにすぎないと断じることはできないのであり，可搬設備であることを

問題視する債権者らの上記主張は採用できない。

(ウ) 債権者らは，本件使用済燃料ピットにおいて禰密化を実施したことに

より，実効増倍率が高まり，臨界事故等が発生する危険があると主張す

る。

しかし，債務者は，本件使用済燃料ピットにおいて調密化を実施する

に当たり，アメリカにおける基準 (ANSI!ANS-57. 2)では，実効増倍率

の評価基準値(許容値)を O. 9 5ないし O. 9 8とし， O. 9 5より

大きい値を採用する場合は，解析上の不確定性を詳細に評価することと
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されていることを踏まえ，ラックの製作公差(工作物の許容される誤差

の最大寸法と最小寸法との差) ，ラック内の偏心(使用済燃料の片寄

り)による不確定性への影響及び燃料製作公差に伴う影響といった解析

上の不確定性を詳細に評価することを理由として，評価基準値(許容

値)をo.9 8とした上で，実際に上記の公差や影響を詳細に評価した

ほか，中性子の減速材となるほう酸の存在を考慮しないなどの保守的な

条件設定をして実効増倍率を算定し，これが評価基準値(許容値)を下

回ることを確認したことが認められる(乙 98)から，債務者が実施し

た本件使用済燃料ピットにおける繍密化については，国際的な水準に合

致する安全性が確保されているものということができる。したがって，

この点に関する債権者らの主張は理由がない。

件) 債権者らは，ライニングの破断等によってピット水が漏えいする危険

性があると主張する。

しかし，債務者は，本件使用済燃料ピットのライニングについては，

コンクリート躯体部分に埋込金物を取り付けた後にライニングを溶接す

る方法を採用することで，溶接時の熱変形を抑え，溶接の確実性を高め

ている上，浸透探傷試験，真空漏えい試験，使用前検査を実施し，ライ

ニングの構造や強度に欠陥がないことを確認していることが認められ

(乙 12 5) ，他に本件使用済燃料ピットのライニングに欠陥があるこ

とをうかがわせる疎明資料もない。

なお，債権者らは，コンクリートとステンレス鋼板の熱膨張率の差か

ら生じる温度変化によるひずみによって，ライニングの損傷が生じる旨

を主張する。しかし，使用済燃料ピット冷却系配管の破断を想定事故と

した場合であっても，ピット水の水温が 40
0
Cから 100 oCに到達する

のに約 8時間を要するのであり(前記(1)オ) ，この程度の温度変化でラ

イニングとコンクリートの熱膨張率の差によって損傷が生じた事例や実
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証試験が存在することをうかがわせる疎明資料はないし，ピット水が 1

o OOCに上昇する事象を前提としても，ライニングに生じる変形(ひず

み)は軽微であることが認められ(乙 18 9) ，債権者らが提出する意

見書(甲 409) で示された計算式を前提にしても，ライニングに生じ

る変形の程度は明らかではなく，ライニングが損傷に至るか否かは明ら

かではないといわざるを得ないことを考慮すると，ピット水の水温の上

昇によってライニングが破損する具体的な危険性があるとはいえない。

附 債権者らは，本件原発の再稼働によって使用済燃料が増加し，地震発

生時に使用済燃料の集中が起こり，再臨界や使用済燃料の溶融等の危険

が生じると主張するが，使用済燃料ピットの耐震重要度分類は，使用済

燃料の集中を防止する燃料ラックも含めて Sクラスであり， sクラスの

施設等が本件基準地震動に対する安全性を有していることは，争点(3)

(耐震安全性の相当性)に対する判断(前記 3)において説示したとお

りである(なお，本件ストレステストにおいても，燃料ラックは，過去

の実証試験や個別評価等で安全機能喪失に至るまで大きな耐震裕度が確

認されているものとして，評価の対象外とされている(甲 118， 1 1 

9各添付5ー (1)-9) 0 )から，再稼働することで本件使用済燃料ピッ

トに貯蔵する使用済燃料が増加するからといって，貯蔵された使用済燃

料の集中が生じるといった安全上の具体的な問題が生じるとは認められ

ず，他に債権者らの上記主張を裏付ける的確な疎明資料はない。

イ 堅固な施設によって防御を固める必要性について

ゲ) 原子炉格納容器と同様の防御の必要性

債権者らは，使用済燃料も原子炉格納容器内の炉心と同様に外部から

の不測の事態に対して堅固な施設によって防御を固められる必要がある

と主張する。

そこで検討すると，原子炉格納容器は，事故時に原子炉や 1次系冷却
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設備から放出される放射性物質などの有害な物質の漏えいを防止するこ

とを目的とし， LOCA時等に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の放

散に対する最終障壁を形成するものとされていることが認められ(乙

9) ，新規制基準においても，原子炉格納容器の意義については「一次

冷却系統に係る発電用原子炉施設の容器内の機械又は器具から放出され

る放射性物質の漏えいを防止するために設けられる容器J (設置許可基

準規則 2条2項 36号)とされているのであるから(乙 17， 9 0) 

原子炉格納容器は，外部からの不測の事態に対する防御ではなく， 1次

冷却材の喪失等が発生した場合に，内部から放射性物質を含む高温，高

圧の水蒸気(水)が万が一にも周辺環境へ放出されることを防止するた

めに設けられるものと認められる。

そうすると， LOCA等によって高温高圧の 1次冷却材が漏えいした

場合のように，内部から放射性物質を含む高温高圧の水蒸気等が周辺環

境へ放出される危険があるのであれば，原子炉格納容器のような堅固な

施設によって防御を固める必要があるといえるが，冠水状態が保たれて

いれば健全性が確保される使用済燃料については，冷却機能を喪失した

り，ピット水の水位の低下が生じたりしたとしても，直ちに放射性物質

を含む高温高圧の水蒸気等が放出されるような事態に陥ることは想定さ

れないというべきであるから，原子炉格納容器のような堅固な施設によ

って防御を固めていないことをもって，本件使用済燃料ピットの安全性に

欠けるところがあるとはいえない。

なお，債権者らは，福島原発事故を根拠に本件使用済燃料ピットを堅

固な施設で防御すべきと主張するが，福島第一原発の使用済燃料プール

が構内道路から約 30m上方に設置されているのに対し，本件使用済燃

料ピットは，構内道路と近接し，道路と同じ高さに設置されているため

外部からのアクセス性に優れているといえ，また，福島第一原発とは具
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なり，本件使用済燃料ピットには他の施設と共用の排気ラインがなく，

水素の流れ込みによる水素爆発のおそれもないなど，両者の設置位置及

び構造は異なっていることが認められるのであり(乙 11 3) ，これら

を同列に論じることはできない。

以上より，使用済燃料が原子炉格納容器内の炉心と問様，堅固な施設

によって防御を固められる必要があるとする債権者らの主張は採用でき

ない。

(イ) 竜巻及びテロ等の危険性

a 竜巻の危険性

債権者らは，飛来物の衝突や水の吸い上げなど竜巻を原因とする本

件使用済燃料ピット等の損傷・機能不全により，放射性物質が周辺環

境に放出される危険があると主張する。

しかし，新規制基準では，竜巻を始めとする自然現象の影響を考慮

することが求められており(前記(2)アfア))，その内容に不合理な点は

認められないというべきである。

また，債務者は，我が国で過去に発生した最大の竜巻を参照して基

準竜巻を設定し，これに余裕を持たせた風速による設計竜巻荷重に対

する安全性評価を行い，風圧力による荷重，評価対象施設内外の気圧

差による荷重及び飛来物の衝撃荷重をそれぞれ設定し，施設等の安全

性を確認するとともに，飛来物に対する対策を講じており，本件使用

済燃料ピットについても，竜巻の影響により，仮に飛来物でライニン

グが損傷したとしても，有意なピット水の水位低下は生じず，かつ，

給水等によって使用済燃料の冠水状態を維持することが可能であるこ

とが確認されているのに対し(前記(2)ア(イ))，債権者らが主張する竜

巻の危険性は，いずれも具体的な根拠に乏しいものというほかない。

そうすると，竜巻の危険性が社会通念上無視し得る程度にまで管理
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されているか否かという観点から，債権者らの主張を踏まえても，こ

れに関する具体的審査基準に不合理な点はなく，本件使用済燃料ピッ

トの竜巻に対する安全性が新規制基準に適合するとした原子力規制委

員会の調査審議及び判断の過程等に看過し難い過誤，欠落は認められ

ないというのが相当である。

b テロ等の危険性

故意による大型航空機の衝突，ミサイルによる攻撃，いわゆる拡大

自殺に伴う破壊行為，核物質の奪取等を目的とする組織的なテロ行為，

サイバーテロ等については，そのような事象が故意行為によって発生

させられるものである以上，その発生確率の低さのみを根拠に安全性

が確保されているということはできない。そして，本件原発において，

ーたび大型航空機やミサイルによる大規模なテロ等が起こった場合に

は，それに十分に耐えるだけの堅間性を使用済燃料ピットに期待する

ことは困難というほかなく(甲 258，259) ，炭素鋼製の原子炉

格納容器であっても大規模損壊に至る可能性は否定できないというべ

きであるが，大規模なテロ等に対しては，そのような事象によって原

子炉格納容器や使用済燃料ピットに大規模損壊が生じた場合を想定し，

周辺環境への放射性物質の放出低減を最優先に考えた対応を行うとい

う方針を採用することには合理性があるというべきである。そして，

重大事故等防止技術的能力基準では，大規模なテロ等によって大規模

損壊が生じた場合を想定し，特定重大事故等対処施設を設置するとと

もに，可搬型の各種設備等を配備することによって大規模損壊に対応

できるよう，適切な手}I慎の整備を求めているのであり，その内容を不

合理であるということはできない。

これに加え，アメリカでは，大規模なテロ等に対する規制として，

使用済燃料ピットに対する水補給(別系統の利用，外部補給，外部ス
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プレイ)が示されているところ，原子力規制委員会が作成した審査基

準においても，アメリカが定める手順と同様のものが整備されている

ことが認められ(乙 11 3) ，新規制基準が要求する大規模なテロ等

への対策は，国際的な水準に合致するものといえることを考慮すると，

大規模なテロ等への対策に関する新規制基準の内容に不合理な点はな

いと認めるのが相当である。

また，債務者は，本件原発において，重大事故等に対処する設備等

を整備し，可搬型の各種設備等については，その保管場所及びアクセ

スルートについても検討を加えるなどして対処方針の成立性を確認す

るなど(前記(2)イ(エ.))，重大事故等防止技術的能力基準の要求事項に

対応し，さらに，意図的な航空機衝突等の対処として安全性・信頼性

向上のため，空冷式除熱装置(熱交換器)等の設置検討を進めるとと

もに，防災訓練のほか過酷事故時の対応能力向上のための各種取組や

発電所指揮者の訓練・教育等を実施しているのであるから(甲 26 1， 

2 6 3) ，大規模なテロ等に対する債務者の対策には合理性が認めら

れるというべきである。

さらに，新規制基準では，侵入者への対策や出入管理を行い，危険

物の持込みを防止することや，サイバーテロも含めた不正アクセス行

為への対策を求めているところであり(前記(2)イ(イ)) ，その内容は合

理的である。そして，債務者は，本件原発の原子炉建屋周辺について，

区域ごとに人の出入りを管理し，危険物の持込みを制限するとともに，

不審者の侵入に対する警戒態勢を整え，また，重要な情報システムに

ついては外部からのアクセスを遮断する設計とすることでサイバーテ

ロへの対策を講じているのであるから(前記(2)イ(イ))，侵入者による

テロ行為やサイバーテロ等への対策についても合理性が認められると

いうべきである(なお，侵入者によるテロ行為やサイバーテロによっ
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て大規模損壊に至った場合の対策については，上記の大規模なテロ等

の場合と同様である。)。

以上に加え，本件原発がテロ等の標的となる現実的かつ具体的な蓋

然性がどの程度あるのか，仮に標的となったとして，テロ等が実行に

移される蓋然性がどの程度あるのか，仮に実行に移されたとして，本

件原発の原子炉格納容器や本件使用済燃料ピットにテロ等による攻撃

が命中するなどし，大規模損壊にまで至る蓋然性がどの程度あるのか

は明らかではなく，本件原発が具体的に何らかのテロ等の標的になっ

ていることをうかがわせる疎明資料もない(なお，債権者らが，テロ

等の危険性やテロ等による被害想定がされていたことなどを示すもの

として提出する疎明資料(甲 414~427) は，いずれも本件原発

に対するテロ等の具体的な危険を裏付けるものとはいえない。)こと

を併せ考慮すれば，現時点においては，債務者の講じている対策をも

って，テロ等の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理されて

いるかという観点に照らしでも，テロ等の危険性に関する具体的審査

基準に不合理な点はなく，本件原発の大規模テロ対策が新規制基準に

適合するとした原子力規制委員会の調査審議及び判断の過程等に看過

し難い過誤，欠落は認められないというのが相当である。

ウまとめ

以上によれば，債権者らの種々の主張を踏まえても，使用済燃料ピット

の安全性について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に

不合理な点はないとの前記判断(前記(3)ウ)は左右されないというのが相

当である。

5 争点(5)(地震以外の外部事象の危険性)について

(1 ) 津波の危険性

ア認定事実
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前記前提事実，各項の末尾に掲記の疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，

以下の事実が認められる。

ケ) 新指針における津波に対する規制

新指針では，地震随伴事象に対する考慮として，施設の供用期間中に

極めてまれではあるが発生する可能性を想定することが適切な津波によ

っても，施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないことを確認

することが明記された。(甲 120，122)

刷新規制基準における津波に対する規制

新規制基準では，設計基準対象施設は，基準津波に対して「安全機能

が損なわれるおそれがないものでなければならないJ (設置許可基準規

則 5条)とされ，基準津波については， r最新の科学的・技術的知見を

踏まえ，波源海域から敷地周辺までの海底地形，地質構造及び地震活動

性等の地震学的見地から想定することが適切なものを策定することJと

されるとともに，津波の発生要因として， r地震のほか，地すベり，斜

面崩壊その他の地震以外の要因，及びこれらの組合せによるものを複数

選定し，不確かさを考慮して数値解析を実施し，策定することJ(設置

許可基準規則解釈別記3第 5条 1項)とされた。

さらに，地震に伴う津波については，プレート問地震，海洋プレート

内地震，海域の活断層による地殻内地震等を考慮し， r津波発生要因に

係る敷地の地学的背景及び津波発生要因の関連性を踏まえ，プレート問

地震及びその他の地震，又は地震及び地すべり若しくは斜面崩壊等の組

合せについて考慮することJ (同条 2項 1号)とされた。

また，基準津波による遡上津波については， r敷地周辺における津波

堆積物等の地質学的証拠及び歴史記録等から推定される津波高及び浸水

域を上回っている」とともに， r行政機関により敷地又はその周辺の津

波が評価されている場合には，波源設定の考え方及び解析条件等の相違

-177 -



o 

fヘ、

点に着目して内容を精査した上で，安全側の評価を実施するとの観点か

ら必要な科学的・技術的知見を基準津波の策定に反映することJ (同項

5号)とされた。そして，津波の調査においては， I必要な調査範囲を

地震動評価における調査よりも十分に広く設定した上で，調査地域の地

形・地質条件に応じ，既存文献の調査，変動地形学的調査，地質調査及

び地球物理学的調査等の特性を活かし，これらを適切に組み合わせた調

査を行うことJとされるとともに， I津波の発生要因に係る調査及び波

源モデ、ルの設定に必要な調査，敷地周辺に襲来した可能性のある津波に

h 係る調査，津波の伝播経路に係る調査及び砂移動の評価に必要な調査を

行うことJ (同項7号)とされた。

なお，基準津波の策定の過程に伴う不確かさの考慮については，耐津

波設計上の十分な裕度を含めるため， I基準津波の策定に及ぼす影響が

大きいと考えられる波源特性の不確かさの要因(断層の位置，長さ，幅，

走向，傾斜角，すべり量，すべり角，すべり分布，破壊開始点及び破壊

伝播速度等)及びその大きさの程度並びにそれらに係る考え方及び解釈

の違いによる不確かさを十分踏まえた上で，適切な手法を用いること」

(同項6号)とされた。(乙 17， 9 0) 

(ウ) 本件原発の津波評価

a 過去の津波の調査

債務者は，日本海における津波に関し，各種文献の調査を実施して

記録を確認し， 日本海沿岸に大きな被害をもたらした津波としては，

昭和 58年日本海中部地震及び平成5年北海道南西沖地震による津波が

あり，また，地震以外を直接的な要因とする日本海における津波の記

録としては，火山活動に伴う山体崩壊を要因とする寛保 1年(1 74 

1年)の渡島沖地震の際の津波があることを確認した。

また，債務者は，若狭湾における津波の痕跡に関するデータ拡充を
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図ることを目的として，日本原子力発電株式会社及び独立行政法人日

本原子力研究開発機構と共同で津波堆積物調査を実施し，若狭湾沿岸

の三方五湖周辺，久々子湖東方陸域及び猪ヶ池において，ボーリング

により完新世(約 1万年前以降)の地層をカバーするように試料を採

取し，津波堆積物の有無を調査した。その結果，本件原発の安全性に

影響を及ぼすような規模の津波の痕跡は認められなかった。(乙 12， 

27，29，73) 

b 地震に起因する津波の検討

債務者は，既往津波の再現性の検討として，昭和 58年日本海中部

地震及び平成5年北海道南西沖地震による津波について，数値シミュ

レーションを実施して本件原発の敷地周辺の痕跡高と比較したところ，

再現性が良好であることから，数値シミュレーションにおいて用いる

解析モデル及び計算手法を妥当と判断した。

その上で，債務者は，地震による津波が本件原発に及ぼす影響を検

討するため，文献調査及び敷地周辺の地質調査結果を踏まえて，本件

原発に対して大きな水位変動を及ぼす津波の波源となる可能性のある

断層として，①本件原発の敷地周辺の海域活断層及び②日本海で大き

な地震の震源域となっている日本海東縁部(日本海の北海道北西沖か

ら佐渡島北方にかけての領域)の断層を検討することとした。そ Lて，

本件原発の敷地周辺の海域活断層については，阿部(1989) (阿

部勝征「地震と津波のマク守ニチュードに基づく津波高の予測J)にお

いて示されている津波の波源となる地震の規模と津波の伝矯距離によ

り津波高さを概算する簡易予測式を用いた手法により，本件原発の敷

地に到達する推定津波高さを検討じたところ，推定津波高さが 1m以

上となる海域活断層は，和布一干飯崎沖~甲楽城断層，大陸棚外縁~

B~野坂断層，三方断層及びFO-A~FO-B~熊川|断層の四っと
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なり，これらを検討対象として抽出した。また， 貝本海東縁部の断層

については，北海道沖から新潟県沖までの広範囲な海域に，検討用対

象断層としてMw7. 85の基準断層モデルを設定した。

そして，債務者は，上記の各断層について，不確かさの因子である

広域応力場，断層の位置・傾斜・走向等を合理的と考えられる範囲

で変化させた数値シミュレーションを多数実施するパラメータスタデ

ィを行い，水位変動量の大きい大陸棚外縁~B~野坂断層及びFO­

A~FO-B~熊川断層の二つを検討対象波源として選定した。なお，

パラメータスタディの結果，日本海東縁部の断層については，敷地周

辺の海域活断層に比べて水位変動量が小さかったため，これを検討対

象波源として選定しないこととした。

その上で，債務者は，検討対象波源について，上記パラメータスタ

ディにおいて水位変動量が最大となったケースの諸元を用いて，海底

地形等を更に詳細にモデ、/レ化した数値シミュレーションを行い，本件

原発の敷地に複数設定した各評価点(水位上昇の評価については，取

水路閉塞部前面， 3， 4号機循環水ポンプ室， 3， 4号機海水ポンプ

室，放水口前面及び放水路(奥)，水位下降の評価については 3，4 

号機海水ポンプ室。以下，併せて「本件評価点」という。)における

津波水位を算出した。

なお，債務者は，水位下降の評価においては， FO-A~FO-B 

~熊川|断層の地盤隆起量を O. 23mとして評価した。(乙 12，2 

7， 7 3) 

c 地震以外に起因する津波の検討

(a) 海底地すべりについて

債務者は，旧地質調査所(独立行政法人産業技術総合研究所地質

調査総合センター)が作成した海底地質図等に基づき，本件原発の
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北西海域に広がる隠岐トラフの付近に海底地すべり地形群が広範囲

にわたって存在することを確認し，この海底地すべり地形群につい

て，既往の海上音波探査記録の再解析を行い，海底地すべり地形の

有無を詳細に確認した。その結果，隠岐トラフの南東側及び南西側

の水深約 500ないし 1000m付近の大陸斜面に馬蹄形をした 3

8の海底地すべり跡を抽出し，これらを位置及び向きにより大きく

三つのエリアに分け，各エリアの海底地すべり地形について，海土

音波探査記録により崩壊部の鉛直断面積が最も大きい海底地すべり

地形を抽出した。

その上で，各エリアの最大規模の海底地すべり地形について，高

分解能音波探査記録等を用いて地すべりによる海底地形の変化を算

出した上で，海底地形の変化に伴う海面の挙動を想定するとともに，

その海面の挙動がどのように伝わるかを数値シミュレーションによ

り計算して，本件評価点における津波水位を算出した。その際，債

務者は， Watts et al. (2 0 0 5) (Watts et al. rTsunami Gene 

ration by Submarine Mass Failure. rr :Predictive Equations an 

d Case StudiesJ )等による予測式及び佐竹・加藤 (2002)

(佐竹健治・加藤幸弘 r1 74 1年寛保津波は渡島大島の山体崩壊

によって生じたJ)において用いられた運動学的海底地すべりモデ

ル (Kinematicモデ‘ル)による予測方法を用いて，潮汐による水位

変動等も考慮して本件評価点の津波水位を評価した。(乙 12， 2 

7， 7 3) 

(b) 陸上地すべりにつ，いて

債務者は，独立行政法人防災科学技術研究所の地すベり地形分布

図データベースのうち，本件原発から半径約 10kmJ2J-内にある地

すべり地形を対象に，本件原発に影響を及ぼす津波を発生させる陵
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上地すべり地形が存在するエリアを抽出し，さらに，空中写真・航

空レーザー測量結果による地形判読及び現地踏査を実施して地すべ

り地形を抽出した。さらに，債務者は，抽出された地すべり地形に

ついて， Huber and Hager (1 9 9 7) (Huber， A. and W. H. Hager 

IForecasting impulse waves in reservoirsJ )に示される水位

予測式を適用した結果を踏まえ，検討対象の陸上地すベり地形を選

定した。

その上で，債務者は，詳細な地形判読及び現地踏査の結果に加え，

福井県による地すべり調査結果も参考にして，地すべり範囲，崩壊

土砂量等を想定した上で，土砂崩壊シミュレーションを実施し，地

すべりによる崩壊土砂が海面に突入する際の海面の挙動を計算する

とともに，初期水位形状の算出に際してはWattset al. (2 0 0 

5 )等による予測式及び佐竹・加藤 (2002) による運動学的手

法による予測方法を用い，潮汐による水位変動等も考慮、して本件評

価点における津波水位を評価した。(乙 12，27，73)

(c) 火山現象について

債務者は，火山現象に起因する津波については，独立行政法人産

業技術総合研究所地質調査総合センターの活火山データベースや文

献調査，若狭湾沿岸における津波堆積物調査の結果(前記 a)等か

ら，本件原発の安全性に影響を及ぼすような大きな水位変動をもた

らした火山現象に起因する津波の痕跡は認められないと判断し，火

山現象による津波が本件原発に与える影響はないと評価した。(乙

12，27，73) 

d 行政機関の波源モデ、ルを用いた津波の検討

債務者は，国及び日本海に面する各地方自治体が実施した津波の検

討のうち，本件原発に対して比較的大きな水位変動をもたらす可能性
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のあるものとして，福井県が想定した若狭海E列付近断層の波源モデ

ル(以下「福井県モデ、ル」という。) ，秋田県が想定した日本海東縁

部の断層の波源モデ、ル(以下「秋田県モデルJという。)及び国土交

通省・内閣府・文部科学省の「日本海における大規模地震に関する調

査検討会」が想定した若狭海丘列付近断層及びFO-A~FO-B~

熊川|断層の波源モデ、ル(以下「検討会モデ‘ノレJという。)を検討した。

まず，福井県モデ、ルについては，断層長さが 90kmと想定されて

いるところ，債務者は，文献調査及び海上音波探査の再解析の結果，

福井県モデ、/レが想定する 90kmに及ぶ一連の海域活断層は認められ

ないことを確認したが，保守的に評価する観点から，福井県モデ、ルが

想定した断層長さを前提とした波源モデルによって数値シミュレーシ

ョンを実施し，本件評価点の津波水位を評価した。

また，債務者は，複数の自治体が実施している日本海東縁部の津波

の検討のうち，地震規模が最も大きい秋田県モデルを検討することと

した。そして，債務者は，秋田県モデルでは，断層長さが複数の領域

の断層が連動するとして 35 0 k m，地震発生層の下端深さが海底面

下46kmと設定されているところ， 日本海東縁部における地震はお

おむね 1000年程度の間隔で発生していることなどから，本件原発

の供用期間中に秋田県モデ、ルが想定する断層長さの地震が発生する可

能性は極めて低いと判断し，また，地震発生層の下端深さについても，

日本海東縁部はプレートの沈み込みが生じておらず，地震発生層はお

おむね 15kmより浅いから，地震発生層の下端深さが海底面下46 

kmfこ達することは想定し難いと判断したが，保守的に評価する観点

から，秋田県モデルを前提とした数値シミュレーションを実施し，本

件評価点の津波水位を評価した。

さらに，債務者は，検討会モテ、ルについて，基準津波として選定さ

開 183-



，f¥ 

〆ヘ

れている若狭海丘列付近断層(断層長さ 87km) 及びFO-A~F

O-B~熊川断層(断層長さ 60 k m)の波源モデルを用いて検討す

ることとし，概略計算による津波の数値シミュレーションを実施し，一

債務者による津波水位評価結果と同程度以上の津波水位となった波源

について，更に詳細な数値シミュレーションを実施して本件評価点の

津波水位を評価した。(乙 12，27，73)

e 津波の組合せに関する検討

さらに，債務者は，津波を発生要因ごとに検討するだけでなく，地

震とその地震に起因する地すべりが重畳して発生する津波を検討する

こととし，若狭海正列付近断層と隠岐トラフ海底地すべりの組合せ及

びFO-A~FO-B~熊川|断層と陸上地すべりの組合せを検討対象

とし，その上で，地震に起因する津波とそれに組み合わせる地すべり

に起因する津波について，単体組合せによる計算を行って，最も厳し

い組合せのケースを抽出した。

なお，海底地すべりの発生時間の不確かさを考慮し，各海底地すべ

り地形における地すべりが若狭海丘列付近断層の地震による地震動の

継続時間内のいずれかのタイミングで発生するとの条件を設定した。

また， FO-A~FO-B~熊川|断層と陸上地すべりの組合せによる

津波の影響についても，陸上地すべりの発生時間の不確かさを考慮し，

FO-A~FO-B~熊川|断層の地震による地震動の継続時間内のい

ずれかのタイミングで，陸上地すべりが発生するとの条件を設定して

評価を行い，最も厳しい組合せのケースを抽出した。(乙 12， 27， 

7 3) 

f 基準津波の策定

債務者は，以上の評価結果から，本件原発に最も大きな影響を及ぼ

すおそれがある津波を選定し，選定した津波に係る地震と地すべりの
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組合せについて，二つの波源による津波の一体計算を行い，本件評価

点における津波水位が最も厳しくなるケースを選定した。

その結果，若狭海丘列付近断層(福井県モデ、ル)と隠岐トラフ海底

地すべりの組合せのうち，発生時間のずれが 78秒のケースを基準津

波 1，FO-A~FO-B~熊川断層と陸上地すべりの組合せのうち，

発生時間のずれが 54秒のケースを基準津波2として選定した。そし

て，各基準津波における本件評価点における水位上昇の最大値は，取

水路閉塞部前面が十 5. 5 m， 3， 4号機循環水ポンプ室が十 2. 4 

m， 3， 4号機海水ポンプ室が+2. 5m，放水口前面が+5. 3m， 

放水路(奥)が+6. 2mとなり，水位下降の最大値は， 3， 4号機

海水ポンプ室が-2. Omとなった(以下，本件原発に係る基準津波

を「本件基準津波」という。)。

なお，債務者は，本件基準津波による水位上昇側の年超過確率は 1

0-4~1 0-5/ 年程度(1万ないし 10万年に 1回程度) ，水位下降

側の年超過確率は 10-4~10-7/年程度( 1万ないし 1000万年

に1回程度)と算定した。(乙 12，27，73)

g 入力津波の策定

さらに，債務者は，基準津波を踏まえた上で，本件基準津波の検討

過程で算出した単体組合せの結果も含めて本件評価点において水位変

動が最大となる数値に，朔望平均のばらつきとして上昇側に十 O. 1 

5m，下降側にー O. 17mの水位変動を考慮、した入力津波(施設の

津波に対する設計を行うために，津波の伝播特性及び浸水経路等を考

慮して，それぞれの施設に対して設定するもの)を策定した。

その結果，入力津波高さは，取水口前面が+4. 7m，取水路閉塞

部前面が+6. 2 m， 3， 4号機循環水ポンプ室前面が十 2. 9m， 

3， 4号機海水ポンプ室前面が+2. 8m，放水口前面が+6. 2m， 
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3， 4号機放水口前面が十 6. Om，放水路(奥)が+6. 7m，防

潮扉前面が+6. 6mとなり，水位下降の最大値は， 3， 4号機海水

ポンプ室前面が-2. 5mとなった。(乙 12，73，176)

lエ)本件ストレステスト

a 債務者は，本件ストレステストにおいて，津波に起因して燃料体等

の損傷に至る起因事象として， r主給水喪失J， r外部電源喪失J， 

「過渡事象J， r補機冷却水の喪失J， r炉心損傷直結Jの五つの事

象を選定し，これらに対する影響緩和に必要な機能を抽出し，イベン

トツリーを作成して収束シナリオを特定した。

その結果，債務者は，津波の高さが 3. 85 mで「補機冷却水の喪

失」が発生し，これによって「主給水喪失」及び「過渡事象」が発生

し，津波の高さが4. Om以上になると「外部電源喪失」が発生し，

津波の高さが 10. 8 m以上になると，建屋内の機器のほとんどが浸

水・水没するため重要な制御・保護機能が不能となり， r炉心損傷直

結」に至るものと評価した。その上で，債務者は， r補機冷却水の喪

失J及び「外部電源喪失」の収束シナリオを検討したところ，電動又

はタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水を行い，現場

の手動操作により主蒸気逃し弁を開放して熱放出を行い，蓄圧注入に

よるほう酸水の給水により未臨界性を確保するなどすることで炉心の

損傷が回避されるため， r補機冷却水の喪失」及び「外部電源喪失」

の収束シナリオの許容津波高さはいずれも 10. 8 mとなるが，この

許容津波高さは「炉心損傷直結」の津波高さでもあり，これを本件原

発の津波によるクリフエッジとして特定した。

また，債務者は，本件使用済燃料ピットに係るクリフエッジについ

ては，福島原発事故後に実施された緊急安全対策整備後においては，

消防ポンプを用いて海水を本件使用済燃料ピットに供給することで冷
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却が可能となったため(前記4(1)ウ)，その許容津波高さである 28.

Omをクリフエッジと特定した。(甲 118， 119)

b 原子力安全・保安院は，津波による起因事象の選定やクリフエッジ

の特定の妥当性を確認し，津波によるクリフエッジについての債務者

の評価結果を妥当なものと判断した。(乙 79) 

岡原子力規制委員会による審査

原子力規制委員会は，債務者が実施した津波評価の内容について審査し，

本件基準津波は，津波の発生要因として，地震のほか，地すべり，斜面

崩壊その他の地震以外の要因及びこれらの組合せによるものを複数選定

し，不確かさを考慮、して適切に策定しているとして，新規制基準に適合

すると判断した。

また，原子力規制委員会は，債務者の耐津波設計方針について，本件

基準津波の波源から保守的な設計又は評価となるような配慮を加えて入

力津波高さや速度を設定し，潮汐による水位変動，高潮による水位変動，

地殻変動による隆起の影響も考慮して保守的な評価をする方針であるこ

とを確認し，また，津波防護の方針についても，津波の流入する可能性

を網羅的に検討した上で，津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備

等を配置するなど，津波の流入を防止する方針がとられ，本件基準津波

によっても本件原発の安全機能が損なわれるおそれがないものと判断し，

新規制基準に適合すると判断した。

なお，原子力規制委員会は，耐津波設計方針に関する審査の過程にお

いて，債務者が敷地内に浸水した状態で事故対処等を行う方針としてい

たところ，津波防護施設等により敷地への浸水を防止することを求め，

また，債務者が取水路防潮ゲートの閉止について運転員による現場操作

によることを基本とする方針としていたところ，当該ゲートの閉止操作

について遠隔操作によることを基本とすべきと指摘した。これを受け，
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債務者は，津波防護施設等の強化により敷地内に浸水させない対策を示

し，また，取水路防潮ゲートの動的機器であるゲート落下機構等を重要

安全施設として位置付け，遠隔操作を基本とする設計方針を示した。ま

た，債務者は，放水口防潮堤のかさ上げ等，浸水防止対策を強化する方

針を示すなど，審査の過程で耐津波設計方針の強化が図られた。(乙 1

2， 7 3) 

岡本件原発における津波に対する安全対策

債務者は，福島原発事故後，原子炉及び本件使用済燃料ピットに対す

る多様な給水手段を確保するとともに(前記 3(1)カ・ 4(1)ウ)，建屋の

浸水防止策として，タービン動補助給氷ポンプ等の安全上重要な設備が

津波により浸水することを防止するため，既存扉及び建屋貫通部の隙聞

にシール施工等を行うことにより浸水防止措置を講じた。

なお，福島原発事故後の緊急安全対策を実施する前は，海水ポンプの

機能喪失により冷却不全となり，燃料体等の重大な損傷に至ると評価さ

れ，そのクリフエッジは 3. 85 mと特定されていたところ，緊急安全

対策を実施した後は，海水ポンプの機能が喪失した場合でも，空冷式非

常用発電装置の配備とタービン動補助給水ポンプの水源の確保により，

海水系に頼らない冷却が可能となるとともに，扉及び貫通部にシール施

工等を行ったことによって，津波によるクリフエッジが改善されたもの

と言平{面した。

また，債務者は，安全上重要な設備の津波による浸水対策の強化を図

るため，水密扉への取替えを行った。

さらに，債務者は，原子力規制委員会の前記聞の指摘を受けて，津波

防護施設として，取水路防潮ゲート(海抜8. 5 m)及ひや放水口倶IJ防潮

堤(海抜 8. 0 m) を設置し，本件基準津波が本件原発の敷地内に浸水

することを防止するための措置を講じた。なお，上記防潮堤については，
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地震時の側方流動力及び地震後の津波波カ等を考慮し，水平抵抗力に優

れる鋼管杭を採用し，杭の支持力については，国土交通省が定める技術

基準である道路橋示方書に基づいて評価し，摩擦杭の方式で支持力が確

保できることを確認するとともに，液状化の影響を低減させるため，岩

盤に至るまでの液状化層に対し薬液を注入し，杭の前後 10mにわたっ

て，砂粒子の間隙水をシリカのゲノレ化物に置き換えることで液状化を防

止する浸透固化により地盤改良を実施した。なお，債務者は，繰返し非

排水三軸試験(液状化試験)により液状化に対する抵抗力を直接求める

などして地盤改良の効果を確認し，地盤改良が不十分と判断される場合

は，薬液の再注入等の対策を行うこととしている。(甲 118，119，

3 0 1，乙 12，27，73，129，179， 182)

イ 原子力規制委員会の判断の合理性

ケ) 新規制基準の内容の合理性

新規制基準では，新指針と比較して津波に関する規制が大幅に充実さ

れ，基準津波の策定方法について具体的な規定も設けられ，その内容も，

地震のほか，地すべり，斜面崩壊その他の地震以外の要因及びこれらの

組合せによる津波を複数選定し，不確かさを考慮した数値解析を実施し

て策定することが求められ，さらに，基準津波の策定に当たっては，最

新の科学的・技術的知見を踏まえ，文献の調査に加え，変動地形学的調

査，地質調査及び地球物理学的調査等を適切に組み合わせた調査を広範

に行うことが求められるなど，最新の科学的・技術的知見に裏付けられ

た合理的根拠に基づく基準津波の策定が求められている(前記ア問・

(イ))。

また，基準津波による遡上津波は，敷地周辺における津波堆積物等の

地質学的証拠及び歴史記録等から推定される津波高さ及び浸水域を上回

っているとともに，行政機関により敷地又はその周辺の津波が評価され
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ている場合には，波源設定の考え方及び解析条件等の相違点に着目して

内容を精査した上で，安全側の評価を実施するとの観点から必要な科学

的・技術的知見を基準津波の策定に反映することとされ，不確かさにつ

いても，耐津波設計上の十分な裕度を含めるため，各種の不確かさを十

分踏まえた上で，適切な手法を用いることが求められるなど(前記ア

(イ))，これまでに蓄積されてきた津波に関する痕跡や知見を保守的な評

価に用い，かっ，不確かさも保守的に考慮することで，策定される基準

津波が過小なものとならないよう配慮されているといえる。

なお，新規制基準においても，最新の科学的・技術的知見の具体的内

容，調査の信頼性や精度を確保する具体的な方法，不確かさの具体的な

考慮方法等については，なお抽象的な記述にとどまっているともいえる

が，原子力規制委員会が専門的かつ中立的な観点から個別的かつ具体的

に審査するという基本的な枠組みは，基準地震動策定の基本的な枠組み

と共通するものといえ，そのような枠組みに十分な合理性があるといえ

ることは前記 2(2)アにおいて説示したとおりである。

以上によれば，新規制基準では，不確かさを考慮した保守的な評価に

よって基準津波を策定することが求められているのであり，津波の危険

性に関する新規制基準の内容に不合理な点はないと認めるのが相当であ

る。

(イ) 調査審議及び判断の過程等の合理性

a 債務者は，基準津波の策定に当たり，文献調査や津波堆積物調査に

よって過去の津波の調査を行なった上で，地震に起因する津波の発生

要因を抽出し，既往津波による再現性を確認し，科学的・技術的知見

に基づく数値シミュレーションの手法を用い， FO-A~FO-B~ 

熊川断層の 3連動を前提とし，不確かさの因子となるパラメータを変

化させて水位変動量が最大となったケースの諸元を用いて本件評価点
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における津波水位を評価するなど(前記ア(ウ)a・b) ，各種調査結果

を基礎とし，科学的・技術的知見に基づく信頼性のある手法を用いて

保守性に配慮した評価を行ったといえる。また，債務者は，地震以外

に起因する津波として海底地すべり及び陸上地すべりの双方について

検討し，各種調査結果に基づいて地すべり地形を把握した上で，発生

し得る最大規模の地すべりを想定し，複数の予測式を用いて評価を行

い，より厳しい結果を採用するなど(前記ア(ウ，)c) ，科学的・技術的

知見に基づき，保守的な評価を行っている。さらに，債務者は，行政

機関において検討された波源モデルを用いた津波についても，断層の

長さ等が現実には想定し難いものも評価するなど(前記ア(功d) ，保

守的な観点から多様な波源の評価を行っている。

その上で，債務者は，津波の組合せに関する検討を行い，地震とそ

の地震に起因する地すべりが重畳して発生する津波について，発生時

間の不確かさを安全側に考慮した上で，最も厳しい組合せのケースを

抽出して本件原発に最も大きな影響を及ぼすおそれがある津波を選定

し，詳細な一体計算を経て本件基準津波を策定しているのであるから

(前記ア(ウ)巴・f)，本件基準津波は，多様な波源モデノレを検討対象

として，保守的な評価によって策定されたものといえる。

そして，本件基準津波の水位上昇側の年超過確率は 10-4~10

5/年程度，水位下降側の年超過確率は 10-4~10-7/年程度(前記

ア(ウ，)f)という低い数値となっていることも併せ考慮すれば，本件原

発が本件基準津波に十分に耐えることができるのであれば，本件原発

の津波に対する危険性が社会通念上無視し得る程度にまで管理されて

いるかという観点に照らしても，本件基準津波の策定について，原子

力規制委員会の調査審議及び判断の過程等に看過し難い過誤，欠落は

ないと認めるのが相当である。
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b さらに，債務者は，津波に対する安全対策を講じるに当たっては，

津波による水位上昇のみならず，水位低下に伴う海水の取水への影響

や，津波に伴う砂の堆積の影響も考慮し，本件原発の安全上重要な設

備が本件基準津波に対して安全機能を保持できることを確認しており

(前記ア(功・附・防'l，乙 27) ，その評価過程に不合理な点はない。

しかも，原子力規制委員会は，債務者による耐津波設計方針に関す

る審査の過程において，津波防護施設等により敷地への浸水を防止す

ることを求め，債務者によって浸水防止対策を強化する方針が示され

るなど，審査の過程で耐津波設計方針の強化が図られ，実際に本件原

発に本件基準津波を上回る高さの取水路防潮ゲート(海抜 8. 5 m) 

及び放水口側防潮堤(海抜 8. 0 m)が設置されたのであるから(前

記ア附・同)，本件原発においては，浸水防止の措置が適切にとられ

ているといえる。

以上に加え，本件原発においては，福島原発事故後，上記防潮堤の

設置のほか，扉及び貫通部にシール施工等を行い，安全上重要な設備

について水密扉への取替えを行うなどの浸水対策を実施していること

(前記ア倒)，本件ストレステストでは，津波によるクリフエッジが

10. 8 m と特定されていること(前記ア伺)を併せ考慮すると，本

件原発においては，本件基準津波に対して十分に耐えることができる

設計方針となっているものと認めるのが相当である。

したがって，本件原発の耐津波設計方針が新規制基準に適合すると

した原子力規制委員会の調査審議及び判断の過程等に看過し難い過誤，

欠落は認められないというのが相当である。

(ウ) まとめ

以上によれば，津波の危険性に関する具体的審査基準並びに本件基準

津波及び本件原発の耐津波設計方針についての原子力規制委員会による
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調査審議及び判断の過程等について不合理な点はなく，本件原発の津波

に対する安全性が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断

に不合理な点はないと認めるのが相当である。

ウ 債権者らの主張について

ゲ) 基準津波の策定について

a 債権者らは，債務者による津波に関する伝承の考慮が不十分である

旨を主張する。

この点， I基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイドJ (甲 2

94)においても， I基準津波を選定する際には，その規模が，敷地

周辺における津波堆積物等の地質学的証拠や歴史記録等から推定され

る津波の規模を超えていることJ， I歴史記録については，震源像が

明らかにできない場合であっても規模が大きかったと考えられるもの

について十分に考慮されていること」が求められており，津波の評価

に当たっては，歴史記録等を十分に考慮する必要があるところ，天正

1 4年 (15 8 6年)に発生した天正地震については，若狭湾沿岸に

大津波が押し寄せたことをうかがわせる文献の記載があり，近日寺，福

井県高浜町の若狭湾沿いの地層から津波の痕跡らしい堆積物が発見さ

れたことが認められ(甲 163， 168，296)，天正地震のほか

にも，山陰地方において万寿地震と呼ばれる地震の際に大津波が生じ

たという伝承や，美浜町の常神半島東側においても過去に大津波でく

るみ浦と呼ばれた地域にあった村が滅んだとの伝承があるなど，複数

の津波にまつわる伝承ないし伝説が存在することが認められる(甲 1

64~166 ， 297， 298)。

しかし，天正地震については，被害状況から震源を津波が発生する

おそれのない内陸部とする分析もされている(乙 32)。また，債務

者は，ボーリング調査及び試料分析による津波堆積物調査を実施する
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とともに，若狭湾沿岸の県市町村史誌(全36文献)を対象とした天

王地震による津波に関する記述の有無の確認や，若狭湾沿岸において

比較的標高が低くて海岸に近い，創建年代の古い神社 13か所に対す

る聞き取り及び現地調査を実施したが，いずれの調査においても，天

正地震の際に大規模な津波が発生したことを示唆するものはなく，原

子力安全・保安院においても，文献調査や津波堆積物調査等の結果は

天正地震による大規模な津波を示唆するものではないと考えられるとし

ている(乙 33，34)。さらに，原子力安全・保安院は，天正年間も

含めてデータを拡充するため，津波堆積物について追加調査を行う旨の

見解を示したが(乙 34)，その後にそのデータ拡充を図ることを目的

として実施された津波堆積物追加調査(乙 29) においても，天王地

震による津波を含め，完新世(約 1万年前から現在まで)の期間に大

規模な津波が発生した痕跡は見付かっていない(前記ア(ウ)a )。そし

て，近時，福井県高浜町の若狭湾沿いにおいて津波の痕跡らしい堆積

物が発見されている点については，現段階では，津波の痕跡であるか

否かも明確ではなく，仮に津波の痕跡であったとしても，津波の規模

や性質，本件原発敷地に対する影響の有無・程度は不明というほかな

い。そうすると，今後の分析を通じて，最新の科学的・技術的知見に

基づいて若狭湾沿岸において大規模な津波が来襲していた可能性が新

たに裏付けられれば，債務者において，その事実を十分に考慮して津

波の想定を再度行うべきことは当然であるが，上記の痕跡が発見され

たという事情のみから，債務者において，天正地震による大津波が発

生していた可能性を考慮、しなかったことを不合理であるということは

できない。

さらに，債権者らが指摘するその他の伝承ないし伝説についても，

その真偽自体が明らかとはいえないものであり，本件原発の敷地周辺
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における津波の規模等は全く不明というほかないものであるから，債

務者がこれらの伝承ないし伝説を考慮しなかったことを不合理である

ということはできない。

なお，債権者らは，津波堆積物調査におけるボーリング地点が窓意

的に選択された疑いがある旨を主張するが，債務者が実施した津波堆

積物調査は，若狭湾沿岸の標高の低い平野部で，かつ，静穏な堆積環

境を維持している潟湖，湖沼，湿地帯が選定されていることが認めら

れるのであるから(乙 27，29，33)，ボーリング地点の選定は，

津波堆積物の調査として合理性があるというべきであるし，地震によ

る津波は沿岸部を広く襲う性質のものであることを考慮すると，債務

者においてボーリング地点を怒意的に選択できるとは考え難く，債務

者が津波堆積物が存在しない地点を務、意的に選択して調査を実施した

ことを具体的にうかがわせるような疎明資料もない。

以上によれば，津波の伝承ないし伝説に関する債権者らの主張を踏

まえても，債務者による津波の評価が不合理であるということはでき

ない。

b 債権者らは，本件原発の沖合の海底に相当数の活断層があり，隠岐

トラフ南東縁にある全長80kmの逆断層群は大規模な津波をもたらす

可能性があると主張するが，債務者は，検討対象とすべき断層を抽出

して考慮するとともに，若狭海丘列付近断層について，福井県モデル

として想定されている断層の長さが 90kmの波源モデルや，検討会

モデルとして想定されている断層の長さが 87kmの波源モデ‘ルを考

慮して基準津波を検討するなど，保守的な評価を行っているところで

あるから(前記ア(功d) ，上記の債権者らの主張を踏まえても，債務

者による津波の評価の合理性を否定することはできない。

また，債権者らは，債務者が経済合理性を追求する結果，津波評価
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が安全側に配慮、しない不合理なものとなっており， r倍半分」程度の

不確実性も考慮、されていない旨主張する。しかし，本件基準津波の評

価が，各種調査を基礎に科学的・技術的知見に基づく信頼性のある手

法を用い，かつ，不確かさを考慮した保守的なものとなっていること

は前記イ(イ)aにおいて説示したとおりであるし，入力津波の策定に当

たっては，単体組合せの計算結果も含めて水位変動が最大となる数値

に朔望平均のばらつきを考慮しているのであるから(前記ア(功g) ， 

債権者らの主張を考慮しでも，債務者は十分に保守的な津波評価を行

ったものといえる。加えて，債務者は，津波防護施設として，取水路

防潮ゲート(海抜8. 5 m)及び放水口側防潮堤(海抜8. 0 m) を

設置しており(前記ア倒) ，本件基準津波に対して更に相応の余裕を

もって浸水を防止できるだけの措置を講じているのであるから，経済

合理性を追求するために過小な津波評価と津波対策を実施しようとし

ていたとは認められない。しかも， r倍半分J程度の不確実性を考慮

すべき根拠として債権者らが提出する文献(甲 300)によれば，平

成 12年 2月頃，津波予測の数値解析において誤差があることを考慮

して，シミュレーション結果の 2倍の高さの津波が到達した場合の影

響について評価がされ，本件原発については，当時の想定値の 2倍の

水位上昇があったとしても安全性に影響はないものと評価されたこと

が認められるのであるから，本件基準津波に更に「倍半分」の不確か

さを加味しなければ津波の評価の合理性が確保できないという根拠は

見いだし難い。したがって，債権者らの「倍半分」に関する主張を考

慮しでも，債務者の津波の評価を不合理であるということはできない

というべきである。

なお，債権者らの提出する意見書(甲 17 1) には，若狭湾一帯は

活断層の巣であり，海域活断層が活動することによって発生する地震
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の際に本件原発が立地している地盤又はそのすぐ側の海の地盤が動き，

従来の想定を超える津波が発生する可能性があるとの見解が述べられ

ているところであるが，本件基準津波は，本件原発付近の海域活断層

についての調査等に基づき検討対象とすべき活断層を抽出し，再現性

の確認された手法や根拠のある手法に基づき，不確かさ等を保守的に

考慮して評価されたものであるのに対し(前記ア(ウ)) ，上記意見書に

は，問題とすべき活断層の位置や長さ，想定される津波の高さ及びそ

の根拠等は何ら示されていないのであるから，上記の見解を踏まえて

も，債務者による津波の評価を不合理であるということはできない。

c また，債権者らは，若狭地方の地盤はブロック化し，ブロック運動

を続けているから，地盤ブロックの上昇や陥没を想定する必要がある

ところ，債務者の津波評価においては，地盤の隆起や陥没についての

考慮が不十分である旨を主張する。この点，確かに，若狭湾沿岸での

津波については，ブロック運動を想定することが必須で、あるとの見解

もあるが(甲 30 2) ，債務者の津波評価においては， FO-A~F 

O ー B~熊川断層の 3 連動を評価するなど，本件原発近傍の断層の長

さを保守的に設定するとともに，複数の波源を想定して保守的な評価

を行ってシミュレーションを実施しているのであるから，債権者らの

主張や上記見解を踏まえても，債務者による津波の評価の合理性が直

ちに否定されることにはならないというべきである。なお，本件原発

周辺で，地震によって地盤が陥没した事例が複数認められるが(甲 3

04~306) ，これらの地盤の陥没が津波の波源となり得るか否か

は明らかではなく，これらの事例を根拠に債務者による津波の評価を

不合理であるということはできなし、。

d 債権者らは，若狭湾のようなリアス式海岸で大地震が発生した場合

には土砂崩落による津波の発生も想定しなければならないと主張する
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が，債務者が，各種調査に基づいて発生し得る地すべりの範囲や崩壊

する土砂量を推定し，複数の計算手法を用いて最も厳しい評価結果を

採用し，地震による津波とも組み合わせて基準津波を策定しているの

は前記ア(ウ)c及びeのとおりである。

e 債権者らは，本件原発においては，少なくとも既往最大の津波を想

定すべきであり，本件原発にも，東北地方太平洋沖地震の際に岩手県，

宮城県及び福島県沿岸を襲った高さ 15mの津波と同程度の津波が押

し寄せることを想定すべきと主張するが，東北地方太平洋沖地震にお

ける津波は，海溝型のプレート境界で発生するプレート間地震によっ

て発生した津波であり(前提事実(9)) ，本件原発において想定すべき

内陸地殻内地震によって発生する津波とは，その態様を異にするもの

であるから，東北地方太平洋沖地震において 15mの津波が観測され

たからといって，本件原発においても同程度の津波を想定すべきとす

る債権者らの主張は採用できない。

付) 津波に対する安全性について

債権者らは，本件原発に設置された防潮堤は，杭の先端を地下の支持

層に到達させる支持杭の方法ができない場合の次善の策というべき摩擦

杭が採用されたため，支持カが十分であることの根拠が薄弱である上，

隣接地盤の液状化により，基礎部分ごと押し流される可能性があると主

張する。

しかし，本件原発の防潮堤は，水平抵抗力に優れる鋼管杭が採用され，

杭の支持カについても，道路橋示方書に基づいて評価され，支持カが確

保できることが確認されているのであり，岩盤に至るまで杭の前後 10 

mにわたって液状化を防止する浸透固化による地盤改良が実施され，そ

の効果の確認試験も適切に行われることになっていること(前記ア倒)

も併せ考慮すると，防潮堤が基礎部分ごと押し流される具体的な危険性
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があるとは認め難い。したがって，この点に関する債権者らの主張は採

用することができない。

(ウ) まとめ

以上によれば，債権者らの主張を踏まえても，津波の危険性に関する

具体的審査基準に不合理な点はなく，本件原発の津波に対する安全性が

新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はな

いとの前記判断(前記イ(功)は左右されないというのが相当である。

(2 ) 深層崩壊の危険性

ア認定事実

前記前提事実，各項の末尾に掲記の疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，

以下の事実が認められる。

fア1新規制基準では，地震及び津波を除く自然現象が発生した場合におい

ても安全施設の安全機能が損なわれないような設計としなければならな

いとされており(設置許可基準規則 6条 1項) ，想定される自然現象に

ついては，敷地の自然環境を基に，洪水，風(台風) ，竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，地すベり，火山の影響，生物学的事象又は森林火災等

から適用されるものをいうとされている(設置許可基準規則解釈6条)。

以上のとおり，新規制基準には，検討すべき自然災害として深層崩壊

は明示されていない。(乙 90) 

(イ) 債務者は，本件原発の安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の

自然現象として，竜巻，火山の影響，森林火災，風(台風) ，降水，落

雷，生物学的事象，凍結，積雪，高潮，洪水及び地すべりの 12事象を

抽出したが，大規模な深層崩壊が本件原発を襲う可能性については特段

考慮、しなかった。

これに対し，原子力規制委員会は，本件原発の設計において，地震及

び津波を除く自然現象に対して安全施設の安全機能が損なわれない方針
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としていることを確認し，新規制基準に適合すると判断した。(乙 12， 

7 3) 

イ 原子力規制委員会の判断の合理性

tア) 新規制基準においては，検討すべき自然災害として深層崩壊が明示さ

れていないが(前記ア伺) ，検討すべき自然現象を網羅的に規定するこ

とは不可能というべきであり，個々の原子力発電所の立地条件や自然環

境に基づき，原子力事業者において検討すべき自然災害を抽出し，抽出

した自然災害に対して安全施設の安全機能が損なわれないような設計と

するよう求め，原子力規制委員会において，その評価過程及び設計方針

の適切性を専門的かっ中立的な観点から個別的かっ具体的に審査すると

いう基本的な枠組みには十分な合理性があるというべきである。

したがって，自然現象に対する安全性に関する新規制基準の内容に不

合理な点はないと認、めるのが相当である。

付) 債権者らは，本件原発周辺で地震や短期間の集中豪雨により深層崩壊

が発生する危険性は高いと主張する。

しかし，独立行政法人土木研究所土砂管理研究グ‘ループ火山・土石流

チームが圏内全域に対して統ーされた手法を用いることによって深層崩

壊の発生のおそれのある渓流を抽出することを目的として策定した「深

層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル(案)J (乙 35) では，

深層崩壊の発生実績に基づく手法，地質構造及び微地形要素に基づく手

法並びに地形量に基づく手法の三つの手法によって深層崩壊発生のおそ

れのある渓流抽出を行う旨が定められているところ，明治期以降，本件

原発周辺において大規模な深層崩壊の発生実績は認められず(乙 36) ， 

本件原発の敷地の地質・地質構造調査においても，深層崩壊による堆積

物は確認されていない(乙 38) 

なお，本件原発の近傍に位置する青葉山は，過去に大規模な山体崩壊
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を起こしたことがうかがわれるが，その痕跡である流れ山の分布からす

ると，その土砂が本件原発の敷地にまで到達したとは認められず(甲 1

7 2) ，今後，青葉山において山体崩壊が発生した場合に，その土砂が

本件原発の敷地に到達することをうかがわせる疎明資料は見当たらない。

以上に加え，本件原発周辺に第四紀火山(約 260万年前から現在ま

でに活動した火山)は存在しておらず(乙 37) ，本件原発周辺で火山

活動による深層崩壊が起きる可能性は考え難いことも併せ考慮すると，

集中豪雨が深層崩壊の契機になり得ること(甲 17 6) ，台風等の影響

により各地で豪雨が発生していること(甲 177~181) を考慮して

も，本件原発における深層崩壊の危険性は，社会通念上無視し得る程度

のものと評価するのが相当であり，債務者が，本件原発の安全性を評価

するに当たり，債権者らが主張するような深層崩壊の危険性を特段考慮

しなかったことをもって，債務者による自然現象に対する評価が不合理

であるということはできない。

そうすると，債権者らが主張するような深層崩壊の危険性が評価され'

ていないとしても，原子力規制委員会の調査審議及び判断の過程等に看

過し難い過誤，欠落があるということはできない。

(3) 土砂災害の危険性

ア認定事実

前記前提事実，各項の末尾に掲記の疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，

以下の事実が認められる。

fア1新規制基準では，耐震重要施設は，基準地震動をもたらす地震の発生

によって生じるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれる

おそれがないものでなければならないとされている(設置許可基準規則

4条4項)。

また，新規制基準では，地震及び津波を除く自然現象が発生した場合
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においても安全施設の安全機能が損なわれないような設計としなければ

ならないとされ(同規則 6条)，想定される自然現象として地すべりを

挙げている(設置許可基準規則解釈 6条) 0 (乙 17， 9 0) 

(イ) 債務者は，本件原発における斜面崩壊の危険性について，本件基準地

震動による地震力を作用させた動的解析を行い，斜面崩壊のおそれがな

いことを確認した。これを受けて，原子力規制委員会は，債務者による

斜面崩壊の危険性に対する評価が新規制基準に適合するものと判断した。

また，債務者は，本件原発背面の斜面の安定性を確保するため，山頂

部及び中腹部の土砂の掘削を実施し，山頂部からは約 6万IIf，中腹部か

らは約 3. 4万rri(合計でトラック 2. 2万台相当)の土砂を搬出した。

さらに，債務者は，本件原発の安全性を評価する上で考慮すべき自然

現象として地すべりを抽出した上で，本件原発の 3号機付近lニおいて土

石流危険区域に設定されている箇所について，地表踏査により土石流の

発生源となるような土砂の堆積は確認されず，土石流が発生しないもの

と判断し，また，固体廃棄物貯蔵庫付近には，土石流危険区域に設定さ

れている箇所又は地すべり地形が確認されている箇所が存在するが，固

体廃棄物貯蔵庫を，杭基礎により岩盤に支持された壁厚 60cm以上の

鉄筋コンクリート構造等とすることにより，地すべりによる土砂の衝突

により倒壊しない設計とすることとした。これを受けて，原子力規制委

員会は，債務者の設計が安全施設の安全機能が損なわれない方針となっ

ているものと判断した。(甲 26 2，乙 12，73)

イ 原子力規制委員会の判断の合理性

(7) 基準地震動に関する新規制基準の内容に合理性が認められることは争

点(2)(基準地震動の合理性)に対する判断(前記 2) において説示した

とおりであるから，基準地震動による斜面崩壊に対する安全性を求める

新規制基準の内容も合理的といえる。また，自然現象に関する新規制基

-202 -



f、ヘ

f戸、、

準の内容に不合理な点がないと認められることは前記(2)イのとおりであ

る。

付) そして，本件基準地震動に合理性が認められることについては，争点

(2) (基準地震動の合理性)に対する判断(前記 2) において説示したと

おりであるが，債務者は，本件原発周辺の斜面崩壊の危険性について，

動的解析を行って本件基準地震動に対する安全性を確認し，さらに，斜

面の掘削を行うことで斜面崩壊の危険性を相当程度軽減する措置を追加

で行っているのであって，他に本件原発の安全性を脅かすような土石流

等の土砂災害が発生する具体的な可能性をうかがわせる疎明資料もない。

なお，債権者らは，台風等の影響により，各地で豪雨が発生しているこ

とを示す疎明資料(甲 177~181) を提出するが，これらを本件原

発の敷地における土砂災害の具体的な危険性を直接裏付けるものという

ことはできない。

したがって，本件原発における土砂災害の危険性が社会通念上無視し

得る程度にまで管理されているかという観点に照らしでも，本件原発の

土砂災害に対する安全性に関する原子力規制委員会の調査審議及び判断

の過程等に看過し難い過誤，欠落があるということはできず，上記安全

性が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点

はないと認めるのが相当である。

ウ 債権者らの主張について

ケ) 債権者らは，土砂災害によって本件原発の建屋に通じる道路が使えな

くなれば，債務者が想定する重大事故対策がとれなくなる可能性が高い

と主張する。

しかし，新規制基準では，想定される重大事故等が発生した場合にお

いて，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置
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を講じることが求められているところ(設置許可基準規則43条 3項 6

号)，債務者は，重大事故対策を実施するための/レートを複数確保する

とともに，土石流危険区域に含まれる道路が使用できない状況になった

としても，ルートの復旧を図ることを可能にするため，障害物を除去す

るブルドーザー2台と油圧ショベル 1台を離れた位置に保管していると

ころであり，原子力規制委員会においても，本件原発の重大事故対策を

実施するためのルートの確保について新規制基準に適合すると判断され

ていることが認められる I(乙 12，73，79，90，95の 1)。

したがって，仮に土砂災害が本件原発の敷地内に及んだとしても，重

大事故対策が実施できるよう，適切な対策が講じられているというべき

である。

付) また，債権者らは，本件原発の西側lと東側には斜面移動体が存在し，

その更に西側には非常に広い範囲で大規模な地すべりが起きていると主

張するが，本件原発の敷地の地質・地質構造調査においても土石流ない

し地すべりによる堆積物は確認されておらず(乙 38) ，他に本件原発

の安全性に影響を与えるような大規模な土砂災害が発生する具体的な可

能性をうかがわせる疎明資料はない。

なお，債権者らは，本件原発は山を造成して建設されたものであり，

切土や盛土をした部分は崩壊を起こす危険性が高いとも主張するが，本

件原発における土砂災害の危険性は，社会通念上無視し得る程度にまで

管理されていると評価するのが相当であることは前記イ(イ)において説示

したとおりであり，この評価は，本件原発の敷地に切土や盛土が含まれ

ていることを当然の前提としているものであるから，債権者らの主張す

るところによって左右されるものではない。

(功 さらに，債権者らは，崖崩れ等により設備そのものに影響が生じるだ

けでなく，鉄塔の倒壊等による通常電源の長期間の喪失や，交通路の遮
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断という重大な事態が生じる可能性は大きいと主張するが，債務者は，

全交流電源喪失という厳しい条件を想定した上で，外部からの支援なし

に，約 16ないし 19日にわたって燃料体等の冷却を維持でき，外部か

らの支援態勢として，陸路だけでなくヘリコプターによって燃料等の空

輸を行う仕組みを構築するなど，外部からの補給の成立性等を確認して

いるのであり(前記3(1)エ{エ))，本件原発に保管されている重機等によ

って交通路の復旧作業を行うことも可能と考えられるから，本件原発に

おいては，債権者らの主張するような事態が発生したとしても，重大事

故対策の実効性を確保するのに必要な設備等が整備されているというの

が相当である。

仁c) 以上によれば，債権者らの主張を踏まえても，本件原発の土砂災害に

対する安全性が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に

不合理な点はないとの前記判断(前記イ)は左右されない。

6 争点(6)(安全性確保に関するその他の問題)について

(1 ) 老朽化による危険性

ア認定事実

前記前提事実，各項の末尾に掲記の疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，

以下の事実が認められる。

ケ) 本件原発における設備の保全

債務者は，本件原発の稼働中，定期的に発電を停止して点検，検査，

修理・取替え等の定期点検を実施するとともに，発電用原子炉施設にお

ける保安活動の実施状況及び保安活動への最新の技術的知見の反映状況

を評価する定期安全レビューを 10年に1度実施していた。

また，上記定期安全レビューでは，中長期的な視点に立脚して評価対

象期間の保安活動を評価し，必要に応じて安全性向上のために有効な追

加措置を抽出することにより，本件原発等が最新のものと同等の高い水
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準を維持しつつ安全運転を継続できる見通しを得ることが目的とされて

いた。(乙41， 4 2) 

仔) 高経年化技術評価

債務者は，本件原発が運転開始から 30年を迎えることから，平成2

6年6月までに，以下のとおり高経年化技術評価を実施するとともに，

長期保守管理方針を策定した。

高経年化技術評価に当たっては，本件原発の安全上重要な機器・構造

物等を抽出した上で，日本原子力学会標準「高経年化対策実施基準J附

属書に基づき，経年劣化事象と部位の組合せを抽出し，原子炉容器の中

性子照射脆化，蒸気発生器の応カ腐食割れ，充てん・高圧注入ポンプの

疲労割れ，余熱除去ポンプの熱時効等，着目すべき劣化事象を抽出して，

経年劣化事象が発生していないか，又は今後の運転で発生しないかを評

価した。さらに，経年劣化事象が発生する可能性のある機器・構造物は，

運転開始後 60年経過時点の劣化状況を想定し，現状の保全活動で安全

性が確保されているかの評価を行った。

その結果，債務者は，安全機能を有する機器・構造物等は，現在行っ

ている保全活動の継続及び一部の機器・構造物の追加保全策を講じるこ

とで，原子力発電所全体の機器・構造物の健全性が長期的に確保される

ことを確認した。そして，この追加保全策として，短期的には， 2次系

ドレン系統配管について，炭素鋼配管の減肉状態を保守的に仮定しでも

耐震性が確保できるよう耐震サポート補強工事を実施すること，中長期

的には，蒸気発生器について，応力腐食割れ等が顕在化することが否定

できないことから，蒸気発生器の取替えを含めた保全方法を検討するこ

と，原子炉容器について，高照射領域での脆化傾向の知見拡充等のため，

第 5回監視試験の実施計画を策定すること等を内容とする長期保守管理

方針を取りまとめた。(乙 44，45)
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(ウ) 中性手照射脆化

a 破壊靭性遷移曲線の設定

本件原発の原子炉容器には，原子炉容器と同じ材料を使用した監視

試験片が原子炉容器内表面より少し内側に配置されているところ，債

務者は，電気協会原子力規格委員会作成の「原子炉構造材の監視試

験方法 ]EAC4201-2007j及び同 2010年追補版(乙 57，580

以下，これらを併せて r]EAC4201-2007j という。)に基づき，本件

原発の運転開始時には原子炉容器内に 6体が挿入されていた監視試験

片のカプセルを計画的に取り出し，これまで4回の監視試験を行うこ

とにより，鋼材のねばり強さを示す破壊靭性値や脆性遷移温度等の実

測値を確認、した。

その上で，債務者は，同委員会作成の「原子力発電所用機器に対す

る破壊靭性の確認試験方法 ]EAC4206-2007 j (乙 59。以下 r]EAC4

206-2007j という。)の附属書Cにおいて定められている破壊靭性遷

移曲線の設定に関する計算式を用い，原子炉容器の健全性の評価時期

である運転開始後 60年経過時点における予測値を算出するため，実

演j値を運転開始後 60年経過時点まで温度軸に対してシフトさせ，そ

の予測破壊靭性の下限を包絡した曲線を破壊靭性遷移曲線として設定

した。(乙 54，55， 57~59 ， 130) 

b PTS状態遷移曲線の設定

債務者は，本件原発の原子炉容器に対し，定期的に超音波探傷検査

を実施しており，平成 18年の定期検査時に実施した原子炉容器に対

する超音波探傷検査では，原子炉容器内表面に亀裂等の損傷の存在は

認められなかった。

しかし，債務者は， ]EAC4206-2007の附属書Cに基づき，原子炉容

器炉心領域内表面に深さ 10mm，長さ 60mmの亀裂が存在してい
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ると想定して，脆性破壊の観点から最も厳しい条件となる PTS事象

について，脆性破壊の発生可能性を評価した。

その上で，債務者は， JEAC4206-2007に定められた PTS評価手法

に基づき， PT  S事象として， r小破断LOCAJ， r大破断LOC

AJ， r主蒸気管破断事故」を対象として，本件原発の原子炉容器胴

部(炉心領域部)材料の評価を実施し， PTSにおける応力拡大係数

を算定してPTS状態遷移曲線を設定した。

なお，債務者は，想定亀裂先端部の中'性子照射量については，原子

炉容器内表面の値を用い， r大破断LOCAJに対する PTS評価に

おいて応カ拡大係数を算定する際には， 1次冷却材の温度が通常運転

温度の約 300
0Cから冷水の温度までステップ状に(瞬間的に)低下

するものと保守的に仮定して熱伝導解析及び応力解析を行った。(乙

54，55，130) 

c 原子炉容器の健全性の評価

以上の評価を踏まえ，債務者は，本件原発の原子炉容器の健全性に

ついて，亀裂の存在を想定しでも，運転開始後 60年経過時点におい

て，破壊靭性値を示す破壊靭性遷移曲線が応力拡大係数を示すPTS

状態遷移曲線を常に上回っていることを確認し，本件原発の原子炉容

器については，脆性破壊は生じないと評価した。(乙 54，5 5) 

(エ) 溶接部のクラック(応力腐食割れ)

a 本件原発の 3号機について

債務者は，平成20年の定期検査において，原子炉容器上部ふたに

ついて，大飯原発 3号機の原子炉容器上部ふた管台溶接部から 1次冷

却材漏えい事象が確認されたことを踏まえ，長期的な健全性維持を図

るため，管台母材及び溶接金属材料を 600系ニッケル基合金から耐

腐食性に優れた 690系ニッケル基合金に変更するなど，改良を施し

-208 -



(¥ 

f戸¥

た新しい上部ふたに取り替えた。

また， 600系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れに係る点検と

して，圏内外の加圧水型原子炉における応力腐食割れ事象を踏まえ，

600系ニッケル基合金が使用されている原子炉容器底部，力日圧器逃

し弁管台，同安全弁管台，同スプレイ弁管台及び同サージ管の溶接部

については外観目視点検や超音波探傷検査を，原子炉容器冷却材出入

口管台と蒸気発生器出口管台の溶接部については渦流探傷試験をそれ

ぞれ実施し，異常がないことを確認した。

さらに，予防保全対策として，溶接部表面の残留応力を低減させる

ため，原子炉冷却材出入口管台と炉内計装筒の内面及び表面溶接部に

ワォータージェットピーニング工事を，蒸気発生器出口管台の溶接部

表面にショットピーニング工事をそれぞれ実施した。なお，蒸気発生

器の入口管台溶接部については，ショットピーニング工事実施前の渦

流探傷試験で有意な信号指示が認められたことから，補修工事を実施

した。(乙 63) 

b 本件原発の 4号機について

債務者は，平成 19年の定期検査において，本件原発の 3号機と同

様の目的で，管台母材及び溶接金属材料を 600系ニッケル基合金か

ら690系ニッケル基合金に変更するなど，改良を施した新しい上部

ふたに取り替えた。

また，平成 22年の定期検査において， 600系ニッケル基合金が

使用されている原子炉容器出入口管台について超音波探傷検査を，原

子炉容器炉内計装筒の内面及び管台溶接部について渦流探傷試験や外

観目視点検をそれぞれ実施し，異常がないことを確認した。

さらに，予防保全対策として，原子炉容器炉内計装筒の内面及び管

台溶接部について，表面の残留応力を低減させるため，ウォータージ
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ェットピーニング工事を実施し，加圧器サージ管台，安全弁管台，逃

し弁管台，スプレイライン管台について， 600系ニッケル基合金で

溶接された管台から耐腐食性に優れた 690系ニッケル基合金で、溶接

された管台に取り替えた。(乙 49， 6 4) 

イ 本件原発の老朽化に対する安全性

ケ) 高経年化対策の限界について

債権者らは，高経年化対策について，配管等を交換しても原子力発電

所が生き返るわけではなく，かえってバランスを崩し，思わぬ事故を招

く危険性が生じると主張し，債権者らの主張に沿う専門家の見解も示さ

れている(甲 188，190)。

しかし，債権者らの主張に沿う上記見解によ〕ても，配管等の部品の

交換によっていかなる事故を誘発することになるのかやその蓋然性は明

らかではない。

そして，債務者は，本件原発の稼働中においては，定期的に発電を停

止して点検，検査，修理・取替え等の定期点検を実施するとともに，定

期安全レビューを実施するなど，経年劣化が生じることを前提として，

健全性評価や検査等の保全を行っていたところであるが(前記ア(ア))，こ

れに加え，本件原発に対して高経年化技術評価を実施することで，安全上

重要な設備について劣化事象を抽出して健全性を評価し，運転開始後 6

0年経過時点の劣化状況を想定した安全性を検証，確認するとともに，

配管等の交換も含めた長期保守管理方針を策定して保全に努める方針を

示しているのであるから(前記ア(イ)) ，本件原発については，点検及び

検査等を通じて，配管等の部品の交換等といったメンテナンスが実施さ

れるなど，有効な高経年化対策が実施されているといえ，その有効性・

実効性を否定すべき具体的な事情は認められない。

したがって，高経年化対策の限界に関する債権者らの主張は採用でき
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ない。

(イ) 中性子照射脆化の危険性について

a 債権者らは，原子炉容器自体を交換することは不可能であることか

ら，高経年化対策は原子炉容器の脆性破壊に対する有効な対策になっ

ておらず，中性子照射脆化により， PT  S事象において脆性破壊を生

じる危険がある旨を主張する。

しかし，脆性破壊により原子炉容器が破損する可能性が生じるのは，

亀裂の存在，靭性の低下及び高応力の発生という三つの要因が同時に

満たされた場合であることが認められるところ(乙 53) ，本件原発

の原子炉容器については，超音波探傷検査においても原子炉容器内表

面に亀裂は認められていないにもかかわらず，亀裂の存在を想定して

脆性破壊の可能性を評価し，また，中性子照射量を評価するに当たっ

ては，脆性破壊が発生する亀裂の先端部分ではなく，より多くの中性

子照射を受けている原子炉容器内表面の中性子照射量を前提に評価し，

さらに， r大破断LOCAJに対する PTS評価においては 1次冷却

材の温度変化を厳しい想定とするなど(前記ア(ウ)b) ，保守的な評価

を前提として脆性破壊の可能性を検討し，原子炉容器の脆性破壊とい

う観点からは最も厳しいPTS事象を想定しでも原子炉容器の脆性破

壊が生じないことを確認しているのであるから(前記ア(切c)，本件

原発の原子炉容器において中性子照射脆化による脆性破壊が生じる危

険性は，社会通念上無視し得る程度にまで管理されていると評価する

のが相当である。

b 債権者らは，原子炉容器内に設置される監視試験片の数が不足する

ことで，老朽段階に入った原子炉容器が無監視状態になると主張する。

しかし，本件原発の原子炉容器内には，監視試験片のカプセルが 2

体残っているところ(前記ア(ウ)a) ，本件原発においてこれまで実施

-211 -



n 

(': 

されてきた監視試験によって既に運転開始後 60年経過時点における

原子炉容器内表面の照射量の想定値が得られていることが認められる

のであり(乙 54， 5 5， 1 3 0) ， JEAC4201-2007においては，長

期監視試験計画について， r原子炉圧力容器内面での中性子照射量

が取り出したカプセノレの中性子照射量を下回っている間は，次のカ

プセルの取り出しを計画する必要はない」と規定されていること

(乙 57) も考慮すれば，本件原発については，直ちに改めて監視

試験を実施する必要がある状況にはなく，今後，監視試験を頻繁に

実施しなければ原子炉容器の安全性が確保できない状況にあるとも

いえない。

したがって，本件原発の監視試験片の数に関する債権者らの主張を

踏まえても，中性子照射脆化の危険性に関する債務者の評価の合理性

が左右されることはない。

c 債権者らは，平成 21年4月に玄海原発 1号機の監視試験片の脆性

遷移温度が想定外の温度に達していることが明らかになるなど，予測

式の精度は致命的に低いこと，監視試験片と原子炉容器とで照射条件

を異にすることは違法であり，そのような監視試験片の設置方法では，

現時点での安全性を確認、することはできず，脆性遷移温度が将来予測

よりも高温に達する可能性は否定できないことを根拠に，債務者の評

価によって本件原発の安全性が確認できたとはいえないと主張する。

確かに，予測式については，特に高い中性子積算照射量においては

予測精度が十分高いとはいえない可能性があるとされ，予測精度の向

上が課題とされてはいるが，原子力安全・保安院が関係分野の専門家

の意見を参考にすべく開催した高経年化意見聴取会において，玄海原

発 1号機の上記事象について検討が加えられた結果，玄海原発 1号機

が第4回監視試験片の中性子積算照射量に相当するまでの間(運転開
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始後約 58年)における運転に対して十分健全であることが確認され

るとともに， PTS評価手法について直ちに規制の見直しを行う必要

はないとされたことが認められる(乙 62)。そうすると，債権者ら

の指摘するように，予測式の精度が十分高いとはいえない可能性があ

るからといって，本件原発の中性子照射脆化に対する評価を直ちに不

合理であるということはできない。

また，債務者が採用した評価手法は，監視試験で得られた実測値に

基づくものであり，破壊靭性遷移曲線を運転開始後 60年経過時点ま

で温度軸に対してシフトさせるに当たっても，その予測破壊靭性の下

限を包絡した曲線を設定することで評価の保守性が確保されているの

であるから(前記ア(ウ，)a) ，債務者の評価手法には相応の信頼性があ

るというのが相当であるし，データの蓄積等によって国内脆化予測法

の予測精度が向上していることが認められること(乙 58) ，本件原

発における監視試験の実測値は圏内脆化予測法による予測を逸脱して

おらず，本件原発の原子炉容器に特異な脆化は認められていないこと

(乙 54，5 5) も併せ考慮すれば，脆化予測の精度の向上には継続

的に取り組む必要があることは当然であるが，債務者による本件原発

の中性子照射脆化の評価手法に違法文は不合理な点はないというべき

である。

d なお，債権者らは，原子炉容器は地震動による衝撃も受けることに

なるが，債務者が想定する地震動は過小であるから，債務者のPTS

評価は不十分で、あると主張するが，本件基準地震動が合理的であるこ

とは争点(2)(基準地震動の合理性)に対する判断(前記 2) において

説示したとおりであり，この点に関する債権者らの主張は採用できな

I¥ 
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(ウ) 溶接部の残留応力によるクラックの危険性について
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債権者らは，本件原発が既に相当数の潜在的損傷部分を抱え込んだ危

険な状態のまま運転を継続してきたと主張する。

しかし，債務者は，超音波探傷検査，渦流探傷検査及び外観目視点検

を行うなどして溶接部の点検を実施し， 600系ニッケル基合金が使用

されている溶接部を耐腐食性に優れた 690系ニッケル基合金に材質を

変更する工事を実施し，予防保全対策としてウォータージェットピーニ

ング工事を実施するなど，応力腐食割れへの対策を講じている(前記ア

(エ.))。これに加え，本件ストレステストでは，応力腐食割れも含めて経

年変化を考慮した上で，配管等の破断による LOCAの発生には，基準

地震動 Ssに対する相応の耐震裕度が確保されていることが確認された

ことが認められること(甲 118，119，乙 79) も併せ考慮すれば，

溶接部のクラックの危険性については，債権者らの主張を考慮しでも，

社会通念上無視し得る程度にまで管理されているというのが相当である。

同まとめ

以上のとおりであって，本件原発の老朽化による危険性を踏まえても，

これまで説示してきた本件原発の発電用原子炉施設の安全性に関する認

定・判断(争点(3)ないし(5))は左右されないというべきであるし，工事

計画認可や保安規定変更認可に係る原子力規制委員会の判断に不合理な

点があるということもできない。

(2) 格納容器再循環サンプスクリーンの閉塞による危険性

ア認定事実

前記前提事実，各項の末尾に掲記の疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，

以下の事実が認められる。

fア) 原子力安全・保安院は，圏外の沸騰水型原子炉で発生した非常用炉心

冷却系統ストレーナ(ろ過装置)の閉塞事象を踏まえ，平成 20年 2月，

ストレーナの閉塞事象についての考慮に関し，発電用原子力設備に関す
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る技術基準を定める省令への適合性の審査基準として， r非常用炉心冷

却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について

(内規)J (乙 46) を定め，これに従って格納容器再循環サンプスク

リーンの有効性評価を実施し，上記省令へ適合させることを求めた。

(乙 46~49)

(イ) これを受けて，債務者は，本件原発における格納容器再循環サンプス

クリーンの有効性を評価したところ，設備上の対策が必要であると評価

されたことから，前記の内規に定められた審査基準を満たすよう，格納

容器再循環サンプスクリーンをより表面積の大きいものに取り替える工

事を実施した。(乙 48， 4 9) 

イ 格納容器再循環サンプスクリーンの閉塞事象に対する安全性

債権者らは，異物付着による格納容器再循環サンプスクリーンの閉塞を

防止することは，構造的，技術的に極めて困難あるいは不可能であり，こ

れによる冷却機能の喪失を阻止することは，現在の技術水準では期待で、き

ないと主張する。

しかし，本件原発においては，国外での非常用炉心冷却系統ストレーナ

の閉塞事象を踏まえて策定された審査基準に適合させるため，格納容器再

循環サンプスクリーンの閉塞を防止する設備上の対策工事が実施されたの

であるから(前記ア) ，本件原発における格納容器再循環サンプスクリー

ン閉塞の危険性については，社会通念上無視し得る程度にまで管理されて

いるというべきであるし，この危険性を踏まえても，これまで説示してき

た本件原発の原子炉格納容器の安全性に関する認定・判断(争点(3)ないし

(5)) は左右されないというべきである。

(3) 計装設備の不備による危険性

ア認定事実

例新規制基準では，計測制御系統施設に関し， r設計基準事故が発生し
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た場合の状況を把握し，及び対策を講じるために必要なパラメータは，

設計基準事故時に想定される環境下において，十分な測定範囲及び期

間にわたり監視できるものとすること J (設置許可基準規則 23条 3

号)とされ，上記パラメータのうち，発電用原子炉の停止及び炉心の

冷却に係るものについては， r設計基準事故時においても二種類以上

監視し，又は推定することができるものとすること J (同条4号)と

されるとともに，重大事故等対処設備については， r想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件に

おいて，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するもの

であることJ (同規則43条 1項 1号)とされ，計装設備については，

「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを

計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するた

めに有効な情報を把握できる設備を設けなければならないJ (同規則 5

8条)などとされている。(乙 90) 

附原子力規制委員会は，債務者において重大事故等に対処するための計

装設備が適切に整備される方針であることを確認し，債務者の方針が新

規制基準に適合するものと判断した。(乙 12， 7 3) 

イ 原子力規制委員会の判断の合理性

グ) 前記アのとおり，新規制基準では，過酷事故時に計装設備が有効に機

能するための規制が設けられているのであり，原子力発電所の安全確保

の観点から，計装設備を重要視した規制を設けた新規制基準の規制内容

はもとより合理的といえる。

なお，債権者らは，福島原発事故後に行われた計装設備の規制強化は

不十分であり，特に原子炉水位計については過酷事故時に十分機能する

ようにはなっていないことが明らかにされているなど，言十装設備に関す

る規制に不備があると主張するが，前記アゲ)のとおり，新規制基準にお
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いては過酷事故時に炉心の冷却に係るパラメータが監視できることが求

められているのであり，新規制基準の規制内容が不十分で、あるとか不備

があるとかいうことはできない。

(イ) 債権者らは，計装設備に不備があるから，本件原発を再稼働すること

は許されないと主張する。

しかし，原子炉の安全性確保に必要となるパラメータ(1次冷却材の

温度・圧力・流量，加圧器の水位・圧力，中性子東)の言十装設備の耐震

重要度分類はいずれも Sクラスであるところ(乙 11 3，審尋の全趣旨

(債務者主張書面(5)) ) ，耐震重要度分類が Sクラスの施設等が本件基

準地震動に対して相応の余裕を持って安全性を有していることは争点(3)

(耐震安全性の相当性)に対する判断(前記 3)において説示したとお

りである。

また，債務者は，福島原発事故後，全交流電源喪失という事態におい

ても，監視等に必要な機器への電源供給が可能となるように空冷式非常

用発電装置と電源車を配備し(前記 3(1)カ)，言十装設備の信頼性の確保

を図るため，重要なパラメータを監視する予備の可搬型計測器等の配備

や重大事故対策として原子炉格納容器水位計の新設といった対策を講じ

るなど(甲 26 2) ，計装設備の充実を図っていることが認められ，他

に債務者による計装設備の整備等に不合理な点があることを具体的にう

かがわせる疎明資料もない。

そうすると，債権者らの主張を踏まえて，本件原発の計装設備の不備

による危険性が社会通念上無視し得る程度にまで管理されているかとい

う観点からみても，本件原発の計装設備の整備内容が新規制基準に適合

するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はないと認めるのが相

当である。

(4) 免震重要棟が存在しないことによる危険性
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ア認定事実

前記前提事実，各項の末尾に掲記の疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，

以下の事実が認められる。

ケ) 新規制基準では，緊急時対策所について， r一次冷却系統に係る発電

用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるた

め，緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設けなければならない」

とされている(設置許可基準規則34条)。

また，緊急時対策所が重大事故等に対処するための適切な措置が講じ

られるよう， r重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，適切な措置を講じたものであることJ， r重

大事故等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故等に対処

するために必要な情報を把握できる設備を設けたものであること J， 

「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うために必要な設備を設けたものであることJ， r重大事故等に対

処するために必要な数の要員を収容することができるものj であること

が求められ(同規則 61条) ，緊急時対策所の設備については，基準地

震動による地震力に対し，免震機能等により緊急時対策所の機能を喪失

しないようにするとともに，基準津波の影響を受けないことや，要員の

居住性の確保が求められている(設置許可基準規則解釈61条) 0 (乙

9 0) 

附債務者は，本件原発の緊急時対策所を，耐震構造を有し，かっ，基準

津波の影響を受けない高浜原発 1号機及び2号機の原子炉補助建屋内に

設置し(以下，この緊急時対策所を「現対策所」という。) ，新規制基

準の要求事項に対応した設備及び手順等を整備する方針を示した。これ

を受け，原子力規制委員会は，債務者が，現対策所を原子炉制御室以外

の場所に設ける設計とした上で，これを本件基準地震動による地震カに
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よっても機能喪失しないようにするとともに，本件基準津波の影響を受

けない位置に設置していること，給電や要員の居住性を確保する手}I慎，

必要な数の対策要員を収容する手順等，現対策所が，重大事故等に対処

するための適切な措置を講じるのに必要となる設備及び手順等について，

新規制基準の要求事項に対応し，かつ，適切に整備される方針であるこ

と等を確認し，本件原発の緊急時対策所の整備方針が新規制基準に適合

すると判断した。(甲 22 3，乙 12， 73，審尋の全趣旨(債務者主

張書面(5))

(ウ) さらに，債務者は，当初は，平成 27年度の運用開始を目指して，地

上9階，地下1階の免震事務棟の設置を検討していたが，基準地震動の

見直し等を受け，この計画を変更し，平成 29年度の運用開始を予定し，

地上 1階，地下 1階の緊急時対策所を設置するとともに，これとは別に，

地上5階，地下1階の免震事務棟を設置する予定とした。なお，新たに

設置が予定されている緊急時対策所は，建屋内の面積が約 80 0 m'，換

気及び遮へい設備，情報把握及び通信連絡の設備を設け，最大約 200

人の収容が可能な耐震構造の建物であり，免震事務棟は，建屋内の面積

が4000m'，収容想定人数が最大約 800人の通信連絡設備及び非常

用発電装置を備えた免震構造の建物であり，初動要員の宿直場所，事故

時要員の待機場所としての活用が予定されている(なお，新たな緊急時

対策所及び免震事務棟の運用が開始されるまでは，前記仔)に記載の設備

及び手順等が整備された現対策所が活用されることとなる。) 0 (甲 2

6 3) 

イ 原子力規制委員会の判断の合理性

間過酷事故が発生した状況下にあっては，適切かっ迅速に状況判断を行

える指揮系統を維持し，かつ，有効な対策を確実に実行できる要員を確

保することが重要であることは当然であるところ，新規制基準では，重
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大事故等に対処するための要員を収容するための設備として，緊急時対

策所の設置を要求し，緊急時対策所について，免震機能等により地震や

津波に対する高度の安全性を要求しているのであり(前記ア[ア)) ，その

内容は，福島原発事故にお、いて免震重要棟が重要な役割を果たしたこと

(前提事実(9)) を踏まえた合理的なものといえる。

また，現対策所は，本件基準地震動及び本件基準津波に対する安全性

を備え，かっ，緊急時対策所としての機能を発揮するのに必要な設備及

び手順等が整備されているのであり(前記ア(イ)) ，他に，債務者による

現対策所の整備が本件原発の安全性を確保する上で不十分であることを

うかがわせる疎明資料もないのであるから，現対策所が整備されること

をもって新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理

な点はないものと認められる。

付) これに対し，債権者らは，新規制基準が要求しているのは免震重要棟

であることを前提に，本件原発には免震重要棟が設置されていないのに，

本件原発の緊急時対策所の整備方針が新規制基準に適合するとした原子

力規制委員会の判断は不合理であると主張する。

しかし，新規制基準では，緊急時対策所の基準地震動に対する耐震安

全性を確保するための手段については， r免震機能等によりJと規定さ

れており，その規定の仕方からしでも，必ずしも免震機能を有している

ことを常に要求するものではないと解されるところ，高い耐震安全性が

確保されているのであれば，それが免震構造であるか否かは重要とはい

えないのであるから，債務者が現対策所を免震機能のあるものとしてい

ないことをもって，本件原発の安全性に関する原子力規制委員会の判断

が不合理であるということはできない。

なお，債権者らは，債務者が免震事務棟の設置を検討していることを

根拠に，債務者においても緊急時対策所に免震機能が要求されているこ
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とを認識していると主張するが，債務者が免震事務棟を設置することは，

過酷事故が生じた場合の対応能力を強化するものであり，本件原発の安

全性をより一層高める取組のーっとして評価できるものであって，この

ことを根拠に現対策所の安全性が不十分で、あるとはいえないし，本件原

発の緊急時対策所に関する原子力規制委員会の判断が不合理であるとい

うこともできない。

(明 以上によれば，債権者らの主張を考慮しても，緊急時対策所に関する

具体的審査基準並びに本件原発の緊急時対策所に関する原子力規制委員

会の調査審議及び判断の過程等に不合理な点はなく，本件原発の緊急時

対策所について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に

不合理な点はないと認めるのが相当である。

7 その余の債権者らの主張等について

(1 ) 以上によれば，本件原発においては，債権者らが主張する危険性(本件原

発の燃料体等の損傷ないし溶融に結び付く危険性)については，社会通念上

無視し得る程度にまで管理されているというべきである。

そして，上記危険性が社会通念上無視し得る程度にまで管理されていれば，

燃料体等の損傷ないし溶融を前提とする水蒸気爆発及び水素爆発の危険性や

放射性物質が本件原発の敷地外に大量放出される危険性も，社会通念上無視

し得る程度にまで管理されているということができるから，争点(7)(燃料体

等の損傷ないし溶融が生じた後の対策等)に関する主張について判断するま

でもなく，債務者において，現在の科学技術水準に照らし，新規制基準の内

容及び本件原発が新規制基準に適合するとして本件原発の設置変更許可をし

た原子力規制委員会の判断に不合理な点がないことについて，相当の根拠，

資料に基づき主張疎明を尽くしたものと認めるのが相当である。なお，一件

記録によっても，工事計画認可及び保安規定変更認可に係る原子力規制委員

会の判断に不合理な点があるとも認められない。
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そうすると，本件原発の安全性に欠ける点があるとはいえないから，本件

原発周辺に居住する住民の生命，身体及び健康を基礎とする人格権が侵害さ

れる具体的危険があると推認することはできないこととなる。

(2) 以上に対し，原子力規制委員会の田中俊一委員長は，平成 26年 7月 16 

日，川内原発の安全審査について記者会見した際，原子力規制委員会の審査

について「適合性を見る審査であって，ゼロリスクの安全を確保する審査で

はないJとの理解に立ち，かつ， r一般論として，技術ですから，これで人

事で全部尽くしていますと，対策も尽くしていますということは言い切れま

せんよということです。 Jと発言したことが認められるが(甲 23 3) ，こ

れは，原子力規制委員会が新規制基準への適合性を認めたことは絶対的安全

性を認めたことを意味するものではなく，安全対策に終わりはないという理

解を明らかにしたものと解されるのであって，新規制基準に適合しても原子

力発電所の安全性は確保されないことを認めたものとはいえないというべき

であるから，上記発言を根拠に，新規制基準の内容や調査審議及び判断の過

程等の不合理性を基礎付けることはできない。

なお，新規制基準に合理性が認められるのは，原子力事業者に対し，常に

最新の多方面かつ高度の科学的・技術的知見に基づき，原子力発電所の危険

性等の評価及び安全性の確保を図ることを求めるとともに，その安全対策に

ついて，人格が高潔であって，原子力利用における安全の確保に関して専門

的知識及び経験並びに高い識見を有する委員長及び委員によって構成される

原子力規制委員会において，専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して

安全性を審査するという法の趣旨に則った枠組みが機能することが前提であ

って，法の趣旨にもとるような運用がされれば，新規制基準の合理性はその

基礎を失うこととなるのであるから，債務者及び原子力規制委員会において

は，福島原発事故に対する深い反省と絶対的安全性は存在しない(いわゆる

「安全神話」に陥らない)という真撃な姿勢を前提に，常に最新の科学的・
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技術的知見を反映し，高いレベルでの安全性を実現すべく，継続的な取組を

怠らないことが要請されるものといわなければならない。

また，債権者らが提出する意見書(甲 375の1)では，原子力防災に係

る対策が原子力規制委員会の所掌範囲から除外され，テロ対策が著しく脆弱

なままで放置され，将来の取組の展望さえ示されていない旨，決定論に基づ

く過酷事故のシナリオ選定は恋意的なものになり，復旧活動が担保された評

価を行っている点で楽観的な評価になっている旨，原子力発電所の施設等を

安全系と非安全系に区別し，安全系さえ健全であれば原子炉事故には至らな

いという単純化した理解は誤っている旨，解析結果等の数値は，一見すると

客観性があるが，実際は多くの不確かさを含んだものである旨など，原子力

発電所の安全評価に関連する様々な指摘がされており，同意見書の作成者に

おいて，新規制基準が世界水準に及んで、いない旨や過酷事故の発生確率を低

くするために規制をするという設計思想自体に問題がある(パッド・デザイ

ンである)旨など，多様な問題意識が指摘されているところである。これら

の指摘は，いずれも一般論としての見解を述べるにとどまるものであり，債

務者による本件原発の安全評価を念頭に置いたものではないから，これまで

説示してきた本件原発において燃料体等の損傷ないし溶融に結び付く危険性

が社会通念上無視し得る程度にまで管理されているとの判断を左右するもの

ではないというべきであるが，債務者及び原子力規制委員会においては，こ

うした見解を始め，多様な意見に真撃に耳を傾け，複合的な視点で高いレベ

ルの安全性を目指す努力が継続されることが望まれるところである。

更に付言すると，本件原発については，燃料体等の損傷ないし溶融が生じ

た後の対策等について判断するまでもなく，人格権侵害の具体的危険の有無

を事実上推認することはできないことは既に説示したとおりであるが，この

ことは，本件原発において燃料体等の損傷ないし溶融に至るような過酷事故

が起こる可能性を全く否定するものではないのであり，万が一炉心溶融に至
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るような過酷事故が生じた場合に備え，避難計画等を含めた重層的な対策を

講じておくことが極めて重要であることは論を待たない。そして，本件原発

に関連する避難計画については，関係自治体において検討及び計画の策定が

進められているところであるが(甲 12，283，284)，債務者，国及

び関係自治体は，債権者らが指摘するような避難手段の確保の問題，避難ノレ

ートの渋滞の問題，避難弱者の問題等を真撃に検討し，周辺住民の理解を得

ながら，より実効性のある対策を講じるように努力を継続することが求めら

れることは当然である。

8 結論

以上を総合すれば，本件原発の設置変更許可等に係る原子力規制委員会の判

断に不合理な点はないものと認められ，債権者らの主張疎明を考慮しでも，債

務者による上記疎明を揺るがすには足りないというべきであり，また，これま

で説示してきたところを踏まえれば，債権者らによる主張疎明その他本件に現

れた一切の事情を考慮、しでも，本件原発の安全性に欠けるところがあり，債権

者らの生命，身体，健康が侵害される具体的危険があると認めるには足りない

といわざるを得ない。そうすると，本件仮処分命令申立ては，その余の点につ

いて判断するまでもなく，いずれも理由がないというべきである。

よって，原決定を取り消し，債権者らの本件仮処分命令申立てをいずれも却

下することとして，主文のとおり決定する。

平成 27年 12月 24日

福井地方裁判所民事第2部

裁判長裁判官 林 滴

裁判官 山 口 敦 士
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2次冷却設備

沸騰水型原子炉 (BWR) と加圧水型原子炉 (PWR)

-2:>0ー


